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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1)当連結会計年度の前４連結会計年度及び当連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等の推移

 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
(自　平成18年

４月１日
至　平成19年
３月31日)

(自　平成19年
４月１日

至　平成20年
３月31日)

(自　平成20年
４月１日

至　平成21年
３月31日)

(自　平成21年
４月１日

至　平成22年
３月31日)

(自　平成22年
４月１日

至　平成23年
３月31日)

連結経常収益 百万円 1,432,814 1,564,920 1,327,168 1,214,751 1,140,371

連結経常利益

（△は連結経常損失）
百万円 226,758 288,355 △259,620 45,831 169,016

連結当期純利益

（△は連結当期純損失）
百万円 222,095 230,125 △356,777 55,714 140,072

連結包括利益 百万円 ── ── ── ── 97,315

連結純資産額 百万円 2,619,722 2,370,250 1,668,372 2,036,642 2,481,918

連結総資産額 百万円 68,436,545 69,698,828 71,218,959 72,838,895 74,781,922

１株当たり純資産額 円 270,774.25 263,525.25 118,072.45 199,590.04 199,943.74

１株当たり当期純利益金

額（△は１株当たり当期

純損失金額）

円 47,429.24 49,246.00 △80,250.45 11,032.09 30,671.93

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
円 41,837.99 44,064.92 ── ──

     

30,111.06

自己資本比率 ％ 3.07 2.67 1.66 2.13 2.67

連結自己資本比率

（国内基準）
％ 11.74 11.97 11.77 12.88 14.91

連結自己資本利益率 ％ 18.08 16.87 △41.19 6.91 9.67

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
百万円 △5,340,534 100,638 △1,923,201 7,506,691 1,943,656

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
百万円 5,123,849 △357,452 2,062,811 △7,492,858 173,427

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
百万円 △23,501 △119,811 △197,059 64,641 225,292

現金及び現金同等物の期

末残高
百万円 1,987,275 1,610,137 1,552,158 1,630,546 3,972,610

従業員数

［外、平均臨時従業員

数］

人
26,640

[17,892]

27,148

[17,521]

27,716

[16,660]

28,344

[16,571]

27,595

[15,674]

（注）１．当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、主として税抜方式によっております。

２．「１株当たり純資産額」、「１株当たり当期純利益金額（又は当期純損失金額）」及び「潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額」（以下、「１株当たり情報」という。）の算定に当たっては、「１株当たり当期純利益

に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第４号）を適用しております。

　また、これら１株当たり情報の算定上の基礎は、「第５　経理の状況」中、１「(1)連結財務諸表」の「１株

当たり情報」に記載しております。

３. 平成20年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がなく、純損失が計上されてい

るので記載しておりません。また、平成21年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株

式がないので記載しておりません。

４．自己資本比率は、（期末純資産の部合計－期末少数株主持分）を期末資産の部合計で除して算出しておりま

す。

５．連結自己資本比率は、銀行法第14条の２の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき

算出しております。当行は、国内基準を採用しております。

６．連結株価収益率については、当行は上場していないため記載しておりません。
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(2)当行の当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移

回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期
決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

経常収益 百万円 1,264,218 1,441,383 1,235,954 1,129,427 1,034,929

経常利益

（△は経常損失）
百万円 179,092 221,905 △290,191 88,875 138,475

当期純利益

（△は当期純損失）
百万円 206,289 195,527 △293,601 96,004 149,821

資本金 百万円 650,000 650,000 650,000 700,000 700,000

発行済株式総数 千株

普通株式

3,927

普通株式

4,445

普通株式

4,445

普通株式

4,446

普通株式

10,006

第三回第二種

優先株式

5

第四回第四種

優先株式

64

第四回第四種

優先株式

64

第四回第四種

優先株式

64

第四回第四種

優先株式

64

第四回第四種

優先株式

64

第五回第五種

優先株式

85

第五回第五種

優先株式

85

第五回第五種

優先株式

85

第五回第五種

優先株式

85

第五回第五種

優先株式

85

第十回第十三種

優先株式

1,800

第十回第十三種

優先株式

1,800

第十回第十三種

優先株式

1,800

第十回第十三種

優先株式

1,800

第六回第六種

優先株式

71

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

第七回第七種

優先株式

71

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

第八回第八種

優先株式

18

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

第九回第九種

優先株式

18

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

第十回第十三種

優先株式

1,800

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

純資産額 百万円 2,081,289 1,816,308 1,201,667 1,596,823 2,050,771

総資産額 百万円 66,874,790 68,139,465 70,017,665 71,537,565 73,460,755

預金残高 百万円 53,118,788 54,479,674 55,350,888 55,761,093 56,261,351

債券残高 百万円 1,564,366 971,953 882,949 821,867 740,932

貸出金残高 百万円 34,065,059 33,745,801 37,126,612 32,467,647 33,376,277

有価証券残高 百万円 15,226,739 15,151,302 13,376,053 19,671,063 19,887,559

１株当たり純資産額 円 265,344.06 252,113.45 121,837.94 209,175.43 204,949.57
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回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期
決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

１株当たり配当額

（内１株当たり中間配

当額）

円

普通株式

41,425

普通株式

37,010

普通株式

-

普通株式

-

普通株式

-

第三回第二種

優先株式

14,000

第四回第四種

優先株式

47,600

第四回第四種

優先株式

-

第四回第四種

優先株式

47,600

第四回第四種

優先株式

47,600

第四回第四種

優先株式

47,600

第五回第五種

優先株式

42,000

第五回第五種

優先株式

-

第五回第五種

優先株式

42,000

第五回第五種

優先株式

42,000

第五回第五種

優先株式

42,000

第十回第十三種

優先株式

16,000

第十回第十三種

優先株式

-

第十回第十三種

優先株式

-

第十回第十三種

優先株式

16,000

第六回第六種

優先株式

11,000

(普通株式

-)

(普通株式

-)

(普通株式

-)

(普通株式

-)

第七回第七種

優先株式

8,000

(第四回第四種

優先株式

-)

(第四回第四種

優先株式

-)

(第四回第四種

優先株式

-)

(第四回第四種

優先株式

-)
第八回第八種

優先株式

17,500

(第五回第五種

優先株式

-)

(第五回第五種

優先株式

-)

(第五回第五種

優先株式

-)

(第五回第五種

優先株式

-)
第九回第九種

優先株式

5,380

(第十回第十三種

優先株式

-)

(第十回第十三種

優先株式

-)

(第十回第十三種

優先株式

-)

(第十回第十三種

優先株式

-)
第十回第十三種

優先株式

16,000

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

(普通株式

-)

 

               

 

               

 

               

 

               

(第三回第二種

優先株式

-)

 

 

              

 

 

              

 

 

              

 

 

              

(第四回第四種

優先株式

-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(第五回第五種

優先株式

-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(第六回第六種

優先株式

-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(第七回第七種

優先株式

-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(第八回第八種

優先株式

-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(第九回第九種

優先株式

-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(第十回第十三種

優先株式

-)
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回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期
決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

１株当たり当期純利益

金額

（△は１株当たり当期

純損失金額）

円 43,372.26 40,493.41 △66,040.15 20,093.34 32,806.66

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
円 38,294.74 36,233.17 ── ―― 32,206.75

自己資本比率 ％ 3.11 2.66 1.71 2.23 2.79

単体自己資本比率

（国内基準）
％ 12.12 11.70 11.76 12.97 15.02

自己資本利益率 ％ 16.80 14.31 △34.58 12.08 10.02

配当性向 ％ 96.28 102.79 ── ―― ――

従業員数

[外、平均臨時従業員

数]

人
16,400

[11,717]

17,271

[11,369]

18,145

[10,806]

18,943

[10,780]

18,969

[10,225]

　(注)１．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２．「１株当たり純資産額」、「１株当たり当期純利益金額（又は当期純損失金額）」及び「潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額」（以下、「１株当たり情報」という。）の算定に当たっては、「１株当たり当期純利益

に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第４号）を適用しております。

　  また、これら１株当たり情報の算定上の基礎は、「第５ 経理の状況」中、２「(1)財務諸表」の「１株当たり

情報」に記載しております。

３．第７期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がなく、純損失が計上されているの

で記載しておりません。また、第８期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がない

ので記載しておりません。

４．自己資本比率は、期末純資産の部合計を期末資産の部合計で除して算出しております。

５．単体自己資本比率は、銀行法第14条の２の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算式に基づき

算出しております。当行は国内基準を採用しております。

６．株価収益率については、当行は上場していないため記載しておりません。
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２【沿革】

明治６年６月 第一国立銀行創設

明治29年９月 株式会社第一銀行に改組

明治30年７月 株式会社日本勧業銀行設立

昭和46年10月 株式会社第一銀行と株式会社日本勧業銀行との合併により株式会社第一勧業銀行発足（資本

金540億円）

平成６年10月 第一勧業証券株式会社を設立（現社名　みずほ証券株式会社）

平成７年11月 第一勧業信託銀行株式会社を設立

平成11年４月 第一勧業信託銀行株式会社と富士信託銀行株式会社を合併し、第一勧業富士信託銀行株式会

社を設立（現社名　みずほ信託銀行株式会社）

平成12年９月 株式会社富士銀行、株式会社日本興業銀行とともに、株式会社みずほホールディングスを設

立

平成12年10月 第一勧業証券株式会社と富士証券株式会社および興銀証券株式会社を合併し、みずほ証券株

式会社を設立

平成12年10月 第一勧業富士信託銀行株式会社と興銀信託銀行株式会社を合併し、みずほ信託銀行株式会社

を設立

平成14年１月 当行、株式会社富士銀行および株式会社日本興業銀行の３行を、株式会社みずほ銀行および

株式会社みずほコーポレート銀行に統合・再編する分割合併契約を締結、また、みずほ証券

株式会社およびみずほ信託銀行株式会社を株式会社みずほホールディングスの直接子会社と

する子会社管理営業分割契約を締結（同年２月臨時株主総会にて承認）

平成14年４月 株式会社富士銀行、株式会社日本興業銀行と会社分割および合併を行い、株式会社みずほ銀

行および株式会社みずほコーポレート銀行が発足

平成15年１月 株式会社みずほフィナンシャルグループ発足

平成15年３月 みずほインベスターズ証券株式会社を子会社化

平成15年５月 再生・リストラニーズのあるお取引先の債権を銀行本体から分離することを目的に、当行の

直接子会社として、株式会社みずほプロジェクトを設立

平成17年10月 当初目的を終えたことから、再生専門子会社である株式会社みずほプロジェクトは当行と合

併

株式会社みずほホールディングス（現 株式会社みずほフィナンシャルストラテジー）が保

有する当行および株式会社みずほコーポレート銀行の株式の全てを株式会社みずほフィナン

シャルグループが取得

３【事業の内容】

　当行は、個人・国内一般事業法人・地方公共団体を主要なお客さまとし、銀行業務を中心に、証券業務その他金融

サービスに係る事業を行っております。

　「みずほフィナンシャルグループ」（以下、当グループ）は、株式会社みずほフィナンシャルグループ、連結子会

社152社及び持分法適用関連会社22社等で構成され、銀行業務を中心に、証券業務、信託業務、資産運用・管理業務

などの金融サービスを提供しております。

当連結会計年度末における当行の組織を事業系統図によって示すと以下のとおりであります。
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事業系統図　　　　　　　　　　　　　 （平成23年3月31日現在）
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　　注）　１．平成23年４月１日付で、市場・ＡＬＭグループに「国際資金部」を設置いたしました。

２．平成23年６月10日付で、「ローン営業開発部」を「ローン業務開発部」、「ローン営業推進部」に再編い

たしました。

当行及び当行の主な関係会社を事業セグメント別に区分いたしますと、下記の通りとなります。

（株）みずほ銀行

みずほインベスターズ証券グループ：みずほインベスターズ証券（株）

その他：みずほ信用保証（株）、みずほファクター（株）、みずほキャピタル（株）、ユーシーカード（株）、確定

拠出年金サービス（株）
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４【関係会社の状況】

（親会社）

名称 住所
資本金又は
出資金
(百万円)

主要な事業の
内容

議決権の
被所有割合
（％）

当行との関係内容
役員の
兼任等
（人）

資金援助 営業上の取引 設備の賃貸借 業務提携

株式会社みずほ

フィナンシャルグ

ループ

 

東京都千代田区 2,181,375 金融持株会社

100.00

( ― )

[ ― ]

2

(2)
－

経営管理

預金取引関係

金銭貸借関係

不動産賃貸借

関係
－

  （連結子会社）

　  みずほインベスターズ証券グループ　

名称 住所
資本金又は
出資金
(百万円)

主要な事業の
内容

議決権の
所有割合
（％）

当行との関係内容 
役員の
兼任等
（人）

資金援
助

営業上の取引 設備の賃貸借 業務提携

みずほインベス

ターズ証券株式会

社

東京都中央区 80,288 証券業務

65.55

(0.01)

[1.08]

－ －
預金取引関係

証券取引関係

提出会社より

建物の一部賃

借

－

みずほインベス

ターズビジネス

サービス株式会社

千葉県船橋市 100
事務代行業務

人材派遣業務

100.00

(100.00)

[ ― ]

－ － 預金取引関係 － －

　  その他

名称 住所
資本金又は
出資金
(百万円)

主要な事業の
内容

議決権の
所有割合
（％）

当行との関係内容
役員の
兼任等
（人）

資金援助 営業上の取引 設備の賃貸借 業務提携

ＭＷ１号投資事業

組合
東京都千代田区 330 金融業務 ― － － 出資関係 － －

みずほＥＢサービ

ス株式会社
東京都文京区 50

ソフトウェア

業務

100.00

( ― )

[ ― ]

2 －
預金取引関係

業務委託関係

提出会社より

建物の一部賃

借

－

みずほインターナ

ショナルビジネス

サービス株式会社

東京都中央区 22 事務受託業務

100.00

( ― )

[ ― ]

3 －
預金取引関係

業務委託関係
－ －

みずほオフィスマ

ネジメント株式会

社

東京都千代田区 30 事務受託業務

100.00

( ― )

[ ― ]

2 －
預金取引関係

業務委託関係

提出会社より

建物の一部賃

借

－

みずほオペレー

ションサービス株

式会社

東京都港区 20
システム運

営・管理業務

100.00

( ― )

[ ― ]

2 －
預金取引関係

業務委託関係

提出会社より

建物の一部賃

借

－

みずほキャピタル

株式会社
東京都千代田区 902

ベンチャー

キャピタル業

務

49.99

( ― )

[25.66]

3 －
預金取引関係

金銭貸借関係
－ －

みずほキャピタル

第１号投資事業有

限責任組合

東京都千代田区 11,600 金融業務 ― － － 出資関係 － －

みずほキャピタル

第２号投資事業有

限責任組合

東京都千代田区 18,600 金融業務 ― － － 出資関係 － －
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名称 住所
資本金又は
出資金
(百万円)

主要な事業の
内容

議決権の
所有割合
（％）

当行との関係内容
役員の
兼任等
（人）

資金援助 営業上の取引 設備の賃貸借 業務提携

みずほキャピタル

第３号投資事業有

限責任組合

東京都千代田区 13,200 金融業務 ― － － 出資関係 － －

みずほギャラン

ティ株式会社
東京都千代田区 100 信用保証業務

100.00

( ― )

[ ― ]

2 － 預金取引関係 － －

みずほ債権回収株

式会社
東京都中央区 500

債権管理回収

業務

100.00

( ― )

[ ― ]

3 －
預金取引関係

業務委託関係
－ －

みずほ信用保証株

式会社
東京都千代田区 13,281 信用保証業務

100.00

( ― )

[ ― ]

3 － 預金取引関係
提出会社に建

物の一部賃貸
－

みずほスタッフ株

式会社
東京都千代田区 90 人材派遣業務

100.00

( ― )

[ ― ]

2 －

預金取引関係

人材派遣関係

業務委託関係

－ －

みずほゼネラル

サービス株式会社
東京都新宿区 20 事務受託業務

100.00

( ― )

[ ― ]

4 －
預金取引関係

業務委託関係

提出会社より

建物の一部賃

借

－

みずほデリバリー

サービス株式会社
東京都渋谷区 40 事務受託業務

100.00

( ― )

[ ― ]

2 －

預金取引関係

業務委託・受

託関係

建物・機器の

一部賃貸借
－

みずほ電子債権記

録株式会社
東京都港区 750

電子債権記録

業務

100.00

（ ― ）

［ ― ］

2 － 預金取引関係 － －

みずほドリーム

パートナー株式会

社

東京都文京区 10
宝くじ証票整

理業務

100.00

( ― )

[ ― ]

2 －

預金取引関係

金銭貸借関係

業務委託関係

提出会社より

建物の一部賃

借

－

みずほビジネス金

融センター株式会

社

東京都千代田区 10 銀行代理業務

100.00

( ― )

[ ― ]

5 －
預金取引関係

業務委託関係

提出会社より

建物の一部賃

借

－

みずほビジネス

サービス株式会社
東京都渋谷区 90 事務受託業務

100.00

( ― )

[ ― ]

2 －
預金取引関係

業務委託関係

提出会社より

建物の一部賃

借

－

みずほヒューマン

サービス株式会社
東京都千代田区 10 事務受託業務

100.00

( ― )

[ ― ]

2 －
預金取引関係

業務委託関係

提出会社より

建物の一部賃

借

－

みずほファクター

株式会社
東京都千代田区 1,000

ファクタリン

グ業務

100.00

( ― )

[ ― ]

2 －

預金取引関係

金銭貸借関係

業務委託関係

－ －

みずほ不動産調査

サービス株式会社
東京都中央区 60

担保不動産調

査・評価業務

100.00

( ― )

[ ― ]

2 －
預金取引関係

業務委託関係

提出会社より

建物の一部賃

借

－

みずほマーケティ

ングエキスパーツ

株式会社

東京都港区 20

コールセン

ターに関する

業務

教育研修業務

人材派遣業務

100.00

( ― )

[ ― ]

2 －

預金取引関係

業務委託関係

人材派遣関係

－ －

みずほローンエキ

スパーツ株式会社
東京都千代田区 10

ローン事務受

託業務

100.00

( ― )

[ ― ]

3 －
預金取引関係

業務委託関係

提出会社より

建物の一部賃

借

－
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名称 住所
資本金又は
出資金
(百万円)

主要な事業の
内容

議決権の
所有割合
（％）

当行との関係内容
役員の
兼任等
（人）

資金援助 営業上の取引 設備の賃貸借 業務提携

MHBK Capital

Investment(JPY)1

Limited

英国領ケイマン

諸島
2,105 金融業務

100.00

( ― )

[ ― ]

－ － 金銭貸借関係 － －

MHBK Capital

Investment(JPY)2

Limited

英国領ケイマン

諸島
1,405 金融業務

100.00

( ― )

[ ― ]

－ － 金銭貸借関係 － －

MHBK Capital

Investment(JPY)3

Limited

英国領ケイマン

諸島
1,505 金融業務

100.00

( ― )

[ ― ]

－ － 金銭貸借関係 － －

MHBK Capital

Investment(JPY)4

Limited

英国領ケイマン

諸島
605 金融業務

100.00

( ― )

[ ― ]

－ － 金銭貸借関係 － －

MHBK Capital

Investment(USD)1

Limited

英国領ケイマン

諸島

5,050

千米ドル
金融業務

100.00

( ― )

[ ― ]

－ － 金銭貸借関係 － －

Mizuho Finance

(Aruba) A.E.C.

オランダ領アル

バ島

10

千米ドル
金融業務

100.00

( ― )

[ ― ]

－ － 金銭貸借関係 － －

Mizuho Preferred

Capital (Cayman)

A Limited

英国領ケイマン

諸島
2,600 金融業務

100.00

( ― )

[ ― ]

－ － 金銭貸借関係 － －

　

　（持分法適用関連会社）　

    その他

名称 住所
資本金又は
出資金
（百万円）

主要な事業の
内容

議決権の
所有割合
（％）

当行との関係内容
役員の
兼任等
（人）

資金援助 営業上の取引 設備の賃貸借 業務提携

MHメザニン投資事

業有限責任組合
東京都千代田区 24,408 金融業務 ― － － 出資関係 － －

確定拠出年金サー

ビス株式会社
東京都中央区 2,000

確定拠出年金

関連業務

25.50

( ― )

[ ― ]

－ －
預金取引関係

業務委託関係
－ －

株式会社キュービ

タス
東京都豊島区 100

クレジット

カード業務

事務計算代行

業務

49.05

( ― )

[ ― ]

2 － 預金取引関係 －

クレジッ

トカード

事業に関

し「包括

的業務提

携基本契

約書」を

締結

みずほキャピタル

パートナーズ株式

会社

東京都千代田区 10

企業財務アド

バイザリー業

務

50.00

(50.00)

[ ― ]

－ － － － －

みずほマネジメン

トアドバイザリー

株式会社

東京都千代田区 100

企業財務アド

バイザリー業

務

50.00

( ― )

[ ― ]

1 － 預金取引関係 －

マーケ

ティング

に係る業

務受託
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名称 住所
資本金又は
出資金
（百万円）

主要な事業の
内容

議決権の
所有割合
（％）

当行との関係内容
役員の
兼任等
（人）

資金援助 営業上の取引 設備の賃貸借 業務提携

ユーシーカード株

式会社
東京都千代田区 500

クレジット

カード業務

38.99

( ― )

[ ― ]

2 －

預金取引関係

金銭貸借関係

業務委託関係

－

クレジッ

トカード

事業に関

し「包括

的業務提

携基本契

約書」を

締結

MH Capital

Development,

Ltd.

英国領ケイマン

諸島
5 金融業務

―

( ― )

［100.00]

－ － － － －

MH Capital

DevelopmentⅡ,

Ltd.

英国領ケイマン

諸島
5 金融業務

―

( ― )

［100.00]

－ － － － －

MH Capital

Partners Ⅱ,

L.P.

英国領ケイマン

諸島
26,862 金融業務 ― － － 出資関係 － －

MHCB Consulting

(Thailand) Co.,

Ltd.

タイ王国バン

コック市

2,000

千タイバー

ツ

有価証券投資

業務

コンサルティ

ング業務

アドバイザ

リー業務

21.00

(21.00)

[ ― ]

－ － 業務委託関係 － －

　

　（注）１．上記関係会社のうち、特定子会社に該当する会社はみずほインベスターズ証券株式会社であります。　

２．上記関係会社のうち、有価証券報告書を提出している会社は株式会社みずほフィナンシャルグループ及びみ

ずほインベスターズ証券株式会社であります。

３．上記関係会社のうち、連結財務諸表に重要な影響を与えている債務超過の状況にある会社はありません。

４．「議決権の所有割合」欄の（　）内は子会社による間接所有の割合（内書き）、［　］内は、「自己と出

資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係にあることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行

使すると認められる者」又は「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」による

所有割合（外書き）であります。

５．「当行との関係内容」の「役員の兼任等」欄の（　）内は、当行の役員（内書き）であります。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社における従業員数

 平成23年３月31日現在

 みずほ銀行
みずほインベスターズ
証券グループ

その他 合計

従業員数（人）
18,969

[10,225]

2,240

[249]

6,386

[5,200]

27,595

[15,674]

　（注）１．みずほインベスターズ証券グループの従業員には、みずほインベスターズ証券株式会社の連結会社の従業員

数を含んでおります。また、その他の従業員には、みずほインベスターズ証券グループを除く連結会社の従業

員数を記載しております。

２．従業員数は、連結会社各社において、それぞれ社外への出向者を除き、社外から受け入れた出向者を含んで

おります。嘱託及び臨時従業員15,255人を含んでおりません。

３．嘱託及び臨時従業員数は、［　］内に当連結会計期間の平均人員（各月末人員の平均）を外書きで記載して

おります。

(2）当行の従業員数

 平成23年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

18,969

[10,225]
35.9 13.1 6,711

　（注）１．従業員数は、行外への出向者を除き、行外から受け入れた出向者を含んでおります。また、執行役員31人

（取締役兼務者の6人を含まず）、嘱託及び臨時従業員9,963人を含んでおりません。

２．当行の従業員数は、「個人部門」・「法人部門」・「市場部門・その他」のセグメントに属しております。

３．嘱託及び臨時従業員数は、［　］内に当会計期間の平均人員（各月末人員の平均）を外書きで記載しており

ます。

４．平均年間給与は、3月末の当行従業員に対して支給された年間の給与、賞与及び基準外賃金（株式会社みず

ほフィナンシャルグループ、株式会社みずほコーポレート銀行、みずほ証券株式会社、みずほ信託銀行株式会

社、みずほ情報総研株式会社からの転籍転入者については転籍元会社で支給されたものを含む。）を合計した

ものであります。

５．平均勤続年数は、株式会社みずほフィナンシャルグループ、株式会社みずほ銀行、株式会社みずほコーポ

レート銀行、みずほ証券株式会社、みずほ信託銀行株式会社、みずほ情報総研株式会社の間で転籍異動した者

については、転籍元会社での勤続年数を通算しております。

６．当行の従業員組合は、みずほフィナンシャルグループ従業員組合と称し、当行に在籍する組合員数（行外へ

の出向者を含む）は17,789人であります。労使間においては、特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】
この度は、平成23年３月の当行のシステム障害により、お客さまをはじめ、広く社会の皆さまに対し多大なご迷惑を

おかけいたしましたことを心より深くお詫び申し上げます。今後の取組等につきましては、「第２　事業の状況　３　

対処すべき課題」をご参照下さい。

１【業績等の概要】

業　績

①　金融経済環境

　当期の経済情勢を顧みますと、世界経済は新興国に牽引される形で回復を続けておりますが、そのペースは地

域によって違いがあり、商品市況の高騰や欧州の一部地域における財政問題等によって景気が下振れするリスク

が残っております。

　米国経済は、設備投資の底堅さや個人消費の持ち直しにより回復を続けておりますが、失業率の高止まり等に

より、景気回復が停滞するリスクがあります。欧州では、全体の成長率が低い水準に留まっている中、各国間の

格差が拡大しており、加えて一部地域における財政問題を背景に、金融市場や実体経済への懸念が高まっており

ます。また、アジアでは、中国における内需拡大が周辺諸国の輸出・生産増をもたらしていることから、やや減

速しながらも引き続き高い成長率を維持しておりますが、一方でインフレ懸念も高まりつつあります。

　日本経済につきましては、円高や緩やかなデフレ状態が続く中、対外経済環境の改善や景気刺激策の効果を背

景に、企業収益の改善や個人消費の持ち直しが継続するなど、プラスの成長率を概ね維持してまいりましたが、

東日本大震災の影響により、足元では生産活動への制約や個人消費の落ち込みが避けられない状態にあります。

先行きにつきましても、輸出の持ち直しや資本ストックの復元需要といった押し上げ要因がある一方で、夏場の

電力不足、海外経済の下振れ、個人消費低迷の長期化といった懸念もあり、景気が下押しされるリスクが残って

おります。

②　当連結会計年度（平成22年４月１日～平成23年３月31日）の概況

（ア）連結の範囲

当連結会計年度の連結の範囲につきましては、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載してお

りますとおり、連結子会社は33社、持分法適用関連会社は10社であります。

（イ）業績の概要

当連結会計年度の業績は以下のとおりであります。

当連結会計年度（平成22年４月１日～平成23年３月31日）の連結損益状況

既述の金融経済環境のもと、みずほフィナンシャルグループの連結当期純利益は前連結会計年度比1,738億円

増加し、4,132億円となりました。

当行の連結業績について見ますと、当連結会計年度の経常収益は前連結会計年度比743億円減少し１兆1,403億

円となりました。主な内訳は、資金運用収益が貸出金利回りの低下等により同704億円減少の7,073億円、役務取

引等収益が同42億円増加の2,391億円、特定取引収益が同128億円増加の819億円、その他業務収益が同35億円減

少の777億円、その他経常収益が同174億円減少の341億円、などとなっております。

一方、経常費用は前連結会計年度比1,975億円減少の9,713億円となりました。主な内訳は、資金調達費用が金

利低下等により同432億円減少の928億円、役務取引等費用が同24億円増加の594億円、その他業務費用が同249億

円減少の445億円、営業経費が同244億円減少の6,563億円、その他経常費用が与信関係費用が改善したこと等に

より同1,072億円減少の1,181億円、などとなっております。これらにより、連結経常利益は同1,231億円増加の

1,690億円となりました。

特別利益は前連結会計年度比44億円減少の243億円、特別損失は同６億円増加の70億円となった結果、税金等

調整前当期純利益は同1,180億円増加の1,863億円となりました。

法人税、住民税及び事業税は前連結会計年度比32億円減少の22億円となり、法人税等調整額は同170億円増加

の238億円、少数株主利益は同198億円増加の201億円となりました。

以上の結果、連結当期純利益は前連結会計年度比843億円増加の1,400億円となりました。
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当連結会計年度末（平成23年３月31日現在）の連結貸借対照表

[資産の部]

現金預け金が前連結会計年度末比２兆1,270億円増加の４兆7,859億円、貸出金が同9,139億円増加の33兆3,404

億円、有価証券が同2,111億円増加の19兆6,507億円となったこと、などにより資産の部合計は同１兆9,430億円

増加の74兆7,819億円となりました。

[負債の部]

借用金が前連結会計年度末比３兆84億円増加の５兆4,956億円、預金が同5,038億円増加の56兆2,223億円と

なったこと、などにより負債の部合計は同１兆4,977億円増加の72兆3,000億円となりました。

[純資産の部]

純資産の部合計は、自己株式の処分により資本剰余金が3,758億円増加したこと等により、前連結会計年度末

比4,452億円増加の２兆4,819億円、１株当たり純資産額は199,943円74銭となりました。

③　自己資本比率

当連結会計年度末のバーゼルⅡ連結自己資本比率（国内基準）は前連結会計年度末比2.03ポイント上昇し

14.91％、バーゼルⅡ単体自己資本比率（国内基準）は同2.05ポイント上昇し15.02％となりました。

④　セグメントの状況

当連結会計年度から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び「セグメント情報等の開示に関する

会計基準の適用指針」を適用しております。上記基準及び適用指針の適用に伴い、従来の経常利益に代えて、業

務粗利益及び業務純益（一般貸倒引当金繰入前）を開示しております。また、当行グループは事業セグメントを

当行単体、みずほインベスターズ証券グループ、その他に分類しております。　

連結業務粗利益は9,093億円で、その内訳は、当行単体8,092億円、みずほインベスターズ証券グループ503億

円、その他496億円となっております。　

連結業務純益（一般貸倒引当金繰入前）は2,881億円で、その内訳は、当行単体2,545億円、みずほインベス

ターズ証券グループ93億円、その他242億円となっております。

キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の増加等を反映し１兆9,436

億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等を反映し

1,734億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の処分による収入等を

反映し2,252億円の収入となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会

計年度末比２兆3,420億円増加の３兆9,726億円となっております。
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(1) 国内・海外別収支

　国内の資金運用収支は5,977億円、海外の資金運用収支は167億円となり、資金運用収支の合計（相殺消去後）は

6,144億円となりました。また、役務取引等収支は1,796億円、特定取引収支は819億円、その他業務収支は332億円

となりました。

種類 期別
国内 海外 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

資金運用収支
前連結会計年度 641,662 17,205 17,240 641,626

当連結会計年度 597,716 16,747 6 614,458

うち資金運用収益
前連結会計年度 794,451 21,177 37,879 777,749

当連結会計年度 707,307 19,875 19,876 707,307

うち資金調達費用
前連結会計年度 152,789 3,972 20,638 136,122

当連結会計年度 109,590 3,128 19,869 92,849

役務取引等収支
前連結会計年度 177,893 △67 △7 177,833

当連結会計年度 179,742 △54 0 179,688

うち役務取引等収益
前連結会計年度 234,869 ── 38 234,830

当連結会計年度 239,161 ── 33 239,128

うち役務取引等費用
前連結会計年度 56,975 67 46 56,996

当連結会計年度 59,418 54 33 59,439

特定取引収支
前連結会計年度 69,122 ── ── 69,122

当連結会計年度 81,975 ── ── 81,975

うち特定取引収益
前連結会計年度 69,122 ── ── 69,122

当連結会計年度 81,975 ── ── 81,975

うち特定取引費用
前連結会計年度 ── ── ── ──

当連結会計年度 ── ── ── ──

その他業務収支
前連結会計年度 11,862 △36 ── 11,826

当連結会計年度 33,239 △32 ── 33,207

うちその他業務収益
前連結会計年度 81,379 ── ── 81,379

当連結会計年度 77,784 ── ── 77,784

うちその他業務費用
前連結会計年度 69,516 36 ── 69,553

当連結会計年度 44,544 32 ── 44,577

　（注）１．「国内」とは、当行及び国内に本店を有する連結子会社（以下「国内連結子会社」という。）であります。

２．「海外」とは、海外に本店を有する連結子会社（以下「海外連結子会社」という。）であります。

３．「相殺消去額」には内部取引金額を記載しております。

４．資金調達費用は金銭の信託運用見合費用を控除しております。
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(2) 国内・海外別資金運用／調達の状況

　国内の資金運用勘定の平均残高は63兆9,654億円となり、主な内訳として貸出金32兆7,999億円、有価証券19兆

4,134億円となりました。海外の資金運用勘定の平均残高は5,452億円となりました。また利回りは、国内で

1.10％、海外で3.64％となりました。他方、国内の資金調達勘定の平均残高は65兆4,381億円となり、主な内訳と

して預金54兆9,282億円となりました。海外の資金調達勘定の平均残高は1,072億円となりました。また、利回りは

国内で0.16％、海外で2.91％となりました。

　国内・海外合算ベースで相殺消去額を控除してみますと、資金運用勘定の平均残高は63兆9,566億円、利息は

7,073億円、利回りは1.10％となりました。他方、資金調達勘定の平均残高は65兆１億円、利息は928億円、利回り

は0.14％となりました。

①　国内

種類 期別
平均残高 利息 利回り

金額（百万円） 金額（百万円） （％）

資金運用勘定
前連結会計年度 63,264,213 794,451 1.25

当連結会計年度 63,965,426 707,307 1.10

うち貸出金
前連結会計年度 33,804,116 551,664 1.63

当連結会計年度 32,799,904 498,615 1.52

うち有価証券
前連結会計年度 17,137,079 139,837 0.81

当連結会計年度 19,413,498 117,192 0.60

うちコールローン及び買入手形
前連結会計年度 8,666,082 47,870 0.55

当連結会計年度 8,648,906 32,886 0.38

うち買現先勘定
前連結会計年度 4,411 7 0.16

当連結会計年度 4,280 4 0.11

うち債券貸借取引支払保証金
前連結会計年度 459,777 695 0.15

当連結会計年度 428,441 654 0.15

うち預け金
前連結会計年度 1,044,876 8,405 0.80

当連結会計年度 930,831 5,956 0.63

資金調達勘定
前連結会計年度 65,103,320 152,789 0.23

当連結会計年度 65,438,184 109,590 0.16

うち預金
前連結会計年度 54,859,280 86,248 0.15

当連結会計年度 54,928,200 51,197 0.09

うち譲渡性預金
前連結会計年度 1,695,487 4,423 0.26

当連結会計年度 1,790,320 2,204 0.12

うち債券
前連結会計年度 860,321 3,385 0.39

当連結会計年度 782,656 3,108 0.39

うちコールマネー及び売渡手形
前連結会計年度 1,853,838 1,776 0.09

当連結会計年度 1,362,897 1,212 0.08

うち売現先勘定
前連結会計年度 935,440 1,094 0.11

当連結会計年度 113,976 125 0.11

うち債券貸借取引受入担保金
前連結会計年度 1,425,031 2,939 0.20

当連結会計年度 2,012,318 4,172 0.20

うちコマーシャル・ペーパー
前連結会計年度 ── ── ──

当連結会計年度 ── ── ──

うち借用金
前連結会計年度 2,605,341 36,144 1.38

当連結会計年度 3,581,177 30,486 0.85

　（注）１．平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、国内連結子会社については、半

年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。

２．「国内」とは、当行及び国内連結子会社であります。

３．資金運用勘定は無利息預け金の平均残高を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高及び利息をそ

れぞれ控除して表示しております。
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②　海外

種類 期別
平均残高 利息 利回り

金額（百万円） 金額（百万円） （％）

資金運用勘定
前連結会計年度 581,606 21,177 3.64

当連結会計年度 545,274 19,875 3.64

うち貸出金
前連結会計年度 581,606 21,177 3.64

当連結会計年度 545,274 19,875 3.64

うち有価証券
前連結会計年度 ── ── ──

当連結会計年度 ── ── ──

うちコールローン及び買入手形
前連結会計年度 ── ── ──

当連結会計年度 ── ── ──

うち買現先勘定
前連結会計年度 ── ── ──

当連結会計年度 ── ── ──

うち債券貸借取引支払保証金
前連結会計年度 ── ── ──

当連結会計年度 ── ── ──

うち預け金
前連結会計年度 ── ── ──

当連結会計年度 ── ── ──

資金調達勘定
前連結会計年度 140,400 3,972 2.82

当連結会計年度 107,200 3,128 2.91

うち預金
前連結会計年度 ── ── ──

当連結会計年度 ── ── ──

うち譲渡性預金
前連結会計年度 ── ── ──

当連結会計年度 ── ── ──

うち債券
前連結会計年度 ── ──  ──

当連結会計年度 ── ── ──

うちコールマネー及び売渡手形
前連結会計年度 ── ── ──

当連結会計年度 ── ── ──

うち売現先勘定
前連結会計年度 ── ── ──

当連結会計年度 ── ── ──

うち債券貸借取引受入担保金
前連結会計年度 ── ── ──

当連結会計年度 ── ── ──

うちコマーシャル・ペーパー
前連結会計年度 ── ── ──

当連結会計年度 ── ── ──

うち借用金
前連結会計年度 ── ── ──

当連結会計年度 ── ── ──

　（注）１．平均残高は、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。

２．「海外」とは、海外連結子会社であります。

３．資金運用勘定は無利息預け金の平均残高を控除して表示しております。
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③　合計

種類 期別
平均残高（百万円） 利息（百万円）

利回り
（％）小計

相殺消去額
(△)

合計 小計
相殺消去額
(△)

合計

資金運用勘定
前連結会計年度 63,845,820 590,422 63,255,398 815,628 37,879 777,749 1.22

当連結会計年度 64,510,701 554,085 63,956,615 727,183 19,876 707,307 1.10

うち貸出金
前連結会計年度 34,385,723 581,606 33,804,116 572,841 21,177 551,664 1.63

当連結会計年度 33,345,179 545,274 32,799,904 518,491 19,875 498,615 1.52

うち有価証券
前連結会計年度 17,137,079 8,815 17,128,263 139,837 16,701 123,135 0.71

当連結会計年度 19,413,498 8,811 19,404,687 117,192 0 117,192 0.60

うちコールローン

及び買入手形

前連結会計年度 8,666,082 ── 8,666,082 47,870 ── 47,870 0.55

当連結会計年度 8,648,906 ── 8,648,906 32,886 ── 32,886 0.38

うち買現先勘定
前連結会計年度 4,411 ── 4,411 7 ── 7 0.16

当連結会計年度 4,280 ── 4,280 4 ── 4 0.11

うち債券貸借取引

支払保証金

前連結会計年度 459,777 ── 459,777 695 ── 695 0.15

当連結会計年度 428,441 ── 428,441 654 ── 654 0.15

うち預け金
前連結会計年度 1,044,876 ── 1,044,876 8,405 ── 8,405 0.80

当連結会計年度 930,831 ── 930,831 5,956 ── 5,956 0.63

資金調達勘定
前連結会計年度 65,243,720 581,606 64,662,114 156,761 20,638 136,122 0.21

当連結会計年度 65,545,384 545,274 65,000,109 112,719 19,869 92,849 0.14

うち預金
前連結会計年度 54,859,280 ── 54,859,280 86,248 ── 86,248 0.15

当連結会計年度 54,928,200 ── 54,928,200 51,197 ── 51,197 0.09

うち譲渡性預金
前連結会計年度 1,695,487 ── 1,695,487 4,423 ── 4,423 0.26

当連結会計年度 1,790,320 ── 1,790,320 2,204 ── 2,204 0.12

うち債券
前連結会計年度 860,321 ── 860,321 3,385 ── 3,385 0.39

当連結会計年度 782,656 ── 782,656 3,108 ── 3,108 0.39

うちコールマネー

及び売渡手形

前連結会計年度 1,853,838 ── 1,853,838 1,776 ── 1,776 0.09

当連結会計年度 1,362,897 ── 1,362,897 1,212 ── 1,212 0.08

うち売現先勘定
前連結会計年度 935,440 ── 935,440 1,094 ── 1,094 0.11

当連結会計年度 113,976 ── 113,976 125 ── 125 0.11

うち債券貸借取引

受入担保金

前連結会計年度 1,425,031 ── 1,425,031 2,939 ── 2,939 0.20

当連結会計年度 2,012,318 ── 2,012,318 4,172 ── 4,172 0.20

うちコマーシャ

ル・ペーパー

前連結会計年度 ── ── ── ── ── ── ──

当連結会計年度 ── ── ── ── ── ── ──

うち借用金
前連結会計年度 2,605,341 581,606 2,023,734 36,144 20,638 15,505 0.76

当連結会計年度 3,581,177 545,274 3,035,902 30,486 19,869 10,616 0.34

　（注）「相殺消去額」には内部取引金額を記載しております。
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(3) 国内・海外別役務取引の状況

　役務取引等収益は2,391億円で、主な内訳として為替業務826億円、証券関連業務536億円、預金・債券・貸出業

務340億円となりました。また、役務取引等費用は594億円で、そのうち為替業務が324億円となりました。

種類 期別
国内 海外 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

役務取引等収益
前連結会計年度 234,869 ── 38 234,830

当連結会計年度 239,161 ── 33 239,128

うち預金・債券・貸出

業務

前連結会計年度 35,496 ── ── 35,496

当連結会計年度 34,006 ── ── 34,006

うち為替業務
前連結会計年度 83,593 ── ── 83,593

当連結会計年度 82,607 ── ── 82,607

うち証券関連業務
前連結会計年度 39,617 ── ── 39,617

当連結会計年度 53,649 ── ── 53,649

うち代理業務
前連結会計年度 13,243 ── ── 13,243

当連結会計年度 11,048 ── ── 11,048

うち保護預り・貸金庫

業務

前連結会計年度 5,708 ── ── 5,708

当連結会計年度 5,541 ── ── 5,541

うち保証業務
前連結会計年度 14,883 ── ── 14,883

当連結会計年度 13,747 ── ── 13,747

役務取引等費用
前連結会計年度 56,975 67 46 56,996

当連結会計年度 59,418 54 33 59,439

うち為替業務
前連結会計年度 30,727 ── ── 30,727

当連結会計年度 32,473 ── ── 32,473

　（注）１．「国内」とは、当行及び国内連結子会社であります。

２．「海外」とは、海外連結子会社であります。

３．「相殺消去額」には内部取引金額を記載しております。

-20-



(4）国内・海外別特定取引の状況

①　特定取引収益・費用の内訳

　特定取引収益はすべて国内で819億円となり、主な内訳として、特定金融派生商品収益515億円、商品有価証券収

益287億円となりました。

種類 期別
国内 海外 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

特定取引収益
前連結会計年度 69,122 ── ── 69,122

当連結会計年度 81,975 ―― ―― 81,975

うち商品有価証券収益
前連結会計年度 28,234 ── ── 28,234

当連結会計年度 28,755  ―― ―― 28,755

うち特定取引有価証券

収益

前連結会計年度 165 ── ── 165

当連結会計年度 246  ―― ――  246　

うち特定金融派生商品

収益

前連結会計年度 38,231 ── ── 38,231

当連結会計年度 51,553  ―― ―― 51,553

うちその他の特定取引

収益

前連結会計年度 2,490 ── ── 2,490

当連結会計年度 1,420  ―― ―― 1,420

特定取引費用
前連結会計年度 ── ── ── ──

当連結会計年度  ――  ―― ――  ――

うち商品有価証券費用
前連結会計年度 ── ── ── ──

当連結会計年度 ――  ―― ―― ――

うち特定取引有価証券

費用

前連結会計年度 ── ── ── ──

当連結会計年度 ――  ―― ―― ――

うち特定金融派生商品

費用

前連結会計年度 ── ── ── ──

当連結会計年度  ――  ―― ―― ――

うちその他の特定取引

費用

前連結会計年度 ── ── ── ──

当連結会計年度 ―― ―― ―― ――　　

　（注）１．「国内」とは、当行及び国内連結子会社であります。

２．「海外」とは、海外連結子会社であります。
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②　特定取引資産・負債の内訳（末残）

　特定取引資産はすべて国内で１兆4,757億円となり、主な内訳として商品有価証券5,416億円、特定金融派生商品

2,938億円となりました。また、特定取引負債はすべて国内で6,683億円となり、主な内訳として売付商品債券

3,913億円、特定金融派生商品2,583億円となりました。

種類 期別
国内 海外 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

特定取引資産
前連結会計年度 1,994,363 ── ── 1,994,363

当連結会計年度 1,475,724 ――  ―― 1,475,724

うち商品有価証券
前連結会計年度 1,106,611 ── ── 1,106,611

当連結会計年度 541,619 ―― ―― 541,619

うち商品有価証券派生

商品

前連結会計年度 481 ── ── 481

当連結会計年度  810  ―― ―― 810

うち特定取引有価証券
前連結会計年度 ── ── ── ──

当連結会計年度 ―― ―― ―― ――

うち特定取引有価証券

派生商品

前連結会計年度 16,233 ── ── 16,233

当連結会計年度 18,157  ―― ―― 18,157

うち特定金融派生商品
前連結会計年度 273,852 ── ── 273,852

当連結会計年度 293,805 ―― ―― 293,805

うちその他の特定取引

資産

前連結会計年度 597,184 ── ── 597,184

当連結会計年度 621,332  ―― ―― 621,332

特定取引負債
前連結会計年度 537,277 ── ── 537,277

当連結会計年度 668,300  ―― ―― 668,300

うち売付商品債券
前連結会計年度 289,886 ── ── 289,886

当連結会計年度 391,375 ――  ―― 391,375

うち商品有価証券派生

商品

前連結会計年度 265 ── ── 265

当連結会計年度 413 ――  ―― 413

うち特定取引売付債券
前連結会計年度 ── ── ── ──

当連結会計年度 ―― ―― ―― ――

うち特定取引有価証券

派生商品

前連結会計年度 16,225 ── ── 16,225

当連結会計年度 18,164 ―― ―― 18,164

うち特定金融派生商品
前連結会計年度 230,899 ── ── 230,899

当連結会計年度 258,347 ―― ―― 258,347

うちその他の特定取引

負債

前連結会計年度 ── ── ── ──

当連結会計年度 ―― ―― ―― ――

　（注）１．「国内」とは、当行及び国内連結子会社であります。

２．「海外」とは、海外連結子会社であります。
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 (5）国内・海外別預金残高の状況

○預金の種類別残高（末残）

種類 期別
国内 海外 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

預金合計
前連結会計年度 55,718,435 ── ── 55,718,435

当連結会計年度 56,222,302 ── ── 56,222,302

うち流動性預金
前連結会計年度 32,195,547 ── ── 32,195,547

当連結会計年度 33,450,045 ── ── 33,450,045

うち定期性預金
前連結会計年度 21,690,017 ── ── 21,690,017

当連結会計年度 20,765,948 ── ── 20,765,948

うちその他
前連結会計年度 1,832,870 ── ── 1,832,870

当連結会計年度 2,006,308 ── ── 2,006,308

譲渡性預金
前連結会計年度 1,731,790 ── ── 1,731,790

当連結会計年度 761,200 ── ── 761,200

総合計
前連結会計年度 57,450,225 ── ── 57,450,225

当連結会計年度 56,983,502 ── ── 56,983,502

　（注）１．「国内」とは、当行及び国内連結子会社であります。

２．「海外」とは、海外連結子会社であります。

３．預金の区分は次のとおりであります。

①　流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

②　定期性預金＝定期預金＋定期積金

(6）国内・海外別債券残高の状況

○債券の種類別残高（末残）

種類 期別
国内 海外 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

利付みずほ銀行債券
前連結会計年度 821,867 ── 821,867

当連結会計年度 740,932 ── 740,932

合計
前連結会計年度 821,867 ── 821,867

当連結会計年度 740,932 ── 740,932

　（注）１．「国内」とは、当行及び国内連結子会社であります。

２．「海外」とは、海外連結子会社であります。

３．利付みずほ銀行債券には、「利付みずほ銀行債券（利子一括払）」を含んでおります。
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(7) 国内・海外別貸出金残高の状況

①　業種別貸出状況（残高・構成比）

業種別
平成22年3月31日 平成23年3月31日

貸出金残高
（百万円）

構成比（％）
貸出金残高
（百万円）

構成比（％）

国内（除く特別国際金融取引勘定分） 32,426,563 100.00 33,340,484 100.00

製造業 2,976,249 9.18 2,790,134 8.37

農業、林業 23,514 0.07 23,148 0.07

漁業 1,089 0.00 754 0.00

鉱業、採石業、砂利採取業 6,448 0.02 5,965 0.02

建設業 563,172 1.74 529,704 1.59

電気・ガス・熱供給・水道業 70,174 0.22 67,040 0.20

情報通信業 341,854 1.05 330,407 0.99

運輸業、郵便業 1,033,535 3.19 1,187,285 3.56

卸売業、小売業 3,564,183 10.99 3,484,590 10.45

金融業、保険業 2,250,903 6.94 2,004,150 6.01

不動産業 3,441,080 10.61 3,256,154 9.77

物品賃貸業 188,733 0.58 185,902 0.56

各種サービス業 2,404,745 7.42 1,982,902 5.95

地方公共団体 867,629 2.68 1,070,296 3.21

政府等 3,110,820 9.59 4,677,558 14.03

その他 11,582,434 35.72 11,744,495 35.22

海外及び特別国際金融取引勘定分 ── ── ── ──

政府等 ── ── ── ──

金融機関 ── ── ── ──

その他 ── ── ── ──

合計 32,426,563 ── 33,340,484 ──

　（注）１．「国内」とは、当行及び国内連結子会社であります。

２．「海外」とは、海外連結子会社であります。
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②　外国政府等向け債権残高（国別）

期別 国別 外国政府等向け債権残高（百万円）

平成22年３月31日
対象国なし ――

（資産の総額に対する割合：％） ――

平成23年３月31日
対象国なし ――

（資産の総額に対する割合：％） ――

　（注）「外国政府等」とは、外国政府、中央銀行、政府関係機関又は国営企業及びこれらの所在する国の民間企業等で

あり、日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号に規定する特定海外債権引当勘定を計上している国

の外国政府等の債権残高を掲げております。

(8）国内・海外別有価証券の状況

有価証券残高（末残）

種類 期別
国内 海外 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

国債
前連結会計年度 15,090,854 ── 15,090,854

当連結会計年度 14,784,358 ── 14,784,358

地方債
前連結会計年度 132,681 ── 132,681

当連結会計年度 156,263 ── 156,263

社債
前連結会計年度 2,183,630 ── 2,183,630

当連結会計年度 2,715,084 ── 2,715,084

株式
前連結会計年度 876,218 ── 876,218

当連結会計年度 827,025 ── 827,025

その他の証券
前連結会計年度 1,156,246 ── 1,156,246

当連結会計年度 1,168,040 ── 1,168,040

合計
前連結会計年度 19,439,632 ── 19,439,632

当連結会計年度 19,650,772 ── 19,650,772

　（注）１．「国内」とは、当行及び国内連結子会社であります。

２．「海外」とは、海外連結子会社であります。

３．「その他の証券」には、外国債券及び外国株式を含んでおります。
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（参考）当行の単体情報のうち、参考として以下の情報を掲げております。

 

１．損益状況（単体）

(1)損益の概要

 
前事業年度

（百万円）（Ａ）
当事業年度

（百万円）（Ｂ）
増減（百万円）
（Ｂ）－（Ａ）

業務粗利益 818,840 809,298 △9,542

経費(除く臨時処理分) △570,363 △554,750 15,612

人件費 △196,224 △184,315 11,908

物件費 △343,595 △339,653 3,941

税金 △30,543 △30,781 △237

業務純益(一般貸倒引当金繰入前) 248,476 254,547 6,070

一般貸倒引当金純繰入額　　　　　① 15,359 － △15,359

業務純益 263,836 254,547 △9,288

うち国債等債券損益 2,797 32,974 30,177

臨時損益 △174,961 △116,072 58,889

株式関係損益 △688 △8,378 △7,689

不良債権処理額　　　　　　　　② △111,613 △53,063 58,549

その他 △62,659 △54,630 8,028

経常利益 88,875 138,475 49,600

特別損益 21,015 33,392 12,377

うち固定資産処分損益 △4,110 △2,353 1,757

うち減損損失 △1,321 △2,064 △743

うち貸倒引当金純取崩額等　　　③ 25,691 37,679 11,987

うち投資損失引当金純取崩額 － 9 9

税引前当期純利益 109,890 171,867 61,977

法人税、住民税及び事業税 △498 △476 22

法人税等調整額 △13,387 △21,570 △8,182

法人税等合計 △13,886 △22,046 △8,160

当期純利益 96,004 149,821 53,817

与信関係費用　　　　　　①＋②＋③ △70,561 △15,383 55,178

（参考）与信関係費用の内訳

 

一般貸倒引当金純繰入額 15,359 35,227 19,868

貸出金償却 △53,007 △31,530 21,476

個別貸倒引当金純繰入額 △28,412 △18,013 10,398

その他債権売却損等 △4,501 △1,066 3,434

 合計 △70,561 △15,383 55,178
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（注）１．業務粗利益＝（資金運用収支＋金銭の信託運用見合費用）＋役務取引等収支＋特定取引収支＋その他業務収

支

２．業務純益＝業務粗利益－経費（除く臨時処理分）－一般貸倒引当金純繰入額

３．「金銭の信託運用見合費用」とは、金銭の信託取得に係る資金調達費用であり、金銭の信託運用損益が臨時

損益に計上されているため、業務費用から控除しているものであります。

４．臨時損益とは、損益計算書中「その他経常収益・費用」から一般貸倒引当金純繰入額を除き、金銭の信託運

用見合費用及び経費のうち臨時費用処理分等を加えたものであります。

５．国債等債券損益＝国債等債券売却益－国債等債券売却損－国債等債券償還損－国債等債券償却±金融派生商

品損益（債券関連）

６．株式関係損益＝株式等売却益－株式等売却損－株式等償却－投資損失引当金純繰入額（株式対応分）±金融

派生商品損益（株式関連）

７．投資損失引当金が取崩超の場合、投資損失引当金純取崩額を特別損益として計上しており、国債等債券損

益・株式関係損益には投資損失引当金純繰入額は含まれません。

(2)営業経費の内訳

 
前事業年度

（百万円）（Ａ）
当事業年度

（百万円）（Ｂ）
増減（百万円）
（Ｂ）－（Ａ）

給料・手当 148,870 150,655 1,784

退職給付費用 86,294 59,193 △27,100

福利厚生費 27,291 28,236 945

減価償却費 73,186 80,153 6,966

土地建物機械賃借料 61,635 57,881 △3,753

営繕費 2,640 840 △1,800

消耗品費 4,059 3,691 △367

給水光熱費 5,412 5,565 153

旅費 1,540 1,473 △66

通信費 12,167 12,620 452

広告宣伝費 4,726 6,875 2,148

租税公課 30,543 30,781 237

その他 174,872 167,283 △7,589

計 633,240 605,250 △27,989

　（注）　損益計算書中「営業経費」の内訳であります。
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２．利鞘（国内業務部門）（単体）

  
前事業年度
（％）（Ａ）

当事業年度
（％）（Ｂ）

増減（％）
（Ｂ）－（Ａ）

（１）資金運用利回 ① 1.16 1.03 △0.12

(イ)貸出金利回 ② 1.57 1.47 △0.10

(ロ)有価証券利回  0.59 0.48 △0.11

（２）資金調達原価（含む経費） ③ 1.05 0.96 △0.08

(イ)預金債券等原価(含む経費) ④ 1.11 1.02 △0.09

預金債券等利回 ⑤ 0.16 0.09 △0.06

(ロ)外部負債利回  0.24 0.24 △0.00

（３）総資金利鞘 ①－③ 0.11 0.06 △0.04

（４）預貸金利鞘 ②－④ 0.46 0.45 △0.00

（５）預貸金利回差 ②－⑤ 1.41 1.38 △0.03

（注）１．「国内業務部門」とは、円建取引であります。

２．「貸出金利回」は、㈱みずほフィナンシャルグループ向け貸出金を控除しております。

３．「預金債券等」には、譲渡性預金を含んでおります。

４．「外部負債」＝コールマネー＋売現先勘定＋借用金

３．自己資本利益率（単体）

 
前事業年度
（％）（Ａ）

当事業年度
（％）（Ｂ）

増減（％）
（Ｂ）－（Ａ）

業務純益ベース(一般貸倒引当金純繰入前) 32.7 17.0 △15.6

業務純益ベース 34.7 17.0 △17.7

当期純利益ベース 12.0 10.0 △2.0

（注）

自己資本利益率＝

当期純利益等－普通株主に帰属しない金額（※）

×100｛（期首株主資本および評価・換算差額等－期首発行済優先株式数×発行価額)＋

（期末株主資本および評価・換算差額等－期末発行済優先株式数×発行価額）｝÷２

（※）剰余金の配当による優先配当額等

４．預金・債券・貸出金の状況（単体）

(1)預金・債券・貸出金の残高

 
前事業年度

（百万円）（Ａ）
当事業年度

（百万円）（Ｂ）
増減（百万円）
（Ｂ）－（Ａ）

預金（末残） 55,761,093 56,261,351 500,257

預金（平残） 54,897,553 54,967,972 70,419

債券（末残） 821,867 740,932 △80,934

債券（平残） 860,321 782,656 △77,665

貸出金（末残） 32,467,647 33,376,277 908,630

貸出金（平残） 33,834,819 32,833,547 △1,001,272
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(2)個人・法人別預金残高（国内）

 
前事業年度

（百万円）（Ａ）
当事業年度

（百万円）（Ｂ）
増減（百万円）
（Ｂ）－（Ａ）

個人 33,369,506 34,022,385 652,879

一般法人 18,989,001 19,034,017 45,016

金融機関・政府公金 3,366,839 3,150,845 △215,994

合計 55,725,347 56,207,249 481,902

　（注）　譲渡性預金及び特別国際金融取引勘定分を含まない、本支店間未達整理前の計数です。

(3)消費者ローン残高

 
前事業年度

（百万円）（Ａ）
当事業年度

（百万円）（Ｂ）
増減（百万円）
（Ｂ）－（Ａ）

消費者ローン残高 12,016,965 12,130,694 113,729

うち住宅ローン残高 11,030,402 11,184,486 154,084

うち居住用住宅ローン残高 10,016,134 10,268,103 251,969

うちその他ローン残高 986,563 946,208 △40,355

(4)中小企業等貸出金

  前事業年度（Ａ） 当事業年度（Ｂ） 増減（Ｂ）－（Ａ）

中小企業等貸出金比率 ％ 73.1 70.5 △2.6

中小企業等貸出金残高 百万円 23,760,556 23,541,403 △219,153

　（注）１．貸出金残高には、特別国際金融取引勘定分は含まれておりません。

２．中小企業等とは、資本金３億円（ただし、卸売業は１億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は５千万円）以

下の会社または常用する従業員が300人（ただし、卸売業、物品賃貸業等は100人、小売業、飲食業は50人）以

下の企業等であります。

５．債務の保証（支払承諾）の状況（単体）

 ○支払承諾の残高内訳

種類
前事業年度 当事業年度

口数（件） 金額（百万円） 口数（件） 金額（百万円）

手形引受 276 3,266 277 4,757

信用状 6,348 74,758 6,294 80,305

保証 9,180 919,641 8,620 868,484

計 15,804 997,665 15,191 953,547
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６．内国為替の状況（単体）

区分
前事業年度 当事業年度

口数（千口） 金額（百万円） 口数（千口） 金額（百万円）

送金為替
各地へ向けた分 151,032 568,883,648 149,584 560,956,320

各地より受けた分 167,297 753,645,031 165,553 791,802,953

代金取立
各地へ向けた分 2,281 8,599,795 2,154 18,571,507

各地より受けた分 1,959 83,419,567 1,931 74,703,127

７．外国為替の状況（単体）

区分
前事業年度 当事業年度

金額（百万米ドル） 金額（百万米ドル）

仕向為替
売渡為替 101,378 120,489

買入為替 7,273 8,888

被仕向為替
支払為替 90,960 105,760

取立為替 4,511 5,214

合計 204,124 240,352
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（自己資本比率の状況）

（参考）

　自己資本比率は、銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当

であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。）に定められた算式に基づ

き、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。

　なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては先進的内部格付手法、オペレーショナ

ル・リスク相当額に係る額の算出においては先進的計測手法を採用するとともに、マーケット・リスク規制を導入してお

ります。

連結自己資本比率（国内基準）

項目
平成22年３月31日 平成23年３月31日

金額（百万円） 金額（百万円）

基本的項目

（Tier１）

資本金  700,000 700,000

うち非累積的永久優先株（注１）  － －

新株式申込証拠金  － －

資本剰余金  681,432 1,057,242

利益剰余金  49,464 183,060

自己株式（△）  － －

自己株式申込証拠金  － －

社外流出予定額（△）  6,661 0

その他有価証券の評価差損（△）  － －

為替換算調整勘定  381 358

新株予約権  － －

連結子法人等の少数株主持分  474,170 473,512

うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券 430,172 425,899

営業権相当額（△）  － －

のれん相当額（△）  1,334 －

企業結合等により計上される無形固定資産相当額

（△）
－ －

証券化取引に伴い増加した自己資本相当額（△） 2,610 2,046

期待損失額が適格引当金を上回る額の50％相当額

（△）
28,545 37,380

繰延税金資産の控除前の〔基本的項目〕計（上記

各項目の合計額）
1,866,296 2,374,748

繰延税金資産の控除金額（△）（注２） － －

計 （Ａ） 1,866,296 2,374,748

うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証

券（注３）
157,500 157,500

補完的項目

（Tier２）

土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額

の45％相当額
83,836 83,793

一般貸倒引当金 1,765 2,142

適格引当金が期待損失額を上回る額  － －

負債性資本調達手段等  1,220,980 1,043,664

うち永久劣後債務（注４）  358,480 241,300

うち期限付劣後債務及び期限付優先株（注５) 862,500 802,364

計  1,306,582 1,129,599

うち自己資本への算入額 （Ｂ） 1,306,582 1,129,599

準補完的項目

（Tier３）

短期劣後債務  － －

うち自己資本への算入額 （Ｃ） － －

控除項目 控除項目（注６） （Ｄ） 68,278 93,490

自己資本額 （Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） （Ｅ） 3,104,601 3,410,857
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項目
平成22年３月31日 平成23年３月31日

金額（百万円） 金額（百万円）

リスク・

アセット等

資産（オン・バランス）項目  19,716,839 18,823,867

オフ・バランス取引等項目  2,950,426 2,597,701

信用リスク・アセットの額 （Ｆ） 22,667,266 21,421,569

マーケット・リスク相当額に係る額

（（Ｈ）／８％）
（Ｇ） 106,106 89,295

（参考）マーケット・リスク相当額 （Ｈ） 8,488 7,143

オペレーショナル・リスク相当額に係る額

（（Ｊ）／８％）
（Ⅰ） 1,325,902 1,357,944

（参考）オペレーショナル・リスク相当額 （Ｊ） 106,072 108,635

信用リスク・アセット調整額 （Ｋ） － －

オペレーショナル・リスク相当額調整額 （Ｌ） － －

計（（Ｆ）＋（Ｇ）＋（Ｉ）＋（Ｋ）＋（Ｌ）） （Ｍ） 24,099,275 22,868,809

連結自己資本比率（国内基準）＝Ｅ／Ｍ×100（％）  12.88 14.91

（参考）Tier１比率＝Ａ／Ｍ×100（％）  7.74 10.38

　（注）１．当行の資本金は株式種類毎に区分できないため、資本金のうち非累積的永久優先株の金額は記載しておりません。

２．「繰延税金資産の純額に相当する額」は平成22年３月31日現在269,024百万円、平成23年３月31日現在251,946百万円であり、「繰

延税金資産の算入上限額」は平成22年３月31日現在373,259百万円、平成23年３月31日現在474,949百万円であります。

３．告示第28条第２項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特

別目的会社の発行する優先出資証券を含む。）であります。

４．告示第29条第１項第３号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。

(1）無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること

(2）一定の場合を除き、償還されないものであること

(3）業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること

(4）利払い義務の延期が認められるものであること

５．告示第29条第１項第４号及び第５号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が５年を超える

ものに限られております。

６．告示第31条第１項第１号から第６号に掲げるものであり、他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額、及び第２号に規定

するものに対する投資に相当する額が含まれております。
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単体自己資本比率（国内基準）

項目
平成22年３月31日 平成23年３月31日

金額（百万円） 金額（百万円）

基本的項目

（Tier１）

資本金  700,000 700,000

うち非累積的永久優先株（注１）  － －

新株式申込証拠金  － －

資本準備金  490,707 490,707

その他資本剰余金  190,725 566,535

利益準備金  1,332 1,332

その他利益剰余金  94,815 238,033

その他  430,610 426,434

自己株式（△）  － －

自己株式申込証拠金  － －

社外流出予定額（△）  6,661 0

その他有価証券の評価差損（△）  － －

新株予約権  － －

営業権相当額（△）  － －

のれん相当額（△）  － －

企業結合により計上される無形固定資産相当額

（△）
－ －

証券化取引に伴い増加した自己資本相当額（△） 2,610 2,046

期待損失額が適格引当金を上回る額の50％相当額

（△）
73,944 91,588

繰延税金資産の控除前の〔基本的項目〕計（上記

各項目の合計額）
1,824,974 2,329,408

繰延税金資産の控除金額（△）（注２） － －

計 （Ａ） 1,824,974 2,329,408

うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証

券（注３）
157,500 157,500

うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券 430,172 425,899

補完的項目

（Tier２）

土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額

の45％相当額
83,836 83,793

一般貸倒引当金  833 1,311

適格引当金が期待損失額を上回る額 － －

負債性資本調達手段等  1,220,980 1,044,300

うち永久劣後債務（注４）  358,480 241,300

うち期限付劣後債務及び期限付優先株（注５） 862,500 803,000

計  1,305,649 1,129,404

うち自己資本への算入額 （Ｂ） 1,305,649 1,129,404

準補完的項目

（Tier３）

短期劣後債務  － －

うち自己資本への算入額 （Ｃ） － －

控除項目 控除項目（注６） （Ｄ） 109,180 140,637

自己資本額 （Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） （Ｅ） 3,021,443 3,318,175
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項目
平成22年３月31日 平成23年３月31日

金額（百万円） 金額（百万円）

リスク・

アセット等

資産（オン・バランス）項目  19,439,398 18,554,144

オフ・バランス取引等項目  2,751,043 2,397,131

信用リスク・アセットの額 （Ｆ） 22,190,441 20,951,275

マーケット・リスク相当額に係る額

（（Ｈ）／８％）
（Ｇ） 57,363 48,748

（参考）マーケット・リスク相当額 （Ｈ） 4,589 3,899

オペレーショナル・リスク相当額に係る額

（（Ｊ）／８％）
（Ｉ） 1,033,148 1,091,191

（参考）オペレーショナル・リスク相当額 （Ｊ） 82,651 87,295

信用リスク・アセット調整額 （Ｋ） － －

オペレーショナル・リスク相当額調整額 （Ｌ） － －

計（（Ｆ）＋（Ｇ）＋（Ｉ）＋（Ｋ）＋（Ｌ）） （Ｍ） 23,280,954 22,091,215

単体自己資本比率（国内基準）＝Ｅ／Ｍ×100（％）  12.97 15.02

（参考）Tier１比率＝Ａ／Ｍ×100（％）  7.83 10.54

　（注）１．当行の資本金は株式種類毎に区分できないため、資本金のうち非累積的永久優先株の金額は記載しておりません。

２．「繰延税金資産に相当する額」は平成22年３月31日現在250,897百万円、平成23年３月31日現在235,897百万円であり、「繰延税金

資産の算入上限額」は平成22年３月31日現在364,994百万円、平成23年３月31日現在465,881百万円であります。

３．告示第40条第２項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特

別目的会社の発行する優先出資証券を含む。）であります。

４．告示第41条第１項第３号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。

(1）無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること

(2）一定の場合を除き、償還されないものであること

(3）業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること

(4）利払い義務の延期が認められるものであること

５．告示第41条第１項第４号及び第５号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が５年を超える

ものに限られております。

６．告示第43条第１項第１号から第５号に掲げるものであり、他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額が含まれておりま

す。
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（※）優先出資証券の概要

　当行では、「海外特別目的会社の発行する優先出資証券」を以下のとおり発行し、「連結自己資本比率」及び「単

体自己資本比率」の「基本的項目」に計上しております。

発行体 Mizuho Preferred Capital（Cayman）A Limited（以下、「MPCA」といい、以下に記載される

優先出資証券を「本MPCA優先出資証券」という。）

発行証券の種類 配当非累積型永久優先出資証券

償還期日 定めなし

任意償還 平成24年６月以降の各配当支払日に任意償還可能（ただし、監督当局の事前承認が必要）

配当 変動配当（ステップアップ配当なし。下記「配当停止条件」に記載のとおり、停止された未払

配当は翌期以降に累積されない。）

配当支払日 毎年６月の最終営業日

発行総額 636億円

払込日 平成14年２月14日

配当停止条件 以下の何れかの事由が発生した場合、配当の支払いは停止され、停止された配当は累積しな

い。

①　当行がMPCAに対して損失補填事由証明書（注１）を交付した場合

②　当行優先株式（注２）への配当が停止された場合

③　当行がMPCAに対して可処分分配可能額（注３）が存在しない旨を記載した分配可能額制限

証明書（注４）を交付した場合

④　配当支払日が強制配当日（注５）でなく、かつ、当行がMPCAに対して当該配当支払日に配

当を一切行わないことを指示する旨の配当通知を送付した場合

強制配当事由 ある事業年度に対する当行普通株式の配当を実施した場合、当該事業年度が終了する暦年の６

月にパリティ優先出資証券（注６）の満額の配当を実施しなければならない。ただし、①損失

補填事由証明書（注１）が交付されていないという条件、②優先株式配当制限がそれに関して

発生していないという条件（発生する場合、その範囲までの部分的な配当がなされる）及び③

分配可能額制限証明書（注４）がそれに関して交付されていないという条件（交付されている

場合、その範囲までの部分的な配当がなされる）に服する。

分配可能額制限 当行がMPCAに対して、分配可能額制限証明書（注４）を交付した場合、配当は可処分分配可能

額（注３）に制限される。

配当制限 当行優先株式（注２）への配当が減額された場合には本MPCA優先出資証券への配当も同じ割合

で減額される。

残余財産請求権 当行優先株式（注２）と同格
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　（注）１．損失補填事由証明書

　損失補填事由が発生し継続している場合に当行が各発行体に対して交付する証明書（ただし、損失補填事由

が以下の④の場合には、その交付は当行の裁量による）であり、損失補填事由とは、当行につき、以下の事由

が発生する場合をいう。①当行によりもしくは当行に対して清算手続が開始された場合、または当行が破産し

た場合、もしくは当行の事業の終了を内容とする更生計画の許可がなされた場合、②会社更生法に基づく会社

更生手続の開始決定、または、民事再生法に基づく民事再生手続の開始がなされた場合、③監督当局が、当行

が支払不能もしくは債務超過の状態にあること、または当行を特別公的管理の対象とすることを宣言した場合

もしくは第三者に譲渡する命令を発した場合、④自己資本比率または基本的項目の比率が最低水準を下回って

いるか、または当該配当により下回ることとなる場合、⑤債務不履行またはその恐れのある場合、⑥債務超過

であるか、当該配当により債務超過となる場合。

２．当行優先株式

　自己資本比率規制上の基本的項目と認められ、当行の優先株式の中で配当に関し最上位の請求権を有する優

先株式。今後発行される同等の優先株式を含む。

３．可処分分配可能額

　直近の事業年度の計算書類を基に算出した分配可能額から、ある事業年度において当行優先株式に対して既

に支払われた配当額と今後支払われる予定配当額（ただし、ある事業年度に当行優先株式に支払われる中間配

当は、可処分分配可能額の計算上含まれない。）の合計額を控除したものをいう。ただし、当行以外の会社に

よって発行される証券で、配当請求権、清算時における権利等が当行の財務状態及び業績を参照することによ

り決定され、当該発行会社に関連して、パリティ優先出資証券（注６）がMPCAとの関連で有するのと同格の劣

後性を有する証券（以下、「パラレル証券」という。）が存在する場合には、可処分分配可能額は以下のよう

に調整される。調整後の可処分分配可能額＝可処分分配可能額×（パリティ優先出資証券（注６）の満額配当

の総額）／（パリティ優先出資証券（注６）の満額配当の総額＋パラレル証券の満額配当の総額）

４．分配可能額制限証明書

　可処分分配可能額が配当支払日に支払われる配当金総額を下回る場合に、当行から定時株主総会以前に発行

体に交付される証明書で、当該事業年度における可処分分配可能額を記載するものをいう。

５．強制配当日

　当行普通株式について配当がなされた事業年度が終了する暦年の６月の配当支払日をいう。

６．パリティ優先出資証券

　MPCAが発行し、償還期日の定めがないことや配当支払日及び払込金の使途が本MPCA優先出資証券と同じであ

る優先出資証券及び本MPCA優先出資証券の総称。
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優先出資証券の概要（つづき）

発行体 MHBK Capital Investment

(USD)１ Limited（以下、

「BKCI(USD)１」といい、以下

に記載される優先出資証券を

「本BKCI(USD)１優先出資証

券」という。）

MHBK Capital Investment

(JPY)１ Limited（以下、

「BKCI(JPY)１」といい、以下

に記載される優先出資証券を

「本BKCI(JPY)１優先出資証

券」という。）

MHBK Capital Investment

(JPY)２ Limited（以下、

「BKCI(JPY)２」といい、以下

に記載される優先出資証券を

「本BKCI(JPY)２優先出資証

券」という。）

発行証券の種類 配当非累積型永久優先出資証券 配当非累積型永久優先出資証券 配当非累積型永久優先出資証券

償還期日 定めなし 定めなし 定めなし

任意償還 平成28年６月の配当支払日を初

回とし、以降５年毎の各配当支

払日に任意償還可能（ただし、

監督当局の事前承認が必要）

平成28年６月の配当支払日を初

回とし、以降５年毎の各配当支

払日に任意償還可能（ただし、

監督当局の事前承認が必要）

平成30年６月の配当計算日（注

14）を初回とし、以降各配当計

算日（注14）に任意償還可能

（ただし、監督当局の事前承認

が必要）

配当 当初10年間は固定配当（ただ

し、平成28年６月より後に到来

する配当支払日以降は変動配当

が適用される。なお、ステップ

アップ配当は付されない。停止

された未払配当は翌期以降に累

積されない。）

当初10年間は固定配当（ただ

し、平成28年６月より後に到来

する配当支払日以降は変動配当

が適用される。なお、ステップ

アップ配当は付されない。停止

された未払配当は翌期以降に累

積されない。）

当初10年間は固定配当（ただ

し、平成30年６月より後に到来

する配当計算日（注14）以降は

変動配当が適用されるととも

に、ステップアップ配当が付さ

れる。停止された未払配当は翌

期以降に累積されない。）

配当支払日 毎年６月30日及び12月30日 毎年６月30日及び12月30日 毎年６月の最終営業日の前営業

日及び12月の最終営業日（12月

31日を除く。）の前営業日

発行総額 432百万米ドル 1,200億円 825億円

払込日 平成18年３月13日 平成19年１月12日 平成20年１月11日

配当停止条件 （強制配当停止・減額事由）

①　当行に清算事由（注７）、

更生事由（注８）、支払不

能事由（注９）または公的

介入（注10）が生じた場合

②　当行の可処分分配可能額

（注11）が不足し、または

当行優先株式（注12）への

配当が停止もしくは減額さ

れた場合

（任意配当停止・減額事由）

③　当行の自己資本比率または

基本的項目の比率が最低水

準を下回っているか、また

は当該配当により下回るこ

ととなり、かつ、当行が

BKCI(USD)１に対して配当

停止通知を送付した場合

④　当行が当行普通株式につき

配当を支払わず、かつ、当

行がBKCI(USD)１に対して

配当停止通知を送付した場

合

（強制配当停止・減額事由）

①　当行に清算事由（注７）、

更生事由（注８）、支払不

能事由（注９）または公的

介入（注10）が生じた場合

②　当行の可処分分配可能額

（注13）が不足し、または

当行優先株式（注12）への

配当が停止もしくは減額さ

れた場合

（任意配当停止・減額事由）

③　当行の自己資本比率または

基本的項目の比率が最低水

準を下回っているか、また

は当該配当により下回るこ

ととなり、かつ、当行が

BKCI(JPY)１に対して配当

停止通知を送付した場合

④　当行が当行普通株式につき

配当を支払わず、かつ、当

行がBKCI(JPY)１に対して

配当停止通知を送付した場

合

（強制配当停止・減額事由）

①　当行に清算事由（注７）、

更生事由（注８）、支払不

能事由（注９）または公的

介入（注10）が生じた場合

②　当行の可処分分配可能額

（注15）が不足し、または

当行優先株式（注12）への

配当が停止もしくは減額さ

れた場合

（任意配当停止・減額事由）

③　当行の自己資本比率または

基本的項目の比率が最低水

準を下回っているか、また

は当該配当により下回るこ

ととなり、かつ、当行が

BKCI(JPY)２に対して配当

停止通知を送付した場合

④　当行が当行普通株式につき

配当を支払わず、かつ、当

行がBKCI(JPY)２に対して

配当停止通知を送付した場

合
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強制配当事由 ある事業年度に対する当行普通

株式の配当を実施した場合、当

該事業年度の翌事業年度中の配

当支払日においては、本

BKCI(USD)１優先出資証券に満

額の配当を実施しなければなら

ない。

ただし、強制配当停止・減額事

由が発生しておらず、かつ任意

配当停止・減額事由の発生に伴

う配当停止通知の送付もなされ

ていないという条件に服する。

ある事業年度中のいずれかの日

を基準日として当行普通株式の

配当を実施した場合、当該事業

年度の翌事業年度中の配当支払

日においては、本BKCI(JPY)１

優先出資証券に満額の配当を実

施しなければならない。

ただし、強制配当停止・減額事

由が発生しておらず、かつ任意

配当停止・減額事由の発生に伴

う配当停止通知の送付もなされ

ていないという条件に服する。

ある事業年度中のいずれかの日

を基準日として当行普通株式の

配当を実施した場合、当該事業

年度の翌事業年度中の配当支払

日においては、本BKCI(JPY)２

優先出資証券に満額の配当を実

施しなければならない。

ただし、強制配当停止・減額事

由が発生しておらず、かつ任意

配当停止・減額事由の発生に伴

う配当停止通知の送付もなされ

ていないという条件に服する。

分配可能額制限 本BKCI(USD)１優先出資証券の

配当は、当行の可処分分配可能

額（注11）の範囲で支払われ

る。

本BKCI(JPY)１優先出資証券の

配当は、当行の可処分分配可能

額（注13）の範囲で支払われ

る。

本BKCI(JPY)２優先出資証券の

配当は、当行の可処分分配可能

額（注15）の範囲で支払われ

る。

配当制限 当行優先株式（注12）への配当

が減額された場合には本

BKCI(USD)１優先出資証券への

配当も同じ割合で減額される。

当行優先株式（注12）への配当

が減額された場合には本

BKCI(JPY)１優先出資証券への

配当も同じ割合で減額される。

当行優先株式（注12）への配当

が減額された場合には本

BKCI(JPY)２優先出資証券への

配当も同じ割合で減額される。

残余財産請求権 当行優先株式（注12）と同格 当行優先株式（注12）と同格 当行優先株式（注12）と同格
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優先出資証券の概要（つづき）

発行体 MHBK Capital Investment (JPY)３ Limited（以

下、「BKCI(JPY)３」といい、以下に記載される

優先出資証券Series Ａ及びSeries Ｂを総称し

て「本BKCI(JPY)３優先出資証券」という。）

MHBK Capital Investment (JPY)４ Limited（以

下、「BKCI(JPY)４」といい、以下に記載される

優先出資証券を「本BKCI(JPY)４優先出資証券」

という。）

発行証券の種類 配当非累積型永久優先出資証券 配当非累積型永久優先出資証券

償還期日 定めなし 定めなし

任意償還 平成31年６月の配当計算日（注14）を初回と

し、以降各配当計算日（注14）に任意償還可能

（ただし、監督当局の事前承認が必要）

平成27年６月の配当支払日を初回とし、以降各

配当支払日に任意償還可能（ただし、監督当局

の事前承認が必要）

配当 Series Ａ

当初10年間は固定配当（ただし、平成31年６月

より後に到来する配当計算日（注14）以降は変

動配当が適用されるとともに、ステップアップ

配当が付される。停止された未払配当は翌期以

降に累積されない。）

Series Ｂ

当初10年間は固定配当（ただし、平成31年６月

より後に到来する配当計算日（注14）以降は変

動配当が適用される。なお、ステップアップ配

当は付されない。停止された未払配当は翌期以

降に累積されない。）

当初７年間は固定配当（ただし、平成27年６月

より後に到来する配当支払日以降は変動配当が

適用される。なお、ステップアップ配当は付さ

れない。停止された未払配当は翌期以降に累積

されない。）

配当支払日 毎年６月の最終営業日の前営業日及び12月の最

終営業日（12月31日を除く。）の前営業日

平成21年３月31日並びに毎年６月30日及び12月

30日

発行総額 Series Ａ　750億円

Series Ｂ　160億円

350億円

払込日 平成20年７月11日 平成20年12月29日

配当停止条件 （強制配当停止・減額事由）

①　当行に清算事由（注７）、更生事由（注

８）、支払不能事由（注９）または公的介

入（注10）が生じた場合

②　当行の可処分分配可能額（注16）が不足

し、または当行優先株式（注12）への配当

が停止もしくは減額された場合

（任意配当停止・減額事由）

③　当行の自己資本比率または基本的項目の比

率が最低水準を下回っているか、または当

該配当により下回ることとなり、かつ、当

行がBKCI(JPY)３に対して配当停止通知を送

付した場合

④　当行が当行普通株式につき配当を支払わ

ず、かつ、当行がBKCI(JPY)３に対して配当

停止通知を送付した場合

（強制配当停止・減額事由）

①　当行に清算事由（注７）、更生事由（注

８）、支払不能事由（注９）または公的介

入（注10）が生じた場合

②　当行の可処分分配可能額（注17）が不足

し、または当行優先株式（注12）への配当

が停止もしくは減額された場合

（任意配当停止・減額事由）

③　当行の自己資本比率または基本的項目の比

率が最低水準を下回っているか、または当

該配当により下回ることとなり、かつ、当

行がBKCI(JPY)４に対して配当停止通知を送

付した場合

④　当行が当行普通株式につき配当を支払わ

ず、かつ、当行がBKCI(JPY)４に対して配当

停止通知を送付した場合
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強制配当事由 ある事業年度中のいずれかの日を基準日とし

て当行普通株式の配当を実施した場合、当該

事業年度の翌事業年度中の配当支払日におい

ては、本BKCI(JPY)３優先出資証券に満額の配

当を実施しなければならない。

ただし、強制配当停止・減額事由が発生して

おらず、かつ任意配当停止・減額事由の発生

に伴う配当停止通知の送付もなされていない

という条件に服する。

ある事業年度中のいずれかの日を基準日とし

て当行普通株式の配当を実施した場合、当該

事業年度の翌事業年度中の配当支払日におい

ては、本BKCI(JPY)４優先出資証券に満額の配

当を実施しなければならない。

ただし、強制配当停止・減額事由が発生して

おらず、かつ任意配当停止・減額事由の発生

に伴う配当停止通知の送付もなされていない

という条件に服する。

分配可能額制限 本BKCI(JPY)３優先出資証券の配当は、当行の

可処分分配可能額（注16）の範囲で支払われ

る。

本BKCI(JPY)４優先出資証券の配当は、当行の

可処分分配可能額（注17）の範囲で支払われ

る。

配当制限 当行優先株式（注12）への配当が減額された

場合には本BKCI(JPY)３優先出資証券への配当

も同じ割合で減額される。

当行優先株式（注12）への配当が減額された

場合には本BKCI(JPY)４優先出資証券への配当

も同じ割合で減額される。

残余財産請求権 当行優先株式（注12）と同格 当行優先株式（注12）と同格

　（注）７．清算事由

　当行によりもしくは当行に対して清算手続が開始された場合、または当行が破産した場合、もしくは当行の

事業の全部の廃止を内容とする更生計画が認可された場合。

８．更生事由

　当行につき、会社更生法に基づく会社更生手続の開始決定、または、民事再生法に基づく民事再生手続の開

始がなされた場合。

９．支払不能事由

　当行につき、債務不履行もしくはその恐れのある場合、または債務超過であるか、当該配当により債務超過

となる場合。

10．公的介入

　監督当局が、当行が支払不能もしくは債務超過の状態にあること、または当行を管理の対象とすることを宣

言した場合もしくは第三者に譲渡する命令を発した場合。

11．本BKCI(USD)１優先出資証券に関する可処分分配可能額

①　６月の配当可能金額

　直近の事業年度の計算書類を基に算出した分配可能額から当行優先株式（注12）への配当（中間配当を除

く）を控除した金額を、本BKCI(USD)１優先出資証券への満額配当金額と、本BKCI(USD)１優先出資証券の配

当支払日までに配当の全部または一部が支払われ、もしくは支払う旨宣言がなされた本BKCI(USD)１優先出

資証券と同等の劣後性を有する優先証券（同等証券）についての満額配当金額で按分した金額

②　12月の配当可能金額

　直近の事業年度の計算書類を基に算出した分配可能額から当行優先株式（注12）への配当（中間配当を除

く）を控除した金額から、６月の本BKCI(USD)１優先出資証券の配当支払日に支払われた本BKCI(USD)１優先

出資証券および６月の本BKCI(USD)１優先出資証券の配当支払日までに支払われまたは支払う旨宣言がなさ

れた同等証券への配当金額を控除した金額を、本BKCI(USD)１優先出資証券への12月の配当支払日における

満額配当金額と、６月の本BKCI(USD)１優先出資証券への配当支払日の翌日から12月の配当支払日までに配

当の全部または一部が支払われ、または支払う旨宣言がなされた同等証券についての満額配当金額で按分し

た金額

12．当行優先株式

　自己資本比率規制上の基本的項目と認められ、当行の優先株式の中で配当及び残余財産に関し最上位の請求

権を有する優先株式。
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13．本BKCI(JPY)１優先出資証券に関する可処分分配可能額

①　６月の配当可能金額

　直近の事業年度の計算書類を基に算出した分配可能額から当行優先株式（注12）への配当（中間配当を除

く）を控除した金額を、本BKCI(JPY)１優先出資証券への満額配当金額と、本BKCI(JPY)１優先出資証券の配

当支払日までに配当の全部または一部が支払われ、もしくは支払う旨宣言がなされた本BKCI(JPY)１優先出

資証券と同等の劣後性を有する優先証券（同等証券）についての満額配当金額で按分した金額

②　12月の配当可能金額

　直近の事業年度の計算書類を基に算出した分配可能額から当行優先株式（注12）への配当（中間配当を除

く）を控除した金額から、６月の本BKCI(JPY)１優先出資証券の配当支払日に支払われた本BKCI(JPY)１優先

出資証券および６月の本BKCI(JPY)１優先出資証券の配当支払日までに支払われまたは支払う旨宣言がなさ

れた同等証券への配当金額を控除した金額を、本BKCI(JPY)１優先出資証券への12月の配当支払日における

満額配当金額と、６月の本BKCI(JPY)１優先出資証券への配当支払日の翌日から12月の配当支払日までに配

当の全部または一部が支払われ、または支払う旨宣言がなされた同等証券についての満額配当金額で按分し

た金額

14．配当計算日

毎年６月30日及び12月30日

15．本BKCI(JPY)２優先出資証券に関する可処分分配可能額

①　６月の配当可能金額

　直近の事業年度の計算書類を基に算出した分配可能額から当行優先株式（注12）への配当（中間配当を除

く）を控除した金額を、本BKCI(JPY)２優先出資証券への満額配当金額と、本BKCI(JPY)２優先出資証券の配

当支払日の直後の配当計算日（注14）までに配当の全部または一部が支払われ、もしくは支払う旨宣言がな

された本BKCI(JPY)２優先出資証券と同等の劣後性を有する優先証券（同等証券）についての満額配当金額

で按分した金額

②　12月の配当可能金額

　直近の事業年度の計算書類を基に算出した分配可能額から当行優先株式（注12）への配当（中間配当を除

く）を控除した金額から、６月の本BKCI(JPY)２優先出資証券の配当支払日に支払われた本BKCI(JPY)２優先

出資証券および６月の本BKCI(JPY)２優先出資証券の配当支払日の直後の配当計算日（注14）までに支払わ

れまたは支払う旨宣言がなされた同等証券への配当金額を控除した金額を、本BKCI(JPY)２優先出資証券へ

の12月の配当支払日における満額配当金額と、６月の本BKCI(JPY)２優先出資証券への配当支払日の直後の

配当計算日（注14）の翌日から12月の配当支払日の直後の配当計算日（注14）までに配当の全部または一部

が支払われ、または支払う旨宣言がなされた同等証券についての満額配当金額で按分した金額

16．本BKCI(JPY)３優先出資証券に関する可処分分配可能額

①　６月の配当可能金額

　直近の事業年度の計算書類を基に算出した分配可能額から当行優先株式（注12）への配当（中間配当を除

く）を控除した金額を、本BKCI(JPY)３優先出資証券への満額配当金額と、本BKCI(JPY)３優先出資証券の配

当支払日の直後の配当計算日（注14）までに配当の全部または一部が支払われ、もしくは支払う旨宣言がな

された本BKCI(JPY)３優先出資証券と同等の劣後性を有する優先証券（同等証券）についての満額配当金額

で按分した金額

②　12月の配当可能金額（平成20年12月の配当可能金額を除く）

　直近の事業年度の計算書類を基に算出した分配可能額から当行優先株式（注12）への配当（中間配当を除

く）を控除した金額から、６月の本BKCI(JPY)３優先出資証券の配当支払日に支払われた本BKCI(JPY)３優先

出資証券および６月の本BKCI(JPY)３優先出資証券の配当支払日の直後の配当計算日（注14）までに支払わ

れまたは支払う旨宣言がなされた同等証券への配当金額を控除した金額を、本BKCI(JPY)３優先出資証券へ

の12月の配当支払日における満額配当金額と、６月の本BKCI(JPY)３優先出資証券への配当支払日の直後の

配当計算日（注14）の翌日から12月の配当支払日の直後の配当計算日（注14）までに配当の全部または一部

が支払われ、または支払う旨宣言がなされた同等証券についての満額配当金額で按分した金額

③　平成20年12月の配当可能金額

　直近の事業年度の計算書類を基に算出した分配可能額から当行優先株式（注12）への配当（中間配当を除

く）を控除した金額から、その時点での事業年度開始後平成20年６月30日までに支払われまたは支払う旨宣

言がなされた同等証券への配当金額を控除した金額を、本BKCI(JPY)３優先出資証券への平成20年12月の配

当支払日における満額配当金額と、平成20年６月30日の翌日から平成20年12月の配当支払日の直後の配当計

算日（注14）までに配当の全部または一部が支払われ、または支払う旨宣言がなされた同等証券についての

満額配当金額で按分した金額
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17．本BKCI(JPY)４優先出資証券に関する可処分分配可能額

①　平成21年３月の配当可能金額

　平成20年３月31日に終了した事業年度の計算書類を基に算出した分配可能額から当行優先株式（注12）へ

の配当（中間配当を除く）を控除した金額から、平成21年３月31日に終了する事業年度の開始後平成20年12

月30日までに支払われまたは支払う旨宣言がなされた同等証券への配当金額を控除した金額を、本

BKCI(JPY)４優先出資証券への平成21年３月の配当支払日における満額配当金額と、平成20年12月30日の翌

日から平成21年３月の配当支払日までに配当の全部または一部が支払われ、または支払う旨宣言がなされた

本BKCI(JPY)４優先出資証券と同等の劣後性を有する優先証券（同等証券）についての満額配当金額で按分

した金額

②　６月の配当可能金額

　直近の事業年度の計算書類を基に算出した分配可能額から当行優先株式（注12）への配当（中間配当を除

く）を控除した金額を、本BKCI(JPY)４優先出資証券への満額配当金額と、本BKCI(JPY)４優先出資証券の配

当支払日までに配当の全部または一部が支払われ、もしくは支払う旨宣言がなされた同等証券についての満

額配当金額で按分した金額

③　12月の配当可能金額

　直近の事業年度の計算書類を基に算出した分配可能額から当行優先株式（注12）への配当（中間配当を除

く）を控除した金額から、６月の本BKCI(JPY)４優先出資証券の配当支払日に支払われた本BKCI(JPY)４優先

出資証券および６月の本BKCI(JPY)４優先出資証券の配当支払日までに支払われまたは支払う旨宣言がなさ

れた同等証券への配当金額を控除した金額を、本BKCI(JPY)４優先出資証券への12月の配当支払日における

満額配当金額と、６月の本BKCI(JPY)４優先出資証券への配当支払日の翌日から12月の配当支払日までに配

当の全部または一部が支払われ、または支払う旨宣言がなされた同等証券についての満額配当金額で按分し

た金額
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（参考）

　　　　デリバティブ取引にかかる信用リスク相当額は以下のとおりであります。

種類
前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

当連結会計年度末
（平成23年３月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）

金利スワップ 656,177 610,126

通貨スワップ 300,065 350,700

先物外国為替取引 372,972 313,848

金利オプション（買） 1,195 3,208

通貨オプション（買） 1,507,828 1,416,197

その他の金融派生商品 113,012 93,624

一括清算ネッティング契約による

信用リスク相当額削減効果
△1,350,096 △1,247,739

合計 1,601,152 1,539,966

　 （注）１．上記は、連結自己資本比率（国内基準）に基づく信用リスク相当額であります。

２．信用リスク相当額は、カレント・エクスポージャー方式により算出しております。
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（資産の査定）

（参考）

　資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」（平成10年法律第132号）第６条に基づき、当行の

貸借対照表の社債（当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているも

のであって、当該社債の発行が金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第２条第３項に規定する有価証券の私募によるも

のに限る。）、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに

貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約に

よるものに限る。）について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。

　 

１．破産更生債権及びこれらに準ずる債権

　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経

営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

２．危険債権

　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の

元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権であります。

３．要管理債権

　要管理債権とは、３ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権であります。

４．正常債権

　正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記１から３までに掲げる債権以外の

ものに区分される債権であります。

資産の査定の額

債権の区分
平成22年３月31日 平成23年３月31日
金額（億円） 金額（億円）

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 1,898 1,758

危険債権 4,032 4,045

要管理債権 2,567 2,696

正常債権 339,179 347,037

　（注）　同法律第６条第１項別紙様式に基づき、単位未満を四捨五入しております。
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２【生産、受注及び販売の状況】

　「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりま

せん。

３【対処すべき課題】

　当行ならびにみずほフィナンシャルグループは、平成23年３月の当行のシステム障害につきまして、監督当局であ

る金融庁より業務改善命令を受けました。東日本大震災発生後、日本全体が困難な状況にある中、お客さまをはじ

め、広く社会の皆さまに大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。当グループとい

たしましては、再びこうした事態を起こすことのないよう、平成23年５月23日に公表いたしました「今回のシステム

障害の発生原因および改善・対応策について（骨子）」に基づく改善・対応策を着実に実行するとともに、皆さまに

ご信頼いただけるよう、「お客さま第一主義」の原点に立ち返り、全役職員が一丸となって取り組んでまいります。

　当グループでは、中期基本方針として「変革」プログラムを平成22年５月に発表して以降、「お客さま第一主義」

を実践しつつ、新たな経営環境に迅速かつ的確に対応すべく、収益力、財務力及び現場力の抜本的見直しを行い、そ

の強化策を実行してまいりました。

　しかしながら、この度のシステム障害を踏まえ、「変革」プログラムで目指す姿として掲げている「最も信頼され

る金融機関」となるためには、一段の自主的・自律的改革が必要であることを強く認識し、「変革」プログラムの加

速策に取り組むことといたしました。「経営体制」「人事」「業務」の大胆な集約と一元化を図ることで、グループ

の一体運営を一段と強化し、合併等の統合を視野に入れた「ワンバンク」に実質的に移行してまいります。こうした

取り組みを通じて、「お客さま第一主義」を徹底してまいります。

　グループ各社は、それぞれの強みを活かすと同時に相互の連携も強化しながらお客さまに最高の金融サービスを提

供し、収益力の増強に取り組んでまいります。

　当グループは、グループ一体的運営や人材・ネットワークといった経営資源の全体最適を実現し、「変革」プログ

ラムへの取組を加速することを目的として、平成23年４月に、みずほ信託銀行をみずほフィナンシャルグループの、

みずほ証券をみずほコーポレート銀行の、みずほインベスターズ証券を当行の完全子会社とする株式交換契約をそれ

ぞれ締結いたしました。この完全子会社化により、①意思決定の迅速性や戦略の機動性を一層高め、外部環境の変化

等により柔軟に対応できるグループ経営体制の構築、②総合金融サービス力の一層の発揮と、銀行・信託・証券フル

ライン機能をシームレスに提供するグループ連携体制の強化、③業務集約の推進やコスト構造改革等の徹底によるグ

ループ経営効率の更なる向上、を目指してまいります。

　証券分野におきましては、国内リテール業務の強化や経営インフラの合理化・効率化を推し進め、グループ総合証

券会社として一元的に証券機能を提供すべく、完全子会社化後のみずほ証券及びみずほインベスターズ証券の合併そ

の他の方法による統合を検討してまいります。

　金融円滑化につきましては、金融機関の持つ社会的責任、公共的使命の重みを常に認識し、「中小企業金融円滑化

法」の延長及び「コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割」に関する平成23年４月

公表の監督指針の趣旨も踏まえ、グループ統一的に取り組んでまいります。

　また、東日本大震災が国民経済・国民生活に与える影響度・範囲に鑑み、金融機関としての社会的責任・公共的使

命を踏まえ、お客さまの早期回復や産業・地域の復興支援にグループの総力を挙げて取り組んでまいります。

　

　

［ビジネス戦略］

　グローバルリテールグループの中核会社である当行は、商業銀行の原点に立ち返り、「お客さま第一」の精神に

則って、「個人」と「中堅・中小企業、並びにその経営者」のお客さまとの中長期的な信頼関係を構築してまいりま

す。

　個人マーケットにおきましては、お客さまのニーズやマーケット特性を踏まえた取組みを高度化するとともに、グ

ループ会社との連携強化を図ってまいります。

　法人マーケットにおきましては、きめ細やかな与信管理を行いつつ、お客さまへの円滑な資金供給、最適なソ

リューションの提供に積極的に取り組んでまいります。さらに、お客さまとの接点を拡大し、グループ各社との連携

を一層強化することでグループ総合力を最大限に活用し、多様化・高度化するお客さまのニーズにお応えしてまいり

ます。

　また、東日本大震災の復興支援にあたりましては、お客さまの事業・生活復旧を金融面から最大限支援するととも

に、被災地に多くの拠点を有する金融機関として、地域復興に主体的に関与するなど、総力を挙げて取り組んでまい

ります。

　お客さまが安心してお取引いただけるよう、コンプライアンス・お客さま保護の徹底やセキュリティの強化につき

ましても、引き続き努めてまいります。

　当行は、みずほフィナンシャルグループの一員として、磐石な法令遵守態勢及び高度なリスク管理態勢の構築に引

き続き努めるとともに、ブランドスローガン『Channel to Discovery』に込めた、「お客さまのより良い未来の創造

に貢献するフィナンシャル・パートナー」を目指し、ビジネス戦略を着実に遂行してまいります。また、金融教育の

支援や環境への取組等にあたっては、東日本大震災の復興支援の観点も踏まえ、ＣＳＲ活動を推進することで、社会

的責任と公共的使命を果たしつつ、企業価値の更なる向上に邁進してまいります。
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４【事業等のリスク】

当行及び当グループの事業等において、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は以下の通りで

す。本項に含まれている将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。

１．財務面に関するリスク

(１）不良債権処理等に係るリスク

① 与信関係費用の増加等による追加的損失の発生

当行及び当グループは、多くの与信先についてメインバンクとなっているとともに、相当程度大口の与信先が

あります。また、与信先の業種については分散に努めておりますが、不動産業及び建設業、金融・保険業、卸

売・小売業向けの与信の割合が相対的に高い状況にあります。

当行及び当グループは、個々の与信先の信用状態や再建計画の進捗状況を継続的にモニタリングするととも

に、個別企業、企業グループや特定業種への与信集中状況等を定期的にモニタリングするポートフォリオ管理を

実施しております。また、与信先から差入れを受けている担保や保証の価値についても定期的に検証しておりま

す。

しかしながら、国内外の景気動向、特定の業界における経営環境変化等によっては、想定を超える新たな不良

債権の発生、メインバンク先や大口与信先の信用状態の急激な悪化、特定の業界の与信先の信用状態の悪化、担

保・保証の価値下落等が生じる可能性があります。例えば、平成21年３月期におきましては、経済環境の悪化や

世界的な金融市場混乱に伴う影響による国内外の企業業績の悪化に加え、将来の不透明な経済環境を踏まえた保

守的な引当を行ったこともあり、与信関係費用が増加しました。このような事態を含め、与信関係費用が増加す

る等追加的損失が発生し、当行及び当グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(２）保有資産等の価格変動等に係るリスク

① 株価下落による追加的損失の発生

当行及び当グループは、国内上場企業の普通株式を中心に、市場性のある株式を大量に保有しております。当

行及び当グループでは、近年、保有株式の売却を計画的に進めており、今後も継続的な売却を計画しておりま

す。しかしながら、これらの保有株式の株価が下落した場合には評価損や売却損が発生する可能性があります。

例えば、平成21年３月期におきましては、国内外の株式相場の下落に伴う減損処理の実施等により、株式関係損

益が悪化しました。

また、当行及び当グループの自己資本比率の計算においては、株価が下落した場合には、自己資本比率が低下

する可能性があります。

その結果、当行及び当グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

② 金利の変動による追加的損失の発生

　当行及び当グループは、投資等を目的として国債をはじめとする市場性のある債券等を大量に保有しているた

め、金利上昇に伴う価格の下落により、評価損や売却損が発生する可能性があります。また、当行及び当グルー

プの金融資産と負債の間では満期等に違いがあるため、金利変動により損失が発生する可能性があります。当行

及び当グループは、厳格なリスク管理体制のもと、必要に応じて債券の売却や銘柄の入れ替え、デリバティブ取

引等によるヘッジを行う等、適切な管理を行っておりますが、金融政策の変更や市場動向により大幅に金利が変

動した場合には、当行及び当グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

③ 外国為替相場の変動による追加的損失の発生

当行及び当グループは、資産及び負債の一部を米ドル等の外貨建てで有しております。外貨建ての資産と負債

が通貨毎に同額ではなく互いに相殺されない場合には、その資産と負債の差額について、為替相場の変動により

円貨換算額が変動し、評価損や実現損が発生する可能性があります。当行及び当グループでは、必要に応じ適切

なヘッジを行っておりますが、予想を超える大幅な為替相場の変動が発生した場合には、当行及び当グループの

業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

④ 保有資産の市場流動性低下による追加的損失の発生

　当行及び当グループは、市場で取引される様々な資産を保有しておりますが、金融市場の混乱等により保有資

産の市場流動性が著しく低下し、その結果、保有資産の価値が下落する可能性があります。例えば、平成20年３

月期及び平成21年３月期におきましては、世界的な金融市場の混乱により、証券化商品等の市場流動性が著しく

低下し、当行及び当グループにおきましても、保有証券化商品の価格下落等により損失が発生しました。このよ

うな事案を含め、保有資産の市場流動性が著しく低下した場合には、当行及び当グループの業績及び財務状況に

悪影響を及ぼす可能性があります。
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⑤ 退職給付債務等の変動による追加的損失の発生

　当行及び当グループの退職給付費用及び債務は、年金資産の期待運用利回りや将来の退職給付債務算出に用い

る年金数理上の前提条件に基づいて算出しておりますが、株式相場並びに金利環境の急変等により、実際の結果

が前提条件と異なる場合、又は前提条件に変更があった場合には、退職給付費用及び債務が増加する可能性があ

ります。また、当行及び当グループの退職給付制度を改定した場合にも、追加的負担が発生する可能性がありま

す。その結果、当行及び当グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 繰延税金資産に係る財務上の影響

　繰延税金資産については、現行の会計基準に従い、将来の課税所得見積りを合理的に行った上で計上しており

ますが、将来の課税所得見積額の変更や税制改正に伴う税率の変更等により、繰延税金資産が減少し、当行及び

当グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑦ ヘッジ目的等の金融取引に係る財務上の影響

　ヘッジ目的等で利用するクレジットデリバティブや株式関連デリバティブ等の金融取引については、ヘッジ対

象資産と会計上の取扱いや評価方法が異なる場合があります。そのため、市場の変動等により、ある特定の期間

において、ヘッジ対象資産の評価が上昇しても、当該金融取引から損失のみが発生する場合があり、当行及び当

グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(３）自己資本比率に係るリスク

① 各種リスクの顕在化や自己資本比率規制の変更による自己資本比率への悪影響

　当行及び当グループは、事業戦略と一体となったリスクアセット運用計画、資本の効率性ならびに本項に示し

た各種リスクの状況等を踏まえ、適正かつ十分な水準の自己資本比率を維持することに努めておりますが、本項

に示した各種リスクの顕在化や自己資本比率算出における計測手法の変更等により自己資本比率が低下する可能

性があります。なお、自己資本比率規制において、基本的項目に算入可能な繰延税金資産の純額の割合の上限は

20％とされております。かかる規制等により、当グループや当行を含む当グループの銀行子会社の自己資本の額

が減少し、自己資本比率が低下する可能性があります。

　また、日本の銀行の自己資本比率規制はバーゼル銀行監督委員会が設定した枠組みに基づいておりますが、当

該枠組みの内容が変更された場合、もしくは金融庁による日本の銀行への規制内容が変更された場合に、その結

果として自己資本比率が要求される水準を充足できなくなる可能性があります。例えば、平成22年12月にバーゼ

ル銀行監督委員会は、金融庁が新たに定める自己資本比率規制等の基となるバーゼルⅢテキスト（銀行の自己資

本と流動性に係る国際的な基準の詳細を示すもの）を公表しております。

　仮に当行の自己資本比率が一定基準を下回った場合には、自己資本比率の水準に応じて、金融庁から、資本の

増強を含む改善計画の提出、さらには総資産の圧縮又は増加の抑制、一部の業務の縮小等の是正措置を求められ

る可能性があります。その結果、当行及び当グループの業務運営に悪影響を及ぼす可能性があります。

(４）格付に係るリスク

① 格付引き下げによる悪影響

　株式会社みずほフィナンシャルグループや当行等、当グループの一部の会社は、格付機関から格付を取得して

おります。格付の水準は、当行及び当グループから格付機関に提供する情報のほか、格付機関が独自に収集した

情報に基づいています。また、日本国債の格付や日本の金融システム全体に対する評価等の影響も受けているた

め、常に格付機関による見直し・停止・取下げが行われる可能性があります。

　仮に格付が引き下げられた場合には、資金調達コストの上昇や資金調達の困難化、市場関連取引における追加

担保の提供、既存取引の解約等が発生する可能性があります。その結果、当行及び当グループの業務運営や、業

績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(５）資金調達に係るリスク

① 資金調達が困難となることによる追加的損失の発生

　当行及び当グループの資金調達は、主に預金及び債券発行に依存しておりますが、市場からの調達も行ってお

ります。当行及び当グループでは、資金調達の安定性の観点から、市場からの調達上限額の設定や資金繰りの状

況に応じた対応方針の策定等、厳格な管理を行っております。

　しかしながら、当行及び当グループの業績や財務状況の悪化、格付の低下や風説・風評の流布等が発生した場

合、あるいは国内外の景気悪化、金融システム不安や金融市場の混乱等により資金調達市場そのものが縮小した

場合には、通常より著しく高い金利による資金調達を余儀なくされる、あるいは必要な資金を市場から確保でき

ず資金繰りが困難になる可能性があります。その結果、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財務状況に

悪影響を及ぼす可能性があります。
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２．業務面等に関するリスク

(１）業務面に関するリスク

① 当行及び当グループの戦略、施策が奏効しないリスク

　当行及び当グループは、様々な戦略や施策を実行しております。平成22年５月、当グループは、平成22年度か

ら平成24年度までの３年間を対象期間とする当グループの新たな中期基本方針を発表しました。またこの中で、

平成24年度末の数値目標についても併せて発表しております。しかしながら、こうした戦略や施策が実行できな

い、あるいは、たとえ戦略や施策が実行できた場合でも当初想定した成果の実現に至らない可能性や、本項に示

した各種リスクの顕現化又は中期基本方針の前提となる経済環境の変化等により中期基本方針で発表した数値目

標を達成できない可能性があります。

② 業務範囲の拡大等に伴う新たなリスクの発生による悪影響

　当行及び当グループは、総合金融サービスグループとして、銀行業・証券業・信託業をはじめとする様々な業

務を行っております。さらに、お客さまのニーズの高度化や多様化、ないしは規制緩和の進展等に応じた新たな

業務分野への進出や各種業務提携、資本提携を実施しております。当行及び当グループは、こうした新たな業務

等に伴って発生する種々のリスクについても適切に管理する体制を整備しております。しかしながら、想定を超

えるリスクが顕在化すること等により、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす

可能性があります。

③ 法令違反等の発生による悪影響

　当行及び当グループは、国内において事業活動を行う上で、会社法や独占禁止法等、会社経営に係る一般的な

法令諸規制や、銀行法、金融商品取引法、信託業法等の金融関連法令諸規制の適用、さらには金融当局の監督を

受けております。また、海外での事業活動については、それぞれの国や地域の法令諸規制の適用とともに金融当

局の監督を受けております。

　当行及び当グループは、法令諸規制が遵守されるよう、役職員に対するコンプライアンスの徹底や法務リスク

管理等を行っておりますが、こうした対策が必ずしも有効に機能するとは限りません。今後、仮に法令違反等が

発生した場合には、行政処分やレピュテーションの毀損等により、当行及び当グループの業務運営や、業績及び

財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

④ 事務リスクの顕在化による悪影響

　当行及び当グループは、幅広い金融業務において大量の事務処理を行っております。これらの多様な業務の遂

行に際して、役職員による過失等に起因する不適切な事務が行われることにより、損失が発生する可能性があり

ます。

　当行及び当グループは、各業務の事務取扱を明確に定めた事務手続を制定するとともに、事務処理状況の定期

的な点検を行っており、さらに本部による事務指導の強化や管理者の育成、システム化等を推進しております

が、こうした対策が必ずしも有効に機能するとは限りません。今後、仮に重大な事務リスクが顕在化した場合に

は、損失の発生、行政処分、レピュテーションの毀損等により、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財

務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑤ システムリスクの顕在化による悪影響

　当行及び当グループは、勘定系・決済系等の巨大なコンピュータシステムを保有しており、国内外の拠点をは

じめ、お客さまや各種決済機構等のシステムとグローバルなネットワークで接続されています。当行及び当グ

ループは、日頃よりシステムの安定稼動の維持に努めるとともに、重要なシステムについては、原則としてバッ

クアップを確保する等、不測の事態に備えたコンティンジェンシープランを策定しております。

　しかしながら、過失、事故、ハッキング、コンピュータウィルスの発生、システムの新規開発・更新等により

重大なシステム障害が発生し、こうした対策が有効に機能しない可能性があります。例えば、平成23年３月、当

行のシステム障害により、振込取引を中心とした決済取引やATM・インターネットバンキング取引の不能が発生

し、同年５月、株式会社みずほフィナンシャルグループ及び当行は金融庁より業務改善命令を受けました。この

ような事案を含め、システムリスクの顕在化が発生した場合には、業務の停止及びそれに伴う損害賠償、行政処

分、レピュテーションの毀損等により、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす

可能性があります。

-48-



⑥ 個人情報等の漏洩等の発生による悪影響

　当行及び当グループは、多数の法人・個人のお客さまの情報を保有しているほか、様々な内部情報を有してお

ります。特に、個人情報については、情報の漏洩や不正なアクセスを防止するため、個人情報保護法の下で、よ

り厳格な管理が要求されております。当行においても情報管理に関するポリシーや事務手続等を策定しており、

役職員等に対する教育・研修等により情報管理の重要性の周知徹底、システム上のセキュリティ対策等を行って

おりますが、こうした対策が必ずしも有効に機能するとは限りません。今後、仮に重要な情報が外部に漏洩した

場合には、損害賠償、行政処分、レピュテーションの毀損等により、当行及び当グループの業務運営や、業績及

び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 人事上のリスクの顕在化による悪影響

　当行及び当グループは、多数の従業員を雇用しており、日頃より有能な人材の確保や育成等に努めておりま

す。しかしながら、十分な人材を確保・育成できない場合には、当行及び当グループの競争力や効率性が低下

し、業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(２）その他のリスク

① 財務報告に係る内部統制の構築等に関するリスク

　株式会社みずほフィナンシャルグループは、ニューヨーク証券取引所上場企業であり、同社は、米国サーベン

ス・オクスリー法に準拠した開示体制及び内部統制の更なる強化を行っております。同法により、同社経営者及

び監査法人はそれぞれ同社の財務報告に係る内部統制の有効性を評価し、その評価結果をForm20-Fにより報告す

ることが求められています。

　また、金融商品取引法においても、株式会社みずほフィナンシャルグループは、同社の経営者による財務報告

に係る内部統制の有効性の評価、及び経営者評価に対する監査法人の意見を内部統制報告書及び内部統制監査報

告書により報告することが求められております。

　当行及び当グループは、上記に従い財務報告に係る内部統制の構築を行っており、評価の過程で発見された問

題点は速やかに改善するべく努力しております。しかしながら、改善が間に合わない場合や、経営者が内部統制

を適正と評価したとしても監査法人は不適正とする場合があり、その場合、当行及び当グループの財務報告の信

頼性に悪影響を及ぼす可能性があります。

② 訴訟に関するリスク

　当行及び当グループは、国内外において銀行業務を中心に様々な金融業務を行っておりますが、こうした業務

を行うにあたり、損害賠償請求訴訟等の提起を受ける可能性があります。

　なお、当行には係争中の重要な訴訟はありません。

③ リスク管理の方針及び手続が有効に機能しないリスク

　当行及び当グループは、リスク管理の方針及び手続に則りリスク管理の強化に注力しております。しかしなが

ら、急速な業務展開に伴い、リスクを特定・管理するための方針及び手続が、必ずしも有効に機能するとは限り

ません。また、当行及び当グループのリスク管理手法は、過去の市場動向に基づいている部分があることから、

将来発生するリスクを正確に予測できるとは限りません。当行及び当グループのリスク管理の方針及び手続が有

効に機能しない場合、当行及び当グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

④ 米国国務省によりテロ支援国家と指定された国に所在する者との取引に関するリスク

　米国法上、米国人は、米国国務省によりテロ支援国家と指定された国（イラン、キューバ、スーダン、シリ

ア。以下、「指定国」という。）と事業を行うことが一般的に禁止されており、当行及び当グループは、関係す

る米国法を遵守する態勢を整備しております。但し、米国外の拠点において、関係法令の遵守を前提に、顧客に

よる輸出入取引に伴う貿易金融やコルレス口座の維持等、指定国に関連する業務を限定的に行っております。指

定国に関係するこれらの業務は、当行及び当グループ全体の事業、業績及び財務状態に比し小規模であり、ま

た、関係する日本及び米国の法令を遵守する態勢を整備しております。

　しかしながら、米国の2010年イラン包括制裁法（Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and

Divestment Act of 2010）のように、指定国での取引に関わる者への規制が今後も強化されていく可能性があり

ます。日本の法令も含め、当行及び当グループはこれらの法令を遵守する態勢を整備しておりますが、かかる措

置が米国における規制に十分対応できていないと米国政府に判断された場合には、当行及び当グループの業務運

営に悪影響を及ぼすような、米国政府による何らかの規制上の措置の対象となる可能性があります。また、顧客

や投資家を失う、乃至は当行及び当グループのレピュテーションが毀損することで、当行及び当グループの事業

又は株式会社みずほフィナンシャルグループの株価に悪影響を及ぼす可能性があります。
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３．金融諸環境等に関するリスク

① 経済状況の悪化や金融市場の混乱による悪影響

　当行及び当グループは、日本に主たる基盤を置く総合金融サービスグループとして、国内の各地域において事

業を行っております。また、米国や欧州、アジアなどの海外諸国においても事業を行っております。日本やこれ

らの国、地域における経済状況が悪化した場合、あるいは、金融市場の混乱等が生じた場合には、当行及び当グ

ループの事業の低迷や資産内容の悪化等が生じる可能性があります。例えば、近年、世界的な金融市場の混乱や

経済状況の悪化により、当行及び当グループにおいても、保有証券化商品の価格下落、与信関係費用の増加、株

式の減損処理等により損失が発生しました。このような事案を含め、今後、経済状況の悪化や金融市場の混乱が

生じた場合には、当行及び当グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

② 法令諸規制の改正等による悪影響

　当行及び当グループは、国内において事業活動を行う上で、会社法、独占禁止法や会計基準等、会社経営に係

る一般的な法令諸規制や、自己資本比率規制を含む銀行法、金融商品取引法、信託業法等の金融関連法令諸規制

の適用を受けております。また、海外での事業活動については、それぞれの国や地域の法令諸規制の適用も受け

ております。例えば、平成22年12月にバーゼル銀行監督委員会が、金融庁が新たに定める自己資本比率規制等の

基となるバーゼルⅢテキストを公表したように、これらの法令諸規制は将来において新設・変更・廃止される可

能性があり、その内容によっては、商品・サービスの提供が制限される等、当行及び当グループの業務運営や、

業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

③ 金融業界の競争激化による悪影響

　銀行・証券・信託等の金融業に関して、日本では、参入規制の緩和や業務範囲の拡大などの規制緩和が行われ

ております。こうした規制緩和は、事業機会の拡大等を通じて当行及び当グループの経営にも好影響を及ぼす一

方、他の大手金融機関、外資系金融機関、ノンバンク、ゆうちょ銀行等による新規参入や業務拡大等により、競

争が激化する可能性があります。当行及び当グループが、競争に十分対応することができない場合には、当行及

び当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、競争激化等に伴い、

金融業界において金融機関の再編が進み、当行及び当グループの競争力や株式会社みずほフィナンシャルグルー

プの株価に悪影響を及ぼす可能性があります。

④ 災害等の発生による悪影響

　当行及び当グループは、国内外において店舗、事務所や電算センター等の施設等を保有しておりますが、この

ような施設等は常に地震や台風等の災害や犯罪等の発生による被害を被る可能性があります。また、新型インフ

ルエンザ等感染症の流行により、当行及び当グループの業務運営に支障が生じる可能性があります。当行及び当

グループは、各種緊急事態を想定したコンティンジェンシープランを策定し、バックアップオフィスの構築等、

緊急時における体制整備を行っておりますが、被害の程度によっては、当行及び当グループの業務の一部が停止

する等、当行及び当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、平成

23年３月に発生した東日本大震災のような大規模な災害に起因して、景気の悪化、多数の企業の経営状態の悪

化、株価の下落等が生じる可能性があります。その結果、当行及び当グループの不良債権及び与信関係費用が増

加したり、保有株式や金融商品等において売却損や評価損が生じること等により、当行及び当グループの業績及

び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 風説・風評の発生による悪影響

　当行及び当グループの事業は預金者等のお客さまや市場関係者からの信用に大きく依存しております。そのた

め、当行及び当グループや金融業界等に対する風説・風評が、マスコミ報道・市場関係者への情報伝播・イン

ターネット上の掲示板への書き込み等により発生・拡散した場合には、お客さまや市場関係者が当行及び当グ

ループについて事実と異なる理解・認識をされる可能性があります。当行及び当グループは、こうした風説・風

評の早期発見に努めるとともに、その影響度・拡散度等の観点から適時かつ適切に対応することで、影響の極小

化を図るよう努めておりますが、悪質な風説・風評が拡散した場合には、当行及び当グループの業務運営や、業

績及び財務状況、ないしは株式会社みずほフィナンシャルグループの株価に悪影響を及ぼす可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

みずほインベスターズ証券株式会社の完全子会社化について

株式会社みずほフィナンシャルグループ、同社連結子会社である当行、株式会社みずほコーポレート銀行、みずほ

信託銀行株式会社、みずほ証券株式会社及びみずほインベスターズ証券株式会社は、当グループの上場子会社である

みずほ信託銀行株式会社、みずほ証券株式会社及びみずほインベスターズ証券株式会社の完全子会社化（以下それぞ

れを「本件完全子会社化」）に関して、平成23年３月15日付基本合意書に基づき、平成23年４月28日に各社取締役会

において、株式交換により、みずほ信託銀行株式会社を株式会社みずほフィナンシャルグループの完全子会社とする

こと、みずほ証券株式会社を株式会社みずほコーポレート銀行の完全子会社とすること、みずほインベスターズ証券

株式会社を当行の完全子会社とすることを決定し、各々株式交換契約を締結いたしました。

本株式交換は、必要となる株主総会等の承認及び国内外の関係当局への届出、許認可の取得等を前提として、平成

23年９月１日を効力発生日として行う予定です。

１.株式交換の目的

株式会社みずほフィナンシャルグループは、グローバル金融危機後の経済社会の構造変化や国際的な金融監

督・規制の見直しなど、金融機関を取り巻く新たな経営環境に迅速かつ的確に対応すべく、昨年５月に当グルー

プの中期基本方針として「変革」プログラムを発表いたしました。

当グループは、「お客さま第一主義」を実践しつつ、直面する経営課題について抜本的な見直しを行い、「収

益力」「財務力」「現場力」の３つの強化策を通じて、持続的成長を実現すべく、現在グループを挙げて取り組

んでおります。

本件完全子会社化は、グループの一体的運営や人材・ネットワークといった経営資源の全体最適を実現し、

「変革」プログラムへの取り組みを加速することで、「グループ力」を一段と強化することを目的としておりま

す。具体的には、①意思決定の迅速性や戦略の機動性を一層高め、外部環境の変化やグループ全体・各社の課題

に、より柔軟に対応できるグループ経営体制を構築すること、②当グループの強みである総合金融サービス力を

これまで以上に発揮させ、銀行・信託・証券フルライン機能をシームレスに提供するグループ連携体制を強化す

ること、③業務集約の推進やコスト構造の改革等を徹底し、グループ経営効率の更なる向上を追求すること、を

企図しております。

証券分野においては、国内リテール業務の強化や経営インフラの合理化・効率化を推し進め、グループ総合証

券会社として一元的に証券機能を提供すべく、本件完全子会社化後のみずほ証券株式会社及びみずほインベス

ターズ証券株式会社の合併その他の方法による統合を検討してまいります。このように、「銀・信・証」連携を

はじめとする当グループの総力を結集することにより、個人のお客さまには、共同店舗の展開や運用商品・コン

サルティング機能の拡充など、より充実した総合金融サービスを提供するとともに、法人のお取引先には、グ

ローバル化・高度化・多様化する経営課題に対して、グループ各社の専門機能を発揮した最適な金融ソリュー

ションを提供してまいります。

本件完全子会社化等により「グループ力」の強化を図ることで、当グループの企業価値の更なる向上を目指

し、本株式交換により株式会社みずほフィナンシャルグループの普通株式を保有することになるみずほ信託銀行

株式会社、みずほ証券株式会社及びみずほインベスターズ証券株式会社の株主の皆さまを含め、株式会社みずほ

フィナンシャルグループの株主の皆さまのご期待に応えてまいりたいと考えております。

２.みずほインベスターズ証券株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換の条件

（１）株式交換の方法

会社法第767条に基づき、当行を株式交換完全親会社、みずほインベスターズ証券株式会社を株式交換完全子会

社とする株式交換（以下「本件株式交換」）を行います。

また、本件株式交換は、会社法第796 条第３項の規定に基づき、株式交換完全親会社の株主総会の承認を要し

ない場合（簡易株式交換）に該当します。

なお、本件完全子会社化の目的を実現するとともに、株式交換完全子会社の株主の皆さまに対して割り当てら

れる株式交換の対価の流動性を確保し、それらの株主の皆さまに対し本件完全子会社化によるシナジーの利益を

提供するとの観点から、本件株式交換については、いわゆる「三角株式交換」の方法によるものとし、この株式

交換の対価としては、当行の株式ではなく、当行の完全親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループの

普通株式を割り当てることといたします。
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（２）株式交換に係る割当ての比率

会社名

株式会社みずほフィナン

シャルグループ

（株式交換完全親会社で

ある当行の完全親会社）

みずほインベスターズ

証券株式会社

（株式交換完全子会社）

 本件株式交換に係る

 割当ての内容
1 0.56

 本件株式交換により

 交付する株式数

普通株式：

322,951,927株（予定）

（注１）株式の割当比率

みずほインベスターズ証券株式会社の株式１株に対して、株式会社みずほフィナンシャルグループの普通

株式0.56 株を、交付いたします。

但し、当行が保有するみずほインベスターズ証券株式会社の株式（平成23年４月28日現在654,155,206

株）については、本件株式交換による株式の割当てを行いません。

（注２）本件株式交換により交付するみずほフィナンシャルグループ普通株式の数

当行は、本件株式交換に際して、本件株式交換により当行がみずほインベスターズ証券株式会社の発行済

株式（但し、当行の有するみずほインベスターズ証券株式会社の株式を除きます。）の全部を取得する時点

の直前時（以下「基準時」）におけるみずほインベスターズ証券株式会社の株主の皆さま（但し、当行を除

きます。）に対し、みずほインベスターズ証券株式会社の株式に代わる金銭等として、その有するみずほイ

ンベスターズ証券株式会社の株式１株に対して、株式会社みずほフィナンシャルグループの普通株式0.56

株の割合をもって、株式会社みずほフィナンシャルグループの普通株式を割り当てる予定です。また、みず

ほインベスターズ証券株式会社は、本件株式交換の効力発生日の前日までに開催する取締役会の決議によ

り、基準時の直前の時点までにみずほインベスターズ証券株式会社が保有することとなる自己株式（平成23

年３ 月31 日現在1,502,733 株）（なお、「自己株式」には、本件株式交換に関して行使される会社法第

785 条第１項に定める反対株主の株式買取請求に係る株式の買取りによってみずほインベスターズ証券株式

会社が取得する自己株式を含みます。）の全てを基準時の直前の時点をもって消却する予定です。よって、

本件株式交換により交付する株式会社みずほフィナンシャルグループの普通株式数については、みずほイン

ベスターズ証券株式会社による自己株式の取得及び消却等の理由により今後変更される可能性があります。

（３）株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

みずほインベスターズ証券株式会社は、新株予約権及び新株予約権付社債のいずれも発行しておりません。

３.株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等

（１）算定の基礎

本件株式交換における株式交換比率の算定については、その公正性・妥当性を担保するため、株式会社みずほ

フィナンシャルグループ及び当行はメリルリンチ日本証券株式会社を、みずほインベスターズ証券株式会社はJP

モルガン証券株式会社をそれぞれ第三者算定機関として選定いたしました。

メリルリンチ日本証券株式会社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ及びみずほインベスターズ証券株

式会社の市場株価の動向を勘案した市場株価分析、並びに、両社の事業内容、業績内容や予想等を勘案した類似

企業比較分析及びDDM 分析を実施し、各社の１株当たり株式価値の算定及びかかる算定結果に基づく株式会社み

ずほフィナンシャルグループ及びみずほインベスターズ証券株式会社の株式交換比率の評価を実施しました。

株式会社みずほフィナンシャルグループ及び当行の取締役会は、メリルリンチ日本証券株式会社より、平成23

年４月28日付にて、株式会社みずほフィナンシャルグループ及びみずほインベスターズ証券株式会社の株式交換

比率算定書の提出を受けました（なお、メリルリンチ日本証券株式会社より、平成23 年４月28 日付にて、株式

会社みずほフィナンシャルグループ及び当行の取締役会は、一定の前提条件のもとに、本件株式交換に係る株式

交換比率が財務的見地から公正である旨の意見書を取得しております。また、株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ及び当行の取締役会は、メリルリンチ日本証券株式会社から、分析及び意見の前提条件・免責事項に関し

て補足説明を受けております。その詳細は、末尾の（注１）の記載をご参照ください。）。

　市場株価分析については、(1)平成23年４月22日（以下「基準日①」）を基準として、基準日①の株価終値、基

準日①から１ヶ月前、３ヶ月前及び６ヶ月前までのそれぞれの期間の株価終値の平均値、並びに(２) 株式会社み

ずほフィナンシャルグループ傘下の上場子会社（みずほ信託銀行株式会社、みずほ証券株式会社及びみずほイン

ベスターズ証券株式会社）の完全子会社化に関する憶測報道がなされた平成23年２月26日の前営業日である平成

23年２月25日（以下「基準日②」）を基準として、基準日②の株価終値、基準日②から１ヶ月前、３ヶ月前及び

６ヶ月前までのそれぞれの期間の株価終値の平均値が算定の基礎とされました。メリルリンチ日本証券株式会社

が株式会社みずほフィナンシャルグループ及びみずほインベスターズ証券株式会社のそれぞれの１株当たり株式
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価値の算定にあたって使用した主要な評価方法並びにかかる１株当たり株式価値の算定結果に基づく株式交換比

率の評価レンジは以下のとおりです（以下の株式交換比率の評価レンジは、みずほインベスターズ証券株式会社

の普通株式１株に割り当てる株式会社みずほフィナンシャルグループの普通株式の数の評価レンジを記載したも

のです。なお、株式会社みずほフィナンシャルグループ及び当行は、メリルリンチ日本証券株式会社によるDDM分

析の前提として同社に提出した株式会社みずほフィナンシャルグループ及びみずほインベスターズ証券株式会社

の各利益計画において、大幅な増減益を見込んでおりません（但し、みずほインベスターズ証券株式会社の特定

の事業年度に係る税効果によるものは除きます。）。）。

採用手法 株式交換比率の評価レンジ

市場株価分析

（基準日①）
0.54～0.59

市場株価分析

（基準日②）
0.52～0.59

類似企業比較分析 0.25～0.57

DDM分析 0.20～0.79

なお、メリルリンチ日本証券株式会社は、当該意見書の提出及びその基礎となる各１株当たり株式価値分析の

実施に際し、株式会社みずほフィナンシャルグループ、当行及びみずほインベスターズ証券株式会社から提供を

受けた情報並びに公開情報につき、独自の検証を行うことなく、全て正確かつ完全であることを前提とし、それ

らの正確性及び完全性に依拠しております。また、メリルリンチ日本証券株式会社は、株式会社みずほフィナン

シャルグループ及び当行の、それぞれの指示に基づき、株式会社みずほフィナンシャルグループ及びみずほイン

ベスターズ証券株式会社の事業、業務、財務状況及び見通しに関する情報について、それらが合理的な根拠に基

づいて作成されており、かつ、株式会社みずほフィナンシャルグループ、当行及びみずほインベスターズ証券株

式会社のそれぞれの経営陣の現時点で入手可能な最善の予測と誠実な判断を反映したものであることを前提とし

ております。

メリルリンチ日本証券株式会社の当該意見書及び分析は当該意見書又は分析の日付現在の金融条件、経済条

件、為替条件、市場条件その他の条件を前提としており、同日現在においてメリルリンチ日本証券株式会社が入

手可能な情報に基づくものです。クレジット市場、金融市場及び株式市場においては異常に不安定な状況が継続

しておりますが、メリルリンチ日本証券株式会社は、かかる不安定な状況が株式会社みずほフィナンシャルグ

ループ、当行及びみずほインベスターズ証券株式会社並びに本件株式交換に与える潜在的影響について意見又は

見解を述べるものではありません。メリルリンチ日本証券株式会社は、当該意見書又は分析の日付以降に発生す

るいかなる事情、変化又は事由に基づき、その意見又は分析を更新し、改訂し又は再確認する責任を負うもので

はありません。

メリルリンチ日本証券株式会社は、本件株式交換に関し、株式会社みずほフィナンシャルグループ及び当行の財

務アドバイザーであり、そのサービスに対し、株式会社みずほフィナンシャルグループ及び当行からその全額につ

いて本件株式交換の完了を条件とする手数料を受領いたします。

（２）算定の経緯

株式会社みずほフィナンシャルグループ、当行及びみずほインベスターズ証券株式会社は、上記各第三者算定

機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果を参考に、かつ、株式会社みずほフィナンシャルグループ及びみ

ずほインベスターズ証券株式会社の財務状況、業績動向、株価動向等を勘案の上、交渉・協議を重ねた結果、株

式会社みずほフィナンシャルグループ及び当行は、上記２(２)に記載の株式交換比率が株式会社みずほフィナン

シャルグループの株主の皆さまの利益に、みずほインベスターズ証券株式会社は、上記２(２)に記載の株式交換

比率がみずほインベスターズ証券株式会社の株主の皆さまの利益にそれぞれ資するものであるとの判断に至り、

株式会社みずほフィナンシャルグループ、当行及びみずほインベスターズ証券株式会社は、平成23年４月28日に

開催されたそれぞれの取締役会において、本件株式交換における株式交換比率を決議いたしました。

なお、算定の基礎となる諸条件に重要な変更が生じた場合には、株式会社みずほフィナンシャルグループ、当

行及びみずほインベスターズ証券株式会社が協議し合意の上、本件株式交換における株式交換比率を変更するこ

とがあります。
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（３）第三者算定機関との関係

第三者算定機関であるメリルリンチ日本証券株式会社及びJP モルガン証券株式会社は、いずれも、株式会社み

ずほフィナンシャルグループ、当行及びみずほインベスターズ証券株式会社の関連当事者には該当せず、本件株

式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。　

４.本件株式交換後の株式交換完全親会社等の状況

　
割当を行う

有価証券の発行者

本件株式交換後の

株式交換完全親会社

名称  株式会社みずほフィナ

 ンシャルグループ

 株式会社みずほ銀行

　

所在地  東京都千代田区丸の内

 二丁目5番1号

 東京都千代田区内幸町

 一丁目1番5号

代表者の役職・氏名  取締役社長　佐藤　康博  取締役頭取　塚本　隆史

事業の内容  銀行持株会社  銀行業

資本金

（平成23年3月31日現在）

 2,181,375百万円  700,000百万円

（注１）

メリルリンチ日本証券株式会社の分析及び意見書の作成は、株式会社みずほフィナンシャルグループ及び

当行の各取締役会が本件株式交換に係る株式交換比率の検討に関して使用することを唯一の目的に行われて

おり、上記の目的以外には、いかなる目的のためにも依拠又は使用することはできません。

メリルリンチ日本証券株式会社は各分析及び考慮した要因の重要性及び関連性についての定性的な判断を

行っているため、その分析は全体として考慮される必要があり、一部の分析結果の表明の形で抽出すること

は、そのような分析及び意見の基礎をなす過程についての誤解を招くおそれがあります。分析を行うにあた

り、メリルリンチ日本証券株式会社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ及びみずほインベスターズ

証券株式会社並びにこれらの関係会社、業界の業績及び規制環境、事業活動、経済、市場及び財務の情勢等

について多数の前提を置いており、その多くは株式会社みずほフィナンシャルグループ、当行及びみずほイ

ンベスターズ証券株式会社にとって制御不能であり、かつ、複雑な方法論の適用及び経験則上の判断を伴っ

ています。

比較分析に用いたいかなる会社にも、株式会社みずほフィナンシャルグループ又はみずほインベスターズ

証券株式会社と同一のものはありません。このように、これらの分析及びその評価には本質的に重大な不確

実性が伴うものです。なお、メリルリンチ日本証券株式会社は、意見書の提出及び分析の実施に際し、株式

会社みずほフィナンシャルグループの発行している第十一回第十一種優先株式につき、一定の前提に基づき

普通株式に転換されることによる希薄化を考慮しております。

メリルリンチ日本証券株式会社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ若しくはみずほインベスター

ズ証券株式会社又はそれらの関係会社の個別の資産又は負債（偶発債務、貸倒引当金を含みます。）につい

て鑑定、評価を行っておらず、それらの財産又は設備の実地の見分を行う義務を負っておりません。

また、破産、支払不能又はこれらに類似する事項に関するいかなる法律のもとでも株式会社みずほフィナ

ンシャルグループ又はみずほインベスターズ証券株式会社の支払能力又は公正価値について評価を行ってお

りません。さらに、本件株式交換に付随・関連する他の取引（上記「１.株式交換の目的」に記載の各取引

を含みます。）に関しても、上記意見書においては何ら意見を述べておらず、また、上記の分析の実施に際

し、株式会社みずほフィナンシャルグループ及び当行の了解に基づき、かかる取引による影響を勘案してお

りません。また、メリルリンチ日本証券株式会社は、本件株式交換につき、株式会社みずほフィナンシャル

グループ及び当行の了解する一定の会計・税務上の処理が行われること、本件株式交換が重要な合意事項の

変更なくその条件に従い実行されること、及び、当局から排除措置又は変更措置等の制限が課されることに

より、本件株式交換に悪影響を与えないことを前提としております。

株式会社みずほフィナンシャルグループ及び当行は、メリルリンチ日本証券株式会社の関与から発生する

一定の責任に関して、同社に補償することを合意しています。メリルリンチ日本証券株式会社の究極の親会

社であるバンク・オブ・アメリカ・コーポレーション及びその関係会社は、フルサービスの証券会社・商業

銀行であり、本件株式交換に係る財務アドバイザリー・サービスとは別に、株式会社みずほフィナンシャル

グループ、当行及びみずほインベスターズ証券株式会社に対して投資銀行サービス、商業銀行サービス等の

金融サービスを提供し、これに関して手数料を受領することがあります。メリルリンチ日本証券株式会社及

びその関係会社は、通常の業務において、自己又は顧客の勘定で、株式会社みずほフィナンシャルグルー

プ、当行及びみずほインベスターズ証券株式会社の株式等の金融商品につき投資、ロング又はショート・ポ

ジションの保有等を行う可能性があります。

　メリルリンチ日本証券株式会社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ又は当行による本件株式交換

の実行決定の是非について意見を述べるものではなく、株式会社みずほフィナンシャルグループ以外の者に
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とっての公正性又はその他の考慮事項について意見を述べておりません。また、本件株式交換の発表後又は

完了後の株式会社みずほフィナンシャルグループ又はみずほインベスターズ証券株式会社の株式価格又はそ

の売買の是非について意見を表明するものではなく、本件株式交換又は関連事項について、株主がどのよう

に議決権を行使し又は行動すべきかについて何ら意見を述べ又は推奨するものでありません。

　

６【研究開発活動】

　該当ありません。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　平成22年度における当行及び連結子会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況につきましては以下

の通りと分析しております。なお、本項における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断した

ものであり、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

１．業績の状況

　

（財政状態及び経営成績の分析）

（１）総論

　みずほフィナンシャルグループの収益状況は、顧客部門収益が非金利収支を中心に増加したこと、与信関係費用

が取引先の資金ニーズに応えつつ適切な与信管理に努めた結果改善したこと等により、連結経常利益が前連結会計

年度比2,613億円増加し5,884億円となり、連結当期純利益は同1,738億円増加して4,132億円となりました。当行及

び連結子会社につきましては以下の通りです。

〔収益状況〕

　連結経常収益は、貸出金利回りの低下等により資金運用収益が減少したこと等により、前連結会計年度比743

億円減少し、１兆1,403億円となりました。連結経常費用は、金利低下により資金調達費用が減少したこと、与

信関係費用が改善したこと等により、前連結会計年度比1,975億円減少し、9,713億円となりました。この結果、

連結経常利益は前連結会計年度比1,231億円増加の1,690億円、連結当期純利益は同843億円増加の1,400億円とな

りました。

 

〔金利・非金利収支の状況〕

①金利収支の状況

　資金利益は、預貸金利回差の縮小等により前連結会計年度比271億円減少し、6,144億円となりました。

 

②非金利収支の状況

　役務取引等利益は、投信関連手数料が増加したこと等により前連結会計年度比18億円増加し、1,796億円と

なりました。
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（２）経営成績の分析

〔損益の状況〕

前連結会計年度及び当連結会計年度における損益状況は以下の通りです。

（図表１）

  

前連結会計年度
（自　平成21年

４月１日
至　平成22年
３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年

４月１日
至　平成23年
３月31日）

比較

  金額（億円） 金額（億円） 金額（億円）

連結粗利益 ① 9,004 9,093 89

資金利益  6,416 6,144 △271

役務取引等利益  1,778 1,796 18

特定取引利益  691 819 128

その他業務利益  118 332 213

営業経費 ② △6,807 △6,563 244

人件費  △3,294 △3,060 233

物件費  △3,194 △3,180 14

税金  △318 △321 △3

不良債権処理額

（含：一般貸倒引当金純繰入額）
③ △1,569 △703 866

株式関係損益 ④ △63 △82 △19

持分法による投資損益 ⑤ 4 6 2

その他 ⑥ △109 △60 48

経常利益（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥） ⑦ 458 1,690 1,231

特別損益 ⑧ 224 172 △51

うち貸倒引当金戻入益等  ⑧' 277 222 △55

税金等調整前当期純利益（⑦＋⑧） ⑨ 682 1,863 1,180

法人税、住民税及び事業税 ⑩ △54 △22 32

法人税等調整額 ⑪ △67 △238 △170

少数株主損益調整前当期純利益

（⑨＋⑩＋⑪）
⑫ 560 1,602 1,041

少数株主損益 ⑬ △2 △201 △198

当期純利益（⑫＋⑬） ⑭ 557 1,400 843

     

包括利益 ⑮ 2,710 973 △1,737

　 　 　 　 　

与信関係費用（③＋⑧'） ⑯ △1,292 △481 811

（注）費用項目につきましては△表記としております。
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①　連結粗利益

　連結粗利益は前連結会計年度に比べ89億円増加し、9,093億円となりました。項目ごとの収支は以下の通り

です。

（資金利益）

　資金利益は、預貸金利回差の縮小等により前連結会計年度比271億円減少し、6,144億円となりました。

（役務取引等利益）

　役務取引等利益は、投信関連手数料が増加したこと等により前連結会計年度比18億円増加し、1,796億円

となりました。

（特定取引利益・その他業務利益）

　特定取引利益は、前連結会計年度比128億円増加し、819億円となりました。その他業務利益は、前連結会

計年度比213億円増加し、332億円となりました。

②　営業経費

　営業経費は、退職給付費用を中心に前連結会計年度比244億円減少し、6,563億円となりました。

③　不良債権処理額（⑯与信関係費用）

　一般貸倒引当金純繰入額を加えた不良債権処理額に、特別利益に計上した貸倒引当金戻入益等を加算した与

信関係費用は、前連結会計年度に比べ811億円減少し481億円となりました。内訳は、貸出金償却等の不良債権

処理額が703億円に対し、特別利益に計上した貸倒引当金戻入益等が222億円であります。

④　株式関係損益

　株式関係損益は、株価下落に伴い償却を実施したこと等により前連結会計年度比19億円減少し、82億円の損

失計上となりました。

⑤　持分法による投資損益

　持分法による投資損益は、前連結会計年度に比べ２億円増加し、６億円の利益計上となりました。

⑥　その他

　その他は、前連結会計年度比48億円改善し、60億円の損失となりました。

⑦　経常利益

　以上の結果、経常利益は前連結会計年度比1,231億円増加し、1,690億円となりました。

⑧　特別損益

　特別損益は、前連結会計年度比51億円減少し、172億円の利益となりました。

⑨　税金等調整前当期純利益

　以上の結果、税金等調整前当期純利益は前連結会計年度比1,180億円増加し、1,863億円となりました。

⑩　法人税、住民税及び事業税

　法人税、住民税及び事業税は22億円となりました。

⑪　法人税等調整額

　法人税等調整額は238億円となりました。

⑫　少数株主損益調整前当期純利益

　少数株主損益調整前当期純利益は、前連結会計年度に比べ1,041億円増加し、1,602億円となりました。

⑬　少数株主損益

　少数株主損益（利益）は、前連結会計年度に比べ198億円増加し、201億円となりました。

⑭　当期純利益（⑮包括利益）

　以上の結果、当期純利益は、前連結会計年度比843億円増加し、1,400億円となりました。また、包括利益

は、前連結会計年度比1,737億円減少し、973億円となりました。
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－参考－

（図表２）損益状況（単体）

 

前事業年度
（自　平成21年

４月１日
至　平成22年
３月31日）

当事業年度
（自　平成22年

４月１日
至　平成23年
３月31日）

比較

 金額（億円） 金額（億円） 金額（億円）

業務粗利益 8,188 8,092 △95

資金利益 6,129 5,717 △411

役務取引等利益 1,483 1,478 △5

特定取引利益 431 551 120

その他業務利益 143 345 201

経費（除く臨時処理分） △5,703 △5,547 156

業務純益（一般貸倒引当金純繰入前） 2,484 2,545 60

臨時損益等 △1,596 △1,160 435

うち不良債権処理額 △1,116 △530 585

うち株式関係損益 △6 △83 △76

経常利益 888 1,384 496

特別損益 210 333 123

当期純利益 960 1,498 538

 

与信関係費用 △705 △153 551
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〔セグメント情報〕

　当連結会計年度から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び「セグメント情報等の開示に関する

会計基準の適用指針」を適用しております。

　上記基準及び適用指針の適用に伴い、従来の経常利益に代えて、業務粗利益及び業務純益を開示しておりま

す。　

　なお、詳細につきましては、第５経理の状況、１．連結財務諸表等、(1)連結財務諸表の（セグメント情報

等）に記載しております。

　

①当連結会計年度　

（図表３）報告セグメントごとの業務粗利益及び業務純益の金額に関する情報　

　

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

金額(億円)

業務粗利益 業務純益

みずほ銀行 8,092 2,545

　

個人部門 2,828 451

法人部門 3,918 1,681

市場部門・その他 1,346 413

みずほインベスターズ証券グループ 503 93

その他 496 242

合計 9,093 2,881

* 業務純益は、一般貸倒引当金繰入前の計数であります。

　

②前連結会計年度　

（図表４）報告セグメントごとの業務粗利益及び業務純益の金額に関する情報　

　

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

金額(億円)

業務粗利益 業務純益

みずほ銀行 8,188 2,484

　

個人部門 2,885 427

法人部門 3,929 1,640

市場部門・その他 1,374 417

みずほインベスターズ証券グループ 476 76

その他 339 245

合計 9,004 2,807

* 業務純益は、一般貸倒引当金繰入前の計数であります。
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（図表５）事業の種類別セグメント情報（経常利益の内訳）

 
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

 
金額
（億円）

銀行業 385

証券業 241

その他事業 △170

計 455

消去または全社 2

経常利益 458

* 各事業の主な内容は以下の通りであります。

銀行業…………銀行業

証券業…………証券業

その他事業……ファクタリング業、ベンチャーキャピタル業等

　

　

（３）財政状態の分析

　前連結会計年度末及び当連結会計年度末における財政状態のうち、主なものは以下の通りです。

（図表６）

  
前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

当連結会計年度末
（平成23年３月31日）

比較

  金額（億円） 金額（億円） 金額（億円）

資産の部  728,388 747,819 19,430

うち有価証券  194,396 196,507 2,111

うち貸出金  324,265 333,404 9,139

負債の部  708,022 723,000 14,977

うち預金  557,184 562,223 5,038

うち譲渡性預金  17,317 7,612 △9,705

うち債券  8,218 7,409 △809

純資産の部  20,366 24,819 4,452

株主資本合計  14,310 19,403 5,092

その他の包括利益累計額合計  1,231 603 △627

少数株主持分  4,824 4,812 △12
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〔資産の部〕

①　有価証券

（図表７）

  
前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

当連結会計年度末
（平成23年３月31日）

比較

  金額（億円） 金額（億円） 金額（億円）

有価証券  194,396 196,507 2,111

国債  150,908 147,843 △3,064

地方債  1,326 1,562 235

社債  21,836 27,150 5,314

株式  8,762 8,270 △491

その他の証券  11,562 11,680 117

　有価証券は19兆6,507億円と、社債を主因に前連結会計年度末に比べ2,111億円増加しております。

②　貸出金

（図表８）

  
前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

当連結会計年度末
（平成23年３月31日）

比較

  金額（億円） 金額（億円） 金額（億円）

貸出金  324,265 333,404 9,139

（単体）

  
前事業年度末

（平成22年３月31日）
当事業年度末

（平成23年３月31日）
比較

  金額（億円） 金額（億円） 金額（億円）

貸出金  324,676 333,762 9,086

中小企業等貸出金 ＊ 237,605 235,414 △2,191

うち居住用住宅ローン  100,161 102,681 2,519

＊中小企業等とは、資本金３億円（ただし、卸売業は１億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は５千万円）以下の会社

又は常用する従業員が300人（ただし、卸売業、物品賃貸業等は100人、小売業、飲食業は50人）以下の企業等であり

ます。

 

　貸出金は33兆3,404億円と、前連結会計年度末に比べ9,139億円増加しております。

  また、当行単体の貸出金残高は33兆3,762億円と前事業年度末に比べ9,086億円増加しております。

　なお、当行単体の中小企業等貸出金残高は、前事業年度末に比べ2,191億円減少して23兆5,414億円、うち居住用住宅

ローンは、同2,519億円増加して10兆2,681億円となっております。

-62-



　貸出金のうち、連結ベースのリスク管理債権額は以下の通りです。

（図表９）

  
前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

当連結会計年度末
（平成23年３月31日）

比較

  金額（億円） 金額（億円） 金額（億円）

破綻先債権  518 311 △207

延滞債権  5,187 5,318 130

３ヵ月以上延滞債権  91 249 158

貸出条件緩和債権  2,846 3,321 474

合計  8,644 9,200 555

     

貸出金に対する割合（％）  2.66 2.75 0.09

　当連結会計年度末の連結ベースのリスク管理債権残高は、破綻先債権が減少する一方で、貸出条件緩和債権等が増加し

たことにより、前連結会計年度末比555億円増加し、9,200億円となりました。その結果、貸出金に対するリスク管理債権

の割合は0.09ポイント上昇し、2.75％となっております。

　なお、不良債権（当行単体）に関しては、後段（４）で詳細を分析しております。

〔負債の部〕

①　預金

（図表10）

  
前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

当連結会計年度末
（平成23年３月31日）

比較

  金額（億円） 金額（億円） 金額（億円）

預金  557,184 562,223 5,038

譲渡性預金  17,317 7,612 △9,705

（単体）

  
前事業年度末

（平成22年３月31日）
当事業年度末

（平成23年３月31日）
比較

  金額（億円） 金額（億円） 金額（億円）

預金  557,253 562,072 4,819

個人  333,695 340,223 6,528

一般法人  189,890 190,340 450

金融機関・政府公金  33,668 31,508 △2,159

＊特別国際金融取引勘定分を含まない、本支店間未達勘定整理前の計数です。

　預金は、普通預金の増加を主因に前連結会計年度末比5,038億円増加の56兆2,223億円となっております。譲渡性預金は

7,612億円と前連結会計年度末に比べ9,705億円減少しております。

　なお、当行単体の預金者別預金残高は、前事業年度末に比べ個人が6,528億円の増加、一般法人が450億円の増加、金融

機関・政府公金が2,159億円の減少となっております。
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②　債券

（図表11）

  
前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

当連結会計年度末
（平成23年３月31日）

比較

  金額（億円） 金額（億円） 金額（億円）

債券  8,218 7,409 △809

利付債券  8,218 7,409 △809

　債券は7,409億円と、前連結会計年度末比809億円減少しております。

〔純資産の部〕

（図表12）

  
前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

当連結会計年度末
（平成23年３月31日）

比較

  金額（億円） 金額（億円） 金額（億円）

純資産の部合計  20,366 24,819 4,452

株主資本合計  14,310 19,403 5,092

資本金  7,000 7,000 －

資本剰余金  6,814 10,572 3,758

利益剰余金  495 1,830 1,334

その他の包括利益累計額合計  1,231 603 △627

その他有価証券評価差額金  △34 △528 △494

繰延ヘッジ損益  173 40 △133

土地再評価差額金  1,089 1,088 △0

為替換算調整勘定  3 3 △0

少数株主持分  4,824 4,812 △12

　当連結会計年度末の純資産の部合計は２兆4,819億円となりました。主な変動は以下の通りです。

　資本剰余金は、自己株式の処分により前連結会計年度末比3,758億円増加し、１兆572億円となりました。

　利益剰余金は、当期純利益1,400億円を計上したこと等により、前連結会計年度末比1,334億円増加し1,830億円となり

ました。

　その他有価証券評価差額金は、前連結会計年度末比494億円減少し△528億円、少数株主持分は、同12億円減少の4,812

億円となりました。
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（４）不良債権に関する分析（単体）

①残高に関する分析（金融再生法開示債権）

（図表13）

  
前事業年度末

（平成22年３月31日）
当事業年度末

（平成23年３月31日）
比較

  金額（億円） 金額（億円） 金額（億円）

破産更生債権及びこれらに準ずる

債権
 1,897 1,757 △139

危険債権  4,032 4,044 12

要管理債権  2,567 2,696 129

小計（要管理債権以下） (A） 8,497 8,498 1

正常債権  339,178 347,037 7,858

合計 (B） 347,676 355,535 7,859

(A）／(B）（％）  2.44 2.39 △0.05

　当事業年度末の不良債権残高（要管理債権以下）は、破産更生債権及びこれらに準ずる債権の減少、危険債権及び要管

理債権の増加により、前事業年度末に比べ1億円増加し、8,498億円となりました。一方、正常債権が前事業年度末に比べ

7,858億円増加したことにより、不良債権比率は0.05ポイント低下し、2.39％となっております。
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②保全に関する分析

　前事業年度末及び当事業年度末における金融再生法開示債権（要管理債権以下）の保全及び引当の状況は、以

下の通りであります。

（図表14）

  
前事業年度末

(平成22年３月31日)
当事業年度末

(平成23年３月31日)
比較

  金額（億円） 金額（億円） 金額（億円）

破産更生債権及びこれらに準ずる債

権
(A) 1,897 1,757 △139

うち担保・保証 (B) 1,832 1,701 △131

うち引当金 (C) 65 56 △8

信用部分に対する引当率 (C)／((A)－(B)) 100.0 ％ 100.0 ％ －

保全率 ((B)＋(C))／(A) 100.0 ％ 100.0 ％ －

危険債権 (A) 4,032 4,044 12

うち担保・保証 (B) 2,327 2,313 △13

うち引当金 (C) 1,149 1,131 △17

信用部分に対する引当率 (C)／((A)－(B)) 67.4 ％ 65.4 ％ △2.0 ％

保全率 ((B)＋(C))／(A) 86.2 ％ 85.1 ％ △1.0 ％

要管理債権 (A) 2,567 2,696 129

うち担保・保証 (B) 746 862 115

うち引当金 (C) 612 536 △75

信用部分に対する引当率 (C)／((A)－(B)) 33.6 ％ 29.2 ％ △4.3 ％

保全率 ((B)＋(C))／(A) 52.9 ％ 51.8 ％ △1.0 ％

　破産更生債権及びこれらに準ずる債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証等による回収見込額を

控除した残額全額を個別貸倒引当金として計上、ないしは直接償却を実施しております。その結果、信用部分に対する引

当率、保全率はともに100％となっております。

　危険債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証等による回収見込額を控除した残額のうち、債務者の

支払能力を総合的に判断して算定した金額を個別貸倒引当金等として計上しております。なお、与信額が一定額以上の大

口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権につ

いては、キャッシュ・フロー見積法（ＤＣＦ法）を適用しております。以上の結果、信用部分に対する引当率は2.0ポイ

ント低下し65.4％に、保全率も1.0ポイント低下し85.1％となっております。

　要管理債権については、債権額に、今後３年間の倒産確率に基づき算定した予想損失率を乗じた金額を一般貸倒引当金

として計上しております。なお、与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係る

キャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、キャッシュ・フロー見積法（ＤＣＦ法）を適用して

おります。以上の結果、信用部分に対する引当率は4.3ポイント低下し29.2％に、保全率は1.0ポイント低下し51.8％と

なっております。

　上記債権以外の債権に対する引当率は、以下の通りであります。

（図表15）

  
前事業年度末

（平成22年３月31日）
当事業年度末

（平成23年３月31日）
比較

要管理先債権以外の要注意先債

権（％）
 4.65 4.28 △0.37

正常先債権（％）  0.25 0.23 △0.02
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（５）自己資本比率に関する分析

（図表16）連結自己資本比率（国内基準）

  
前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

当連結会計年度末
（平成23年３月31日）

比較

  金額（億円） 金額（億円） 金額（億円）

基本的項目（TierⅠ） ① 18,662 23,747 5,084

資本金  7,000 7,000 －

資本剰余金  6,814 10,572 3,758

利益剰余金  494 1,830 1,335

社外流出予定額  △66 △0 66

その他有価証券の評価差損  － － －

為替換算調整勘定  3 3 △0

連結子法人等の少数株主持分  4,741 4,735 △6

のれん相当額  △13 － 13

証券化取引に伴い増加した自

己資本相当額
 △26 △20 5

期待損失が適格引当金を上回

る額の50％相当額
 △285 △373 △88

補完的項目（TierⅡ）  13,065 11,295 △1,769

（うち自己資本への算入額） ② (13,065) (11,295) (△1,769)

土地の再評価額と再評価の直

前の帳簿価額の差額の45％相

当額

 838 837 △0

一般貸倒引当金  17 21 3

負債性資本調達手段等  12,209 10,436 △1,773

控除項目 ③ 682 934 252

自己資本額（①＋②－③） ④ 31,046 34,108 3,062

リスク・アセット等 ⑤ 240,992 228,688 △12,304

連結自己資本比率

（国内基準）（④／⑤）

TierⅠ比率（①／⑤）

 

 

12.88％

7.74％

 

14.91％

10.38％

 

2.03％

2.64％

　連結ベースの自己資本額は、自己株式の処分による資本剰余金の増加ならびに連結当期純利益計上による利益剰余金の

増加等により、前連結会計年度末に比べ3,062億円増加し、３兆4,108億円となりました。一方、リスク・アセット等は、

前連結会計年度末に比べ１兆2,304億円減少し、22兆8,688億円となりました。この結果、連結自己資本比率（国内基準）

は前連結会計年度末に比べ2.03ポイント上昇し14.91％に、TierⅠ比率は2.64ポイント上昇し10.38％となっております。
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２．キャッシュ・フローの状況

前連結会計年度及び当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。

（図表17）

 

前連結会計年度
（自　平成21年

４月１日
至　平成22年
３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年

４月１日
至　平成23年
３月31日）

比較

 金額（億円） 金額（億円） 金額（億円）

営業活動によるキャッシュ・フロー 75,066 19,436 △55,630

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,928 1,734 76,662

財務活動によるキャッシュ・フロー 646 2,252 1,606

　営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の増加等を反映し１兆9,436億円の収入となりました。投資活動による

キャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等を反映し1,734億円の収入となりました。また、財務活動による

キャッシュ・フローは、自己株式の処分による収入等を反映し2,252億円の収入となりました。

　以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比２兆3,420億円増加して、３兆9,726

億円となりました。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度の設備投資につきましては、主要なものとして当行は事務・システムセンター関係並びに営業店へ

の投資を行いました。また既存店舗及びその他の施設について、諸施設の更新、保守に努めました。この結果、当連

結会計年度の総投資額は677億円となりました。

　

２【主要な設備の状況】

　当連結会計年度末における主要な設備の状況は次のとおりであります。

（みずほ銀行）

企画管理部門（本部・本店・事務センター）

 会社名 店舗名その他 所在地
設備の内
容

土地 建物 動産等 合計 従業
員数
（人）

面積
（㎡）

帳簿価額（百万円）

当行

－ 本部・本店 東京地区
本部・店

舗
－ － 6,604 7,287 13,891 4,181

－

東京事務セン

ター

ほか４物件

東京地区ほか
事務セン

ター
74,259 89,324 109,459 37,427 236,211 （注）1

業務部門（営業店）

 会社名 店舗名その他 所在地
設備の内
容

土地 建物 動産等 合計 従業
員数
（人）

面積
（㎡）

帳簿価額（百万円）

当行

―
丸之内支店

ほか212店
東京地区 店舗

87,792

(5,738)
113,566 68,499 12,941 195,006 7,265

―
横浜支店

ほか124店

関東地区

（除く東京地区）
店舗

66,195

(7,161)
60,224 30,005 7,093 97,322 3,419

―
札幌支店

ほか4店
北海道地区 店舗

4,130

(1,187)
1,099 1,253 271 2,623 171

―
仙台支店

ほか8店
東北地区 店舗 9,971 6,755 2,937 441 10,135 281

―
新潟支店

ほか6店

北陸・甲信越地

区
店舗 6,261 6,394 1,357 252 8,004 262

―
名古屋支店

ほか16店
東海地区 店舗 8,365 8,393 3,802 829 13,024 581

―
大阪支店

ほか33店
大阪地区 店舗

20,094

(1,546)
15,777 10,932 2,464 29,173 1,383

―
神戸支店

ほか21店

近畿地区

（除く大阪地区）
店舗

23,999

(202)
29,808 10,754 1,007 41,570 674

―
広島支店

ほか8店
中国地区 店舗 　6,570 6,289 1,750 359 8,399 228

―
高松支店

ほか4店
四国地区 店舗 4,447 4,366 391 204 4,962 140

―
福岡支店

ほか11店
九州・沖縄地区 店舗 11,421 12,596 2,048 459 15,103 384

　

（みずほインベスターズ証券グループ）

 会社名 店舗名その他 所在地
設備の内
容

土地 建物 動産等 合計 従業
員数
（人）

面積
（㎡）

帳簿価額（百万円）

国内連

結子会

社

みずほインベ

スターズ証券

株式会社

本社ほか 東京地区ほか
事務所店

舗ほか

7,816

(6,938)
1,930 2,222 3,364 7,517 2,202
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（その他）

 会社名 店舗名その他 所在地
設備の内
容

土地 建物 動産等 合計 従業
員数
（人）

面積
（㎡）

帳簿価額（百万円）

国内連

結子会

社

みずほ信用保

証株式会社
本社ほか 東京地区ほか

事務所店

舗ほか

352 

    (0)
700 128 165 994 202

国内連

結子会

社

みずほファク

ター株式会社
本社ほか 東京地区ほか

事務所店

舗ほか
－ － 99 87 186 132

国内連

結子会

社

みずほキャピ

タル株式会社
本社ほか 東京地区ほか

事務所　

ほか
12 1 104 45 151 51

　（注）１．当行の主要な設備のうち業務部門の本部機構設備は企画管理部門（本部）に含めて計上しております。ま

た、企画管理部門の東京事務センターほか４物件の従業員数については、本部・本店の従業員数に含めて計

上しております。

２．土地の面積欄の（　）内は、借地の面積（うち書き）であり、その年間賃借料は建物等も含め52,280百万円

であります。

３．動産等にはリース資産を含めて記載しております。そのうち動産は、事務機械50,851百万円、その他11,419

百万円であります。

４．当行の国内代理店44か所、外貨両替業務を主とした出張所（成田空港3か所、関西国際空港2か所、羽田空港

3か所）、店舗外外貨自動両替機（成田空港4か所）、店舗外現金自動設備（1,243か所、共同設置分33,675

か所は除く）の帳簿価額は上記に含めて記載しております。

５．上記には、連結子会社以外に貸与している土地、建物が含まれており、その内容は次のとおりであります。

東京地区 土地 17,658百万円 （11,140㎡）、 建物 7,208百万円

関東地区（除く東京地区） 土地 9,506百万円 （8,777㎡）、 建物 2,469百万円

北海道地区 土地 －百万円 （－㎡）、 建物 73百万円

東北地区 土地 407百万円 （725㎡）、 建物 24百万円

北陸・甲信越地区 土地 －百万円 （－㎡）、 建物 8百万円

東海地区 土地 1,240百万円 （641㎡）、 建物 286百万円

大阪地区 土地 4,819百万円 （5,332㎡）、 建物 386百万円

近畿地区（除く大阪地区） 土地 3,251百万円 （2,487㎡）、 建物 4,061百万円

中国地区 土地 －百万円 （－㎡）、 建物 90百万円

四国地区 土地 347百万円 （225㎡）、 建物 －百万円

九州・沖縄地区 土地 782百万円 （337㎡）、 建物 319百万円

６．上記の他、リース並びにレンタル契約による主な賃借設備は次のとおりであります。

(1）リース契約

（みずほ銀行）　

 会社名 事業（部門）の別 店舗名その他 所在地 設備の内容
従業員数
（人）

年間リース料
（百万円）

当行 －
銀行業

（企画管理部門ほか）
本店ほか 東京都千代田区ほか 車両 （2,830台) － 749

(2）レンタル契約

（みずほ銀行）　

 会社名 事業（部門）の別 店舗名その他 所在地 設備の内容
従業員数
（人）

年間レンタル料
（百万円）

当行 －
銀行業

（企画管理部門ほか）
本店ほか 東京都千代田区ほか 電算機ほか － 1,932
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３【設備の新設、除却等の計画】

　当連結会計年度において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,000,000

第四種優先株式 64,500

第五種優先株式 85,500

第十三種優先株式 3,000,000

計 23,150,000

（注）平成23年３月15日に臨時株主総会決議および種類株主総会決議をもって変更した当行定款第６条に次のとお

り　　規定しております。

      　「当銀行の発行可能株式総数は、2,315万株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、次のとおりと

する。ただし、株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式の数を減ずる。

　　　　　普通株式　　　　　　　  2,000万株

 　　　　 第四種の優先株式　　　６万4,500株

　　　　　第五種の優先株式　　　８万5,500株

　　　　　第十三種の優先株式　    　300万株」

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数(株)
(平成23年３月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成23年６月22日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,006,205 同左 ──

完全議決権株式

であり、当行に

おける標準とな

る株式

(注)１

第四回第四種

優先株式
64,500 同左 ── (注)１、２

第五回第五種

優先株式
85,500 同左 ── (注)１、３

第十回第十三

種優先株式
1,800,000 同左 ── (注)１、４

計 11,956,205 同左 ── ──

　（注）１．当行定款第８条において、株式の譲渡制限につき、次のとおり規定しております。

「当銀行の全部の種類の株式に関し、いずれの株式の譲渡による取得についても、取締役会の承認を受けなけ

ればならない。」

　なお、上記の各種類の株式について、単元株式数の定めおよび会社法第322条第２項に規定する定款の定め

はありません。

２．第四回第四種優先株式の内容は次のとおりであります。

　なお、本優先株式の議決権については、下記（5）「議決権条項」に記載するとおりであり、剰余金の配当

および残余財産の分配に関しては普通株式に優先する代わりに、議決権に関してはこれを制限する内容として

おります。

(1）優先配当金

①　優先配当金

　毎年３月31日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき年４万7,600円の金銭に

よる剰余金の配当（以下「優先配当金」という。）を行う。ただし、当該事業年度において下記に定める

優先中間配当金の全部または一部を支払ったときは、その額を控除した額とする。

②　非累積条項

　ある事業年度において、優先株主に対して優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足

額は翌事業年度以降に累積しない。

③　非参加条項

　優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。

④　優先中間配当金

　中間配当については、毎年９月30日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき２

万3,800円の金銭による剰余金の配当（以下「優先中間配当金」という。）を行う。
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(2）残余財産の分配

　残余財産の分配については、優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき200万円を支払

う。優先株主に対しては、上記200万円のほか残余財産の分配を行わない。

(3）取得請求権

①　取得を請求し得べき期間

　優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成23年３月15日以降とする。

②　取得の条件

　優先株主は、上記①の期間中、当銀行が優先株式を取得するのと引換えに下記(a)および(b)に定める取

得価額により、下記③の算式により算出された数の普通株式を交付することを請求することができる。

(a）当初取得価額

　当初取得価額は、191,100円とする。

(b）取得価額の調整

　取得価額は、当銀行が優先株式発行後、調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行ま

たは処分する場合その他一定の場合には、次に定める算式により調整される。

　 　 　 　
　

既発行

普通株式数

　

＋

新規発行

普通株式数
×
１株あたり

の払込金額

調整後

取得価額
＝
調整前

取得価額
×

調整前取得価額

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

　また、取得価額は、合併その他一定の場合にも調整される。

③　取得と引換えに交付すべき普通株式数

　優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

　

取得と引換えに交付

すべき普通株式数

　

＝

優先株主が取得を請求した優先株式の数

×2,035,700円

取得価額

　取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたっては、１株未満の端数を切り捨て、かかる端数に

ついて会社法第167条第３項に定める金銭の交付は行わない。

(4）取得条項

①　平成23年３月15日以降、取締役会の決議で別に定める日に、優先株式の全部または一部を取得し、当該

取得と引換えに下記の算式により算出された数の普通株式を交付することができる。

　

取得と引換えに交付

すべき普通株式数

　

＝

当銀行が取得する優先株式の数

×2,035,700円

取得価額

　取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、会社法第

234条の規定によりこれを取り扱う。取得価額とは、上記「(3）取得請求権」②(a)および(b)に定める取

得価額をいう。

②　優先株式の一部を取得するときは、抽選または按分比例の方法により行う。

(5）議決権条項

　優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が

定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその

総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議ある時までは議決権を有する。

(6）新株予約権等

　優先株式について、株式の併合または分割を行うことができる。

　優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権、新株予約権付社債または分離して譲渡することができ

る募集新株予約権および社債の割当てを受ける権利を与えず、新株予約権の無償割当ては行わない。

(7）優先順位

　第四種および第五種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、同順位と

し、第十三種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払に優先する。
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３．第五回第五種優先株式の内容は次のとおりであります。

　なお、本優先株式の議決権については、下記(5）「議決権条項」に記載するとおりであり、剰余金の配当お

よび残余財産の分配に関しては普通株式に優先する代わりに、議決権に関してはこれを制限する内容としてお

ります。

(1）優先配当金

①　優先配当金

　毎年３月31日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき年４万2,000円の金銭に

よる剰余金の配当（以下「優先配当金」という。）を行う。ただし、当該事業年度において下記に定める

優先中間配当金の全部または一部を支払ったときは、その額を控除した額とする。

②　非累積条項

　ある事業年度において、優先株主に対して優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足

額は翌事業年度以降に累積しない。

③　非参加条項

　優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。

④　優先中間配当金

　中間配当については、毎年９月30日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき２

万1,000円の金銭による剰余金の配当（以下「優先中間配当金」という。）を行う。

(2）残余財産の分配

　残余財産の分配については、優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき200万円を支払

う。優先株主に対しては、上記200万円のほか残余財産の分配を行わない。

(3）取得請求権

①　取得を請求し得べき期間

　優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成23年３月15日以降とする。

②　取得の条件

　優先株主は、上記①の期間中、当銀行が優先株式を取得するのと引換えに下記(a)および(b)に定める取

得価額により、下記③の算式により算出された数の普通株式を交付することを請求することができる。

(a）当初取得価額

　当初取得価額は、191,100円とする。

(b）取得価額の調整

　取得価額は、当銀行が優先株式発行後、調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行ま

たは処分する場合その他一定の場合には、次に定める算式により調整される。

　 　 　 　
　

既発行

普通株式数

　

＋

新規発行

普通株式数
×
１株あたり

の払込金額

調整後

取得価額
＝
調整前

取得価額
×

調整前取得価額

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

　また、取得価額は、合併その他一定の場合にも調整される。

③　取得と引換えに交付すべき普通株式数

　優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

　

取得と引換えに交付

すべき普通株式数

　

＝

優先株主が取得を請求した優先株式の数

×2,031,500円

取得価額

　取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたっては、１株未満の端数を切り捨て、かかる端数に

ついて会社法第167条第３項に定める金銭の交付は行わない。

(4）取得条項

①　平成23年３月15日以降、取締役会の決議で別に定める日に、優先株式の全部または一部を取得し、当該

取得と引換えに下記の算式により算出された数の普通株式を交付することができる。

　

取得と引換えに交付

すべき普通株式数

　

＝

当銀行が取得する優先株式の数

×2,031,500円

取得価額

　取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、会社法第

234条の規定によりこれを取り扱う。取得価額とは、上記「(3）取得請求権」②(a)および(b)に定める取

得価額をいう。

②　優先株式の一部を取得するときは、抽選または按分比例の方法により行う。
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(5）議決権条項

　優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が

定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその

総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議ある時までは議決権を有する。

(6）新株予約権等

　優先株式について、株式の併合または分割を行うことができる。

　優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権、新株予約権付社債または分離して譲渡することができ

る募集新株予約権および社債の割当てを受ける権利を与えず、新株予約権の無償割当ては行わない。

(7）優先順位

　第四種および第五種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、同順位と

し、第十三種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払に優先する。

４．第十回第十三種優先株式の内容は次のとおりであります。

　なお、本優先株式の議決権については、下記(5）「議決権条項」に記載するとおりであり、普通株式に対し

ては剰余金の配当および残余財産の分配に関して優先すること、第四種および第五種の優先株式に対しては剰

余金の配当および残余財産の分配に関して劣後する代わりに剰余金の配当利回りが高い内容となっていること

を踏まえて、議決権を有しない内容としております。

(1）優先配当金

①　優先配当金

　毎年３月31日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき年１万6,000円の金銭に

よる剰余金の配当（以下「優先配当金」という。）を行う。ただし、当該事業年度において下記に定める

優先中間配当金の全部または一部を支払ったときは、その額を控除した額とする。

②　非累積条項

　ある事業年度において、優先株主に対して優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不足

額は翌事業年度以降に累積しない。

③　非参加条項

　優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。

④　優先中間配当金

　中間配当については、毎年９月30日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき

8,000円の金銭による剰余金の配当（以下「優先中間配当金」という。）を行う。

(2）残余財産の分配

　残余財産の分配については、優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき20万円を支払う。

優先株主に対しては、上記20万円のほか残余財産の分配を行わない。

(3）取得請求権

①　取得を請求し得べき期間

　優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成23年３月15日以降とする。

②　取得の条件

　優先株主は、上記①の期間中、当銀行が優先株式を取得するのと引換えに下記(a)および(b)に定める取

得価額により、下記③の算式により算出された数の普通株式を交付することを請求することができる。

(a）当初取得価額

　当初取得価額は、191,100円とする。

(b）取得価額の調整

　取得価額は、当銀行が優先株式発行後、調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行ま

たは処分する場合その他一定の場合には、次に定める算式により調整される。　

　 　 　 　
　

既発行

普通株式数

　

＋

新規発行

普通株式数
×
１株あたり

の払込金額

調整後

取得価額
＝
調整前

取得価額
×

調整前取得価額

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

　また、取得価額は、合併その他一定の場合にも調整される。
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③　取得と引換えに交付すべき普通株式数

　優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。　

　

取得と引換えに交付

すべき普通株式数

　

＝

優先株主が取得を請求した優先株式の数

×212,000円

取得価額

　取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたっては、１株未満の端数を切り捨て、かかる端数に

ついて会社法第167条第３項に定める金銭の交付は行わない。

(4）取得条項

①　平成23年３月15日以降、取締役会の決議で別に定める日に、優先株式の全部または一部を取得し、当該

取得と引換えに下記の算式により算出された数の普通株式を交付することができる。

　

取得と引換えに交付

すべき普通株式数

　

＝

当銀行が取得する優先株式の数

×212,000円

取得価額

　取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、会社法第

234条の規定によりこれを取り扱う。取得価額とは、上記「(3）取得請求権」②(a)および(b)に定める取

得価額をいう。

②　優先株式の一部を取得するときは、抽選または按分比例の方法により行う。

(5）議決権条項

　株主総会において議決権を有しない。

(6）新株予約権等

　優先株式について、株式の併合または分割を行うことができる。

　優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権、新株予約権付社債または分離して譲渡することができ

る募集新株予約権および社債の割当てを受ける権利を与えず、新株予約権の無償割当ては行わない。

(7）優先順位

　第十三種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、第四種および第五種の

優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払に劣後する順位とする。

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当ありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当ありません。　

（４）【ライツプランの内容】

　該当ありません。
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（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数

（株）

発行済株式総数
残高

（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増減
額
（千円）

資本準備金残高
（千円）

平成18年８月１日
（注）１

50,937 6,061,984 ── 650,000,000 ── 762,345,829

平成20年３月14日
（注）２

518,403 6,580,387 ── 650,000,000 ── 762,345,829

平成20年３月25日
（注）３

△184,583 6,395,804 ── 650,000,000 ── 762,345,829

平成21年６月24日
（注）４

―― 6,395,804 ── 650,000,000 △321,638,404 440,707,425

平成21年８月31日
（注）５

1,000 6,396,804 50,000,000 700,000,000 50,000,000 490,707,425

平成23年３月22日
（注）６

3,592,839 9,989,643 ── 700,000,000 ── 490,707,425

平成23年３月28日
（注）７

1,966,562 11,956,205 ── 700,000,000 ── 490,707,425

（注）１．平成18年８月１日に第二回第二種優先株式43,000株を一斉取得し、それと引換えに普通株式93,937株を交付

しております。さらに取得した第二回第二種優先株式43,000株を同日消却しております。これにより、発行

済株式総数は50,937株増加しております。

２．平成20年３月14日に株主からの取得請求に基づき、第三回第二種、第六回第六種、第七回第七種、第八回第

八種および第九回第九種の各種優先株式全株合計184,583株を取得し、それと引換えに普通株式518,403株を

交付しております。これにより、発行済株式総数は518,403株増加しております。

３．平成20年３月14日付で取得した優先株式全株合計184,583株を、平成20年３月25日に消却しております。こ

れにより、発行済株式総数は184,583株減少しております。

４．資本準備金の減少は欠損てん補によるものであります。

５．有償　株主割当（普通株式 1,000株）　発行価格 100,000千円　資本組入額 50,000千円

６．平成23年３月22日に株主からの取得請求に基づき、第四回第四種、第五回第五種および第十回第十三種の各

種優先株式合計1,949,997株を取得し、それと引換えに普通株式3,592,839株を交付しております。これによ

り、発行済株式総数は3,592,839株増加しております。

７．平成23年３月28日に株主からの取得請求に基づき、第十回第十三種優先株式1,772,689株を取得し、それと

引換えに普通株式1,966,562株を交付しております。これにより、発行済株式総数は1,966,562株増加してお

ります。
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（６）【所有者別状況】

①　普通株式

 平成23年３月31日現在

区分
株式の状況

端株の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ── ── ── 1 ── ── ── 1 ──

所有株式数

（株）
── ── ── 10,006,205 ── ── ── 10,006,205 ──

所有株式数の

割合（％）
── ── ── 100.00 ── ── ── 100.00 ──

　

②　第四回第四種優先株式

 平成23年３月31日現在

区分
株式の状況

端株の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ── ── ── 1 ── ── 1 2 ──

所有株式数

（株）
── ── ── 1 ── ── 64,499 64,500 ──

所有株式数の

割合（％）
── ── ── 0.00 ── ── 100.00 100.00 ──

　(注)自己株式64,499株は、「個人その他」に記載しております。

　

③　第五回第五種優先株式

 平成23年３月31日現在

区分
株式の状況

端株の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ── ── ── 1 ── ── 1 2 ──

所有株式数

（株）
── ── ── 1 ── ── 85,499 85,500 ──

所有株式数の

割合（％）
── ── ── 0.00 ── ── 100.00 100.00 ──

　(注)自己株式85,499株は、「個人その他」に記載しております。

　

④　第十回第十三種優先株式

 平成23年３月31日現在

区分
株式の状況

端株の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ── ── ── 1 ── ── 1 2 ──

所有株式数

（株）
── ── ── 1 ── ── 1,799,999 1,800,000 ──

所有株式数の

割合（％）
── ── ── 0.00 ── ── 100.00 100.00 ──

　(注)自己株式1,799,999株は、「個人その他」に記載しております。
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（７）【大株主の状況】

 平成23年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社みずほフィナンシャ

ルグループ
東京都千代田区丸の内二丁目５番１号 10,006,208 83.69

計 ── 10,006,208 83.69

（注）当行は、自己株式として第四回第四種優先株式64,499株、第五回第五種優先株式85,499株および第十回第十三種

優先株式1,799,999株の計1,949,997株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合16.30％）を所有しております

が、上記大株主からは除外しております。

　

　なお、所有株式に係る議決権の個数の多い株主は以下のとおりであります。

 平成23年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数
（個）

総株主の議決権に
対する所有議決権
数の割合（％）

株式会社みずほフィナンシャ

ルグループ
東京都千代田区丸の内二丁目５番１号 10,006,205 100.00

計 ── 10,006,205 100.00
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成23年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 優先株式   1,950,000 ──
優先株式の内容は、

「１．株式等の状況」

「(1）株式の総数等」

「②発行済株式」

（注）２、３、４に記載

のとおりであります。

（注）

　 第四回第四種優先株式 64,500 ──

　 第五回第五種優先株式 85,500 ──

　 第十回第十三種優先株式 1,800,000 ──

議決権制限株式（自己株式等） ── ── ──

議決権制限株式（その他） ── ── ──

完全議決権株式（自己株式等） ── ── ──

 完全議決権株式（その他） 普通株式　10,006,205 10,006,205

完全議決権株式であり、

当行における標準となる

株式であります。

（注）

端株 ── ── ──

発行済株式総数 11,956,205 ── ──

総株主の議決権 ── 10,006,205 ──

　（注）　当行定款第８条において、株式の譲渡制限につき、次のとおり規定しております。

「当銀行の全部の種類の株式に関し、いずれの株式の譲渡による取得についても、取締役会の承認を受けなけ

ればならない。」

なお、上記の各種類の株式について、単元株式数の定めおよび会社法第322条第２項に規定する定款の定めは

ありません。

　

②【自己株式等】

 平成23年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

── ── ── ── ── ──

計 ── ── ── ── ──
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（９）【ストックオプション制度の内容】

　該当ありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第４号に該当する第四回第四種優先株式の取得

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当ありません。

　

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当ありません。

　

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（百万円）

当事業年度における取得自己株式（注） 64,499 ―

当期間における取得自己株式 ― ―

　（注）　当事業年度における取得自己株式は、平成23年３月22日に取得請求を受けた64,499株を取得したものでありま

す。この取得と引換えに当行普通株式687,078株を交付しているため、取得価額はありません。

　

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（百万円）

株式数（株）
処分価額の総額
（百万円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を

行った取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 64,499 － 64,499 －
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【株式の種類等】　会社法第155条第４号に該当する第五回第五種優先株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当ありません。

　

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当ありません。

　

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（百万円）

当事業年度における取得自己株式（注） 85,499 ―

当期間における取得自己株式 ― ―

　（注）　当事業年度における取得自己株式は、平成23年３月22日に取得請求を受けた85,499株を取得したものでありま

す。この取得と引換えに当行普通株式908,902株を交付しているため、取得価額はありません。

　

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（百万円）

株式数（株）
処分価額の総額
（百万円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を

行った取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 85,499 － 85,499 －
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【株式の種類等】　会社法第155条第４号に該当する第十回第十三種優先株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当ありません。

　

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当ありません。

　

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（百万円）

当事業年度における取得自己株式（注） 3,572,688 ―

当期間における取得自己株式 ― ―

　（注）　当事業年度における取得自己株式は、平成23年３月22日に取得請求を受けた1,799,999株と、当該株式のうち

自己株式処分を行った後に、平成23年３月28日に取得請求を受けた1,772,689株を合計したものであります。

これらの取得と引換えに当行普通株式3,963,421株を交付しているため、取得価額はありません。

　

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（百万円）

株式数（株）
処分価額の総額
（百万円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 1,772,689 375,810 － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を

行った取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 1,799,999 － 1,799,999 －
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３【配当政策】

　剰余金の配当に関しましては、財務体質強化の観点から内部留保の充実に意を用いつつ、業績等を勘案しまして決

定させていただきたいと考えております。また、内部留保資金につきましては、財務体質の強化及び将来の事業発展

のための原資として活用させていただきたいと考えております。

　当行は、期末配当として年１回の剰余金の配当を行うこととしており、その決定機関は株主総会であります。

　当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、普通株式につきましては無配、各種優先株式につきまして

は、それぞれ所定の配当とさせていただきました。

　なお、当行は会社法第454条第５項に基づき、「取締役会の決議をもって、毎年９月30日を基準日として、中間配

当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

 （注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 株式の種類
配当金の総額
（円）

一株当たり配当額
（円）

　 普通株式 ― ―

平成23年６月20日 第四回第四種優先株式 47,600 47,600

定時株主総会 第五回第五種優先株式 42,000 42,000

 第十回第十三種優先株式 16,000 16,000

 合計 105,600 ―

　

４【株価の推移】

　当行株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
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５【役員の状況】
 （平成23年６月22日現在）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役頭取

(代表取締役)
   塚本 隆史 昭和25年8月2日生

平成14年４月　みずほコーポレート銀行執行役員

人事部長

平成15年３月　みずほフィナンシャルグループ常

務執行役員リスク管理グループ長

兼人事グループ長兼人材開発室長

平成16年２月　同 常務執行役員リスク管理グルー

プ長兼人事グループ長

平成16年４月　みずほコーポレート銀行常務執行

役員欧州地域統括役員

平成18年３月　同 常務取締役企画グループ統括役

員兼財務・主計グループ統括役員

平成19年４月　同 取締役副頭取

平成20年４月　みずほフィナンシャルグループ副

社長執行役員財務・主計グループ

長

平成20年４月　みずほフィナンシャルストラテ

ジー取締役社長（平成21年４月ま

で）

平成20年６月　みずほフィナンシャルグループ取

締役副社長財務・主計グループ長

平成21年４月　同 取締役社長人事グループ長

平成22年４月　同 取締役社長

平成23年６月　当行取締役頭取（現職）

平成23年６月　みずほフィナンシャルグループ取

締役会長（現職）

平成23年６月

から２年
―

取締役副頭取

(代表取締役)
 吉留 学 昭和28年8月28日生

平成17年４月　みずほ銀行執行役員人事部長

平成18年３月　同 常務執行役員

平成21年４月　当行取締役副頭取（現職）

平成23年６月

から２年
―

取締役副頭取

(代表取締役)
 矢野 正敏　 昭和31年8月3日生

平成18年３月　みずほ銀行本店長

平成19年４月　同 執行役員本店長

平成21年４月　同 常務執行役員

平成23年４月　当行取締役副頭取（現職）

平成23年４月

から２年
―

取締役副頭取

(代表取締役)
 種橋 牧夫　 昭和32年3月13日生

平成18年３月　みずほコーポレート銀行執行役員

業務監査部長兼内部監査統括役員

付コーポレートオフィサー兼

ヒューマンリソースマネジメント

部審議役

平成20年４月　同 常務執行役員営業担当役員

平成21年４月　みずほ銀行常務執行役員

平成23年６月　当行取締役副頭取（現職）

平成23年６月

から２年
―

常務取締役  倉中 伸 昭和32年10月5日生

平成18年３月　みずほコーポレート銀行キャリア

戦略部長

平成19年４月　みずほフィナンシャルグループ人

事部長

平成21年４月　同 執行役員人事部長

平成22年４月　当行常務取締役（現職）　

平成22年４月

から２年
―

常務取締役  古谷 昌彦 昭和32年9月24日生

平成18年３月　みずほ銀行コーポレートファイナ

ンス部長

平成19年４月　同 執行役員コーポレートファイナ

ンス部長

平成21年４月　同 常務執行役員

平成23年４月　当行常務取締役（現職）

平成23年４月

から２年
―

取締役    佐藤 康博 昭和27年4月15日生

平成15年３月　みずほコーポレート銀行執行役員

インターナショナルバンキングユ

ニット・シニアコーポレートオ

フィサー

平成16年４月　同 常務執行役員営業担当役員

平成18年３月　同 常務取締役コーポレートバンキ

ングユニット統括役員

平成19年４月　同 取締役副頭取内部監査統括役員

平成21年４月　同 取締役頭取（現職）

平成21年６月　みずほフィナンシャルグループ取

締役

平成23年６月　当行取締役（現職）

平成23年６月　みずほフィナンシャルグループ取

締役社長（現職）

平成23年６月

から２年
―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

常勤監査役  三津間 健 昭和30年3月11日生

平成17年４月　みずほ銀行執行役員コンサルティ

ング業務部長

平成19年４月　同 常務執行役員

平成21年６月　当行常勤監査役（現職）

 

平成21年６月か

ら４年
―

常勤監査役  千葉 裕太 昭和33年8月23日生

平成17年10月　みずほ銀行本所支店長

平成19年４月　同 丸之内支店長

平成20年11月　みずほフィナンシャルグループ監

査業務部長

平成23年６月　当行常勤監査役（現職）

平成23年６月

から４年
―

監査役

(非常勤)
 野﨑 幸雄 昭和6年8月19日生

昭和31年４月　東京地方裁判所判事補任官

平成４年３月　仙台高等裁判所長官

平成５年３月　名古屋高等裁判所長官

平成８年８月　退官

平成８年10月　第一東京弁護士会入会

平成９年６月　第一勧業銀行監査役

（平成14年３月まで）

平成12年９月　みずほホールディングス監査役

（平成15年３月まで）

平成14年４月　みずほコーポレート銀行監査役

（平成23年６月まで）

平成15年１月　みずほフィナンシャルグループ　

監査役（平成23年６月まで）

平成18年３月　当行監査役（現職）

平成21年６月

から４年
―

監査役

（非常勤）
 長谷川 俊明 昭和23年９月13日生

昭和52年４月　弁護士登録（第一東京弁護士会）

昭和57年１月　大橋・松枝・長谷川法律事務所　

パートナー

平成２年１月　長谷川俊明法律事務所開設

平成８年１月　富士銀行顧問弁護士

平成12年６月　同　監査役（平成14年３月まで）

平成12年９月　みずほホールディングス（平成17

年10月みずほフィナンシャルスト

ラテジーに社名変更）監査役(平

成20年６月まで)

平成14年４月　当行監査役（現職）

平成15年１月　みずほフィナンシャルグループ　

監査役（平成18年６月まで）

平成18年３月　みずほコーポレート銀行監査役

（現職）

平成23年６月

から４年
―

計 ―

　（注）　監査役のうち、野﨑幸雄および長谷川俊明の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当グループは、経営体制のスリム化とスピード経営の実践に努めるとともに、社外取締役の招聘等によりコーポ

レート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。今後も引き続き、透明で効率性の高い企業経営を目指すととも

に、コンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけ、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規

範にもとることのない誠実かつ公正な企業活動を遂行してまいります。

なお、当行は株式会社みずほフィナンシャルグループとの間で「グループ経営管理契約」を締結し、同社の経営

管理を受けております。

また、当グループは、「みずほの企業行動規範」を制定し、以下の基本方針を定めております。

・社会的責任と公共的使命

日本を代表する総合金融グループとして、社会的責任と公共的使命の重みを常に認識し、自己責任に基づく

健全な経営に徹します。また、社会とのコミュニケーションを密にし、企業行動が社会常識と調和するよう努

めます。

・お客さま第一主義の実践

お客さまを第一と考え、常に最高のサービスを提供します。また、お客さまの信頼を得ることが、株主、地

域社会その他全てのステークホルダー（利害関係者）から信頼を得るための基盤と考えます。

・法令やルールの遵守

あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない、誠実かつ公正な企業活動を遂行し

ます。また、国際ルールや世界の各地域における法律の遵守はもちろん、そこでの慣習・文化を尊重します。

・人権の尊重

お客さま、役員及び社員をはじめ、あらゆる人の尊厳と基本的人権を尊重して行動するとともに、人権尊重

の精神に溢れた企業風土を築き上げます。

・反社会的勢力との対決

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決します。

②会社の機関内容

当グループは、経営環境の変化に柔軟かつ機動的に適応できる経営形態として選択した持株会社体制の下で、顧

客セグメント別・機能別の法的分社経営を行い、グループ各社の専門性向上とお客さまニーズへの適応力強化を一

段と進めることで、企業価値の極大化に取り組んでおります。

（取締役及び取締役会）

　当行の取締役会は、６名により構成し、当行の経営方針その他の重要事項を決定するとともに、取締役及び執行

役員の職務の執行を監督しております。

（監査役）

　当行は監査役制度を採用しており、監査役４名のうち２名は社外監査役であります。監査役会は、監査に関する

重要な事項について報告を受け、協議または決議を行っております。

（業務執行）

　経営の監督機能と業務執行を分離し、権限と責任を明確化するため、執行役員制度を導入しております。

　業務執行においては、頭取が、取締役会の決定した基本方針に基づき、業務執行上の最高責任者として当行の業

務を統括しております。

　なお、頭取の諮問機関として経営会議を設置、必要の都度開催し、業務執行に関する重要な事項を審議しており

ます。また、以下の経営政策委員会を設置、必要の都度開催し、各役員の担当業務を横断する全行的な諸問題につ

いて総合的に審議・調整を行っております。 

＜経営政策委員会＞

○ポートフォリオマネジメント委員会

ポートフォリオの運営方針や、その運営方針に基づく具体的施策等に関する審議・調整及びポートフォリオモ

ニタリング等を行っております。

○ＡＬＭ・マーケットリスク委員会

ＡＬＭに係る基本方針やリスク計画、資金運用調達、マーケットリスク管理等に関する審議・調整及び実績管

理等を行っております。

○ＩＴ戦略委員会

ＩＴ戦略の基本方針やＩＴ関連投資計画、ＩＴ関連投資案件にかかる投資方針、システムリスク管理、特定の

大型プロジェクト案件の実行計画等に関する審議・調整及びＩＴ関連投資案件の投資効果の評価等を行っており

ます。
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○新商品委員会

新商品・サービスの開発・販売及び新規業務への取組みに関するビジネスプラン、各種リスク・コンプライア

ンス及びお客さま保護の評価等に関する審議・調整、及び新商品・サービス開発・販売状況の把握・管理等を

行っております。

○クレジット委員会

大口与信先の与信方針、個別与信案件等の審議・調整等を行っております。

○コンプライアンス委員会

外部の専門家（弁護士１名、公認会計士１名）が特別委員として参加し、コンプライアンスや反社会的勢力へ

の対応、事故処理に関する審議・調整等を行っております。

○情報管理委員会

情報管理に関する各種施策の推進状況や情報セキュリティにかかるリスク管理、個人情報保護法対応、情報管

理に関する各種規程類等についての審議・調整等を行っております。

○ディスクロージャー委員会

情報開示に係る基本方針や、情報開示態勢に関する事項の審議・調整等を行っております。

○お客さま保護等管理委員会

お客さま保護等に関する基本方針・各種基準、年度計画の策定等に関する審議・調整等を行っております。

○金融円滑化管理委員会

金融円滑化管理に係る基本方針や、金融円滑化管理に関する年度計画の策定、年度計画の進捗状況等に関する

事項の審議・調整等を行っております。

 

また、経営政策委員会とは別に、特定の諸課題について以下の９つの委員会を設置、必要の都度開催し、それ

ぞれの所管する業務について、協議、周知徹底、推進を行っております。

○事業継続管理委員会

「事業継続管理の基本方針」に関わる業務運営についての方針の協議、周知徹底、推進を行っております。

○人権啓発推進委員会

人権問題への取り組みに関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。

○障害者雇用促進委員会

障害者の雇用ならびに職場定着推進に関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。

○社会貢献委員会

社会貢献活動に関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。

○環境問題委員会

地球環境問題への取り組みに関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。

○預金者データ整備等推進委員会

預金保険法を踏まえた預金者のデータ整備や金融機関の対応が求められる事項等について適切な取組みを行う

ため、協議、周知徹底、推進を行っております。

○オペレーショナルリスク管理委員会

オペレーショナルリスク管理に関する事項についての協議、推進、情報共有を行っております。

○女性活躍推進委員会

女性活躍の推進状況の把握と推進諸施策の協議、周知徹底を行っております。

○ＣＳ推進委員会

お客さまからの評価の状況、ＣＳ向上への取組みに関する方針の協議、周知徹底、推進を行っております。
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（内部監査部門等）

当行は、頭取傘下の内部監査機関として、業務監査委員会を設置しております。業務監査委員会は、取締役会の

決定した基本方針に基づき、監査に関する重要な事項の審議・決定を行い、業務監査委員会の決定事項について

は、すべて取締役会に報告しております。

なお、内部監査機能の被監査業務からの独立性確保を目的として、内部監査部門を被監査部門から分離のうえ、

業務監査委員会傘下の独立部門としております。

業務監査委員会には、専門性の補強、客観性の確保の観点から、外部の専門家（弁護士１名、公認会計士１

名）が特別委員として参加しております。

＜当行のコーポレート・ガバナンス体制＞

③取締役の定数

当行の取締役は、９名以内とする旨、定款に定めております。

④取締役の選解任の決議要件

当行は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。

また、取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。

⑤中間配当の決定機関

当行は、取締役会の決議により、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質

権者に対し、中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。これは、必要な場合に株主への機動的な利

益還元を行うことを目的とするものであります。

⑥株主総会及び種類株主総会の特別決議要件

当行は、株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨、定款に定めております。

また、種類株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会の円

滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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⑦内部統制の仕組み

（内部統制システムについての基本的な考え方及び整備状況）

当行では、業務運営部門における自店検査に加え、コンプライアンス所管部署・リスク管理所管部署によるモニ

タリング等にて牽制機能を確保するとともに、業務運営から独立した業務監査委員会のもとで内部監査部門に属す

る内部監査所管部署が業務運営部門ならびにコンプライアンス所管部署・リスク管理所管部署等に対し内部監査を

実施することを通じて、内部管理の適切性・有効性を確保しております。

なお、当行では、情報管理の重要性を踏まえ、関連規程の整備を行い、情報管理委員会及び担当組織の設置を行

うとともに、研修等を通じて情報管理体制の強化を推進しております。

また、内部管理体制強化の一環として、ディスクロージャー委員会を設置し、情報開示統制の強化を図っており

ます。

（反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況）

当グループは、反社会的勢力による経営活動への関与の防止や当該勢力による被害を防止する観点から、「みず

ほの企業行動規範」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決する、との

基本方針を定めております。

反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環として取り組んでおり、グループ会社のコンプライ

アンスの遵守状況を一元的に把握、管理する体制を構築し、具体的な実践計画において、「反社会的勢力との対

決」をグループ共通の重点施策として位置付けております。

また、当行においては、対応統括部署や不当要求防止責任者を設置し、対応マニュアルの整備や研修実施等の体

制整備に努め、個別事案に対しては、必要に応じ外部専門機関とも連携し、公明正大に対処しております。

＜当行の内部統制の仕組み＞

（業務の適正を確保するための体制）

当行は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会において

決議しております。その概要は以下のとおりであります。

１．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当行は、「コンプライアンスの基本方針」「コンプライアンス・マニュアル」等のコンプライアンス関連規

程において、取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を定めてお

ります。

・具体的には、コンプライアンスの徹底を経営の基本原則と位置付け、コンプライアンスの運営体制、「コン

プライアンス・マニュアル」の策定等を定めるとともに、コンプライアンスを徹底するための具体的な実践

計画としてコンプライアンス・プログラムを年度毎に策定し、定期的に実施状況をフォローアップしており

ます。また、反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環として取り組んでおり、上記計画

において、「反社会的勢力との対決」を重点施策として位置付けております。

・当行の取締役会において、上記の「コンプライアンスの基本方針」等に基づく体制を、取締役・使用人の職

務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制として決議しております。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・当行は、「情報セキュリティポリシー」等の情報管理関連規程において、情報の保存・管理等に関する体制

を定めており、取締役の職務執行に係る情報の保存・管理についても、これらの規程に基づいて保存・管理

等を行っております。

・具体的には、取締役会・経営会議・各種委員会の議事録や関連資料、稟議書・報告書等の情報について、保

存期限を定める等の必要な保存・管理を実施しております。

・当行の取締役会において、上記の「情報セキュリティポリシー」等に基づく体制を、取締役の職務の執行に

係る情報の保存及び管理に関する体制として決議しております。
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３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当行は、「総合リスク管理の基本方針」をはじめとする各種リスク管理の基本方針等のリスク管理関連規程

において、損失の危険の管理に関する体制を定めております。

・具体的には、各種リスクの定義、リスク管理を行うための体制の整備と人材の育成等を定め、リスクを定

性・定量的に把握するとともに、経営として許容できる範囲にリスクを制御する総合リスク管理を行ってお

ります。

・当行の取締役会において、上記の「総合リスク管理の基本方針」等に基づく体制を、損失の危険の管理に関

する規程その他の体制として決議しております。

・なお、東日本大震災については、その対応実績を踏まえ、また、当行で発生したシステム障害については、

その原因分析や再発防止策等を踏まえ、今後、必要に応じ損失の危険の管理に関する体制の見直しを検討致

します。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当行は、「取締役会規程」「経営会議規程」「経営政策委員会規程」「組織規程」「決裁権限規程」等の規

程において、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を定めております。

・具体的には、取締役会の決議事項や報告事項に関する基準、組織の分掌業務、案件の重要度に応じた決裁権

限等を定めるとともに、経営会議や経営政策委員会を設置し、当行全体として取締役の職務執行の効率性を

確保しております。

・当行の取締役会において、上記の「取締役会規程」等に基づく体制を、取締役の職務の執行が効率的に行わ

れることを確保するための体制として決議しております。

５．当行並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当行は、当行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループとの間の「グループ経営管理契約」等

において、企業集団の業務の適正を確保するための体制を定めております。

・具体的には、当行は、「グループ経営管理契約」に基づき、株式会社みずほフィナンシャルグループより直

接経営管理を受けるとともに、株式会社みずほフィナンシャルグループが定めた基準に従い、当行が経営管

理を行う子会社・関連会社について経営管理を行っております。

・当行の取締役会において、上記の「グループ経営管理契約」等に基づく体制を、当行並びにその親会社及び

子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制として決議しております。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

・当行は、「組織規程」において、監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項を定めております。

・具体的には、監査役職務の補助に関する事項及び監査役会事務局に関する事項を所管する監査役室を設置

し、監査役の指示に従う監査役室長がその業務を統括しております。

・当行の取締役会において、上記の「組織規程」に規定する事項を、監査役がその職務を補助すべき使用人を

置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項として決議しております。

７．監査役職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

・当行は、「取締役会規程」の付則において、監査役職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する

事項を定めております。

・具体的には、監査役職務の補助使用人に係る人事及び組織変更については、事前に監査役会が指名した監査

役と協議することとしております。

・当行の取締役会において、上記の「取締役会規程」の付則に規定する事項を、監査役職務を補助すべき使用

人の取締役からの独立性に関する事項として決議しております。

８．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

・当行は、「取締役会規程」「経営会議規程」等において、取締役及び使用人が監査役に報告をするための体

制を定めております。

・具体的には、取締役会、経営会議等への監査役の出席について規定するとともに、頭取宛稟議の監査役への

回覧、コンプライアンス・ホットラインの通報内容の報告、内部監査結果の報告等の体制を整備しておりま

す。

・当行の取締役会において、上記の「取締役会規程」等に基づく体制を、取締役及び使用人が監査役に報告を

するための体制その他の監査役への報告に関する体制として決議しております。

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・当行は、「内部監査の基本方針」等において、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

を定めております。

・具体的には、内部監査部門、監査役及び会計監査人が、定期的かつ必要に応じて意見・情報交換を行い、監

査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連係しております。

・当行の取締役会において、上記の「内部監査の基本方針」等に基づく体制を、その他監査役の監査が実効的

に行われることを確保するための体制として決議しております。
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⑧内部監査、監査役監査及び会計監査の状況

当行は、内部監査のための組織として、業務監査部(専任スタッフ305名)・資産監査部（専任スタッフ32名）を

設置し、取締役会で定める内部監査の基本方針に基づき当行の内部監査を実施しております。

当行の内部監査の結果については、内部監査部門担当役員が定期的及び必要に応じて都度、業務監査委員会に報

告する体制としております。

監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取するとともに、重要

な書類等を閲覧し、本部及び営業店における業務及び財産の状況等を調査し、必要に応じて、子会社、会計監査人

からの報告聴取等を実施すること等により、取締役の職務執行を監査しております。

なお、当行では、内部監査部門、監査役及び会計監査人は、定期的かつ必要に応じて意見・情報交換を行い、監

査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連係強化に努めております。

また、会計監査人は、会計監査の観点から、コンプライアンス所管部署・リスク所管部署等と必要に応じ意見交

換しております。

当行の会計監査業務を執行した公認会計士は、小林雅和、三浦昇、鶴森寿士、西田裕志の計４名であり、新日本

有限責任監査法人に所属しております。継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しており

ます。同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当行の会計監査に一定期間を超えて関与することのな

いよう措置をとっております。また、当行の監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、会計士補等19名、その他

15名であります。

⑨会社と会社の社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

当行と社外監査役との間には、記載すべき利害関係はありません。

⑩社外監査役との責任限定契約

当行は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、社外監査役が職務を行うにつ

き善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を社外監査役と締結しておりま

す。

⑪種類株式の議決権

当行の優先株式の議決権につきましては、「優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、第四種

及び第五種の優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その

議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議ある時までは

議決権を有する。」旨定款に規定しております。

第四回第四種優先株式及び第五回第五種優先株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配に関して普通株式に優先

する代わりに、議決権に関してはこれを制限する内容となっております。

また、第十回第十三種優先株式は、普通株式に対しては剰余金の配当及び残余財産の分配に関して優先するこ

と、第四種及び第五種の優先株式に対しては剰余金の配当及び残余財産の分配に関して劣後する代わりに剰余金の

配当利回りが高い内容となっていることを踏まえて、議決権を有しない内容としております。

⑫役員報酬の内容

当行の取締役に対する報酬額及び監査役に対する報酬額は、以下のとおりであります。

取締役に対する報酬額 ７名に対し353百万円

監査役に対する報酬額 ４名に対し54百万円
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 155 12 149 11

連結子会社 137 5 130 8

計 292 17 279 20

（注）「監査公認会計士等」とは、開示府令第19条第２項第９号の４に規定する監査公認会計士等であります。

なお、上記報酬の内容は、当行の監査公認会計士等である新日本有限責任監査法人に対する報酬であります。

 

②【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度　

当行及び一部の連結子会社は、当行の監査公認会計士等と同一のネットワーク

（Ernst & Young Global Limited）に属している他の監査公認会計士等に対して、税務業務に基づく報酬を支

払っております。

当連結会計年度　

当行及び一部の連結子会社は、当行の監査公認会計士等と同一のネットワーク

（Ernst & Young Global Limited）に属している他の監査公認会計士等に対して、税務業務に基づく報酬を支

払っております。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

当行が、当行の監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務、会計または規制上

の報告事項に関連する合意された監査手続及び調査、助言・レビュー業務等であります。

当連結会計年度

当行が、当行の監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務、会計または規制上

の報告事項に関連する合意された監査手続及び調査、助言・レビュー業務等であります。

④【監査報酬の決定方針】

当行の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査役会の同意のもと適切に決定

しております。
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第５【経理の状況】
１．当行の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下

「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、

「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しております。

　ただし、前連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）は改正前の連結財務諸表規則及び銀行法施行

規則に基づき作成し、当連結会計年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）は改正後の連結財務諸表規則及び

銀行法施行規則に基づき作成しております。

　また、前連結会計年度（自平成21年４月１日  至平成22年３月31日）については、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日内閣府令第５号）附則第３条第１項第１号ただ

し書き及び第４号ただし書きにより、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．当行の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法

施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しております。

　ただし、前事業年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）は改正前の財務諸表等規則及び銀行法施行規則に

基づき作成し、当事業年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）は改正後の財務諸表等規則及び銀行法施行規

則に基づき作成しております。

　また、前事業年度（自平成21年４月１日  至平成22年３月31日）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日内閣府令第５号）附則第２条第１項第１号ただし書

きにより、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

３．当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３

月31日）及び当連結会計年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）の連結財務諸表並びに前事業年度（自平成

21年４月１日　至平成22年３月31日）及び当事業年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）の財務諸表につい

て、新日本有限責任監査法人により監査証明を受けております。

４．当行は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容

把握や変更等について適切に対応するために、公益財団法人財務会計基準機構や全国銀行協会等の関係諸団体へ加入し

情報収集を図り、積極的に意見発信を行うとともに、同機構等の行う研修に参加しております。また、重要な会計基準

の変更等については、取締役会等へ適切に付議・報告を行っております。
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１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

現金預け金 2,658,944 4,785,950

コールローン及び買入手形 9,040,000 8,640,000

買現先勘定 4,346 4,198

債券貸借取引支払保証金 562,951 821,020

買入金銭債権 1,711,780 1,432,552

特定取引資産 ※2, ※8  1,994,363 ※2, ※8  1,475,724

金銭の信託 23,070 18,984

有価証券 ※1, ※8, ※15  19,439,632 ※1, ※8, ※15  19,650,772

貸出金
※3, ※4, ※5, ※6, ※7, ※8, ※9

32,426,563

※3, ※4, ※5, ※6, ※7, ※8, ※9

33,340,484

外国為替 ※7  130,572 ※7  130,547

その他資産 ※8  2,902,630 ※8  2,566,724

有形固定資産 ※11, ※12  737,231 ※11, ※12  758,260

建物 253,103 262,920

土地 ※10  390,902 ※10  390,690

リース資産 7,031 12,923

建設仮勘定 19,971 25,369

その他の有形固定資産 66,222 66,357

無形固定資産 186,759 223,418

ソフトウエア 99,940 104,184

のれん 1,334 －

リース資産 2,081 3,044

その他の無形固定資産 83,403 116,188

繰延税金資産 271,472 254,156

支払承諾見返 1,287,317 1,199,083

貸倒引当金 △538,716 △519,941

投資損失引当金 △26 △14

資産の部合計 72,838,895 74,781,922
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

預金 ※8  55,718,435 ※8  56,222,302

譲渡性預金 1,731,790 761,200

債券 821,867 740,932

コールマネー及び売渡手形 ※8  1,627,500 ※8  1,129,300

売現先勘定 ※8  655,526 ※8  20,604

債券貸借取引受入担保金 ※8  1,940,813 ※8  1,643,365

特定取引負債 537,277 668,300

借用金 ※8, ※13  2,487,166 ※8, ※13  5,495,611

外国為替 10,040 14,040

短期社債 15,997 16,497

社債 ※14  958,500 ※14  906,900

その他負債 2,886,998 3,355,453

賞与引当金 10,985 11,514

退職給付引当金 6,845 6,942

役員退職慰労引当金 729 800

睡眠預金払戻損失引当金 13,548 14,079

債券払戻損失引当金 10,824 13,344

特別法上の引当金 265 187

繰延税金負債 2,447 2,209

再評価に係る繰延税金負債 ※10  77,372 ※10  77,333

支払承諾 1,287,317 1,199,083

負債の部合計 70,802,252 72,300,004

純資産の部

資本金 700,000 700,000

資本剰余金 681,432 1,057,242

利益剰余金 49,591 183,060

株主資本合計 1,431,024 1,940,303

その他有価証券評価差額金 △3,460 △52,863

繰延ヘッジ損益 17,321 4,009

土地再評価差額金 ※10  108,931 ※10  108,873

為替換算調整勘定 381 358

その他の包括利益累計額合計 123,174 60,379

少数株主持分 482,443 481,236

純資産の部合計 2,036,642 2,481,918

負債及び純資産の部合計 72,838,895 74,781,922
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

経常収益 1,214,751 1,140,371

資金運用収益 777,749 707,307

貸出金利息 551,664 498,615

有価証券利息配当金 123,135 117,192

コールローン利息及び買入手形利息 47,870 32,886

買現先利息 7 4

債券貸借取引受入利息 695 654

預け金利息 8,405 5,956

その他の受入利息 45,971 51,997

役務取引等収益 234,830 239,128

特定取引収益 69,122 81,975

その他業務収益 81,379 77,784

その他経常収益 ※1  51,669 ※1  34,176

経常費用 1,168,920 971,354

資金調達費用 136,126 92,850

預金利息 86,248 51,197

譲渡性預金利息 4,423 2,204

債券利息 3,385 3,108

コールマネー利息及び売渡手形利息 1,776 1,212

売現先利息 1,094 125

債券貸借取引支払利息 2,939 4,172

借用金利息 15,505 10,616

短期社債利息 65 29

社債利息 20,256 19,680

その他の支払利息 430 501

役務取引等費用 56,996 59,439

その他業務費用 69,553 44,577

営業経費 680,797 656,334

その他経常費用 225,446 118,153

貸倒引当金繰入額 73,245 10,490

その他の経常費用 ※2  152,200 ※2  107,662

経常利益 45,831 169,016
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

特別利益 28,885 24,389

固定資産処分益 265 34

償却債権取立益 28,550 24,267

金融商品取引責任準備金取崩額 68 77

その他の特別利益 － 9

特別損失 6,470 7,096

固定資産処分損 4,487 2,501

減損損失 1,982 3,437

その他の特別損失 － ※3  1,156

税金等調整前当期純利益 68,246 186,310

法人税、住民税及び事業税 5,498 2,297

法人税等調整額 6,739 23,810

法人税等合計 12,238 26,107

少数株主損益調整前当期純利益 56,008 160,202

少数株主利益 293 20,130

当期純利益 55,714 140,072
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【連結包括利益計算書】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 160,202

その他の包括利益 － ※1  △62,887

その他有価証券評価差額金 － △50,880

繰延ヘッジ損益 － △13,312

為替換算調整勘定 － △21

持分法適用会社に対する持分相当額 － 1,327

包括利益 － ※2  97,315

親会社株主に係る包括利益 － 77,334

少数株主に係る包括利益 － 19,980
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③【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 650,000 700,000

当期変動額

新株の発行 50,000 －

当期変動額合計 50,000 －

当期末残高 700,000 700,000

資本剰余金

前期末残高 762,345 681,432

当期変動額

新株の発行 50,000 －

自己株式の処分 － 375,810

損失の処理に伴う資本剰余金から利益剰
余金への振替

△130,913 －

当期変動額合計 △80,913 375,810

当期末残高 681,432 1,057,242

利益剰余金

前期末残高 △137,179 49,591

当期変動額

剰余金の配当 － △6,661

当期純利益 55,714 140,072

損失の処理に伴う資本剰余金から利益剰
余金への振替

130,913 －

土地再評価差額金の取崩 143 57

当期変動額合計 186,771 133,468

当期末残高 49,591 183,060

株主資本合計

前期末残高 1,275,166 1,431,024

当期変動額

新株の発行 100,000 －

剰余金の配当 － △6,661

当期純利益 55,714 140,072

自己株式の処分 － 375,810

損失の処理に伴う資本剰余金から利益剰
余金への振替

－ －

土地再評価差額金の取崩 143 57

当期変動額合計 155,858 509,278

当期末残高 1,431,024 1,940,303
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △201,532 △3,460

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

198,072 △49,403

当期変動額合計 198,072 △49,403

当期末残高 △3,460 △52,863

繰延ヘッジ損益

前期末残高 1,826 17,321

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

15,495 △13,312

当期変動額合計 15,495 △13,312

当期末残高 17,321 4,009

土地再評価差額金

前期末残高 109,075 108,931

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△143 △57

当期変動額合計 △143 △57

当期末残高 108,931 108,873

為替換算調整勘定

前期末残高 391 381

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△10 △22

当期変動額合計 △10 △22

当期末残高 381 358

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △90,239 123,174

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

213,413 △62,795

当期変動額合計 213,413 △62,795

当期末残高 123,174 60,379

少数株主持分

前期末残高 483,445 482,443

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,002 △1,207

当期変動額合計 △1,002 △1,207

当期末残高 482,443 481,236
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

純資産合計

前期末残高 1,668,372 2,036,642

当期変動額

新株の発行 100,000 －

剰余金の配当 － △6,661

当期純利益 55,714 140,072

自己株式の処分 － 375,810

損失の処理に伴う資本剰余金から利益剰余金
への振替

－ －

土地再評価差額金の取崩 143 57

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 212,411 △64,002

当期変動額合計 368,269 445,275

当期末残高 2,036,642 2,481,918

-103-



④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 68,246 186,310

減価償却費 77,582 84,658

減損損失 1,982 3,437

のれん償却額 75 56

持分法による投資損益（△は益） △434 △647

貸倒引当金の増減（△） 14,015 △18,775

投資損失引当金の増減額（△は減少） 26 △12

賞与引当金の増減額（△は減少） △195 529

退職給付引当金の増減額（△は減少） △117 96

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 63 71

ポイント引当金の増減額（△は減少） △11,389 －

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） 898 530

債券払戻損失引当金の増減（△） 1,851 2,519

資金運用収益 △777,749 △707,307

資金調達費用 136,126 92,850

有価証券関係損益（△） △17,578 △24,941

金銭の信託の運用損益（△は運用益） 207 45

為替差損益（△は益） 33,467 76,923

固定資産処分損益（△は益） 4,221 2,466

特定取引資産の純増（△）減 △113,425 518,638

特定取引負債の純増減（△） 74,690 131,022

貸出金の純増（△）減 4,670,086 △913,920

預金の純増減（△） 406,266 503,866

譲渡性預金の純増減（△） 232,830 △970,590

債券の純増減（△） △61,082 △80,934

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

1,109,404 3,083,224

預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）
減

182,324 215,055

コールローン等の純増（△）減 169,948 679,376

債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 △167,452 △258,068

コールマネー等の純増減（△） 13,194 △1,133,122

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） 666,645 △297,448

外国為替（資産）の純増（△）減 △5,919 24

外国為替（負債）の純増減（△） △672 4,000

短期社債（負債）の純増減（△） △25,987 500

資金運用による収入 808,170 736,768

資金調達による支出 △144,195 △103,511

その他 162,640 136,378

小計 7,508,766 1,950,070

法人税等の支払額 △2,074 △6,414

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,506,691 1,943,656
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △31,039,079 △30,793,189

有価証券の売却による収入 19,907,703 23,532,710

有価証券の償還による収入 3,841,045 7,566,664

金銭の信託の増加による支出 △36,000 △43,800

金銭の信託の減少による収入 29,000 47,800

有形固定資産の取得による支出 △120,220 △57,260

無形固定資産の取得による支出 △76,140 △79,589

有形固定資産の売却による収入 833 93

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,492,858 173,427

財務活動によるキャッシュ・フロー

劣後特約付借入金の返済による支出 △29,000 △75,350

劣後特約付社債の発行による収入 179,600 －

劣後特約付社債の償還による支出 △185,500 △51,600

株式の発行による収入 100,000 －

配当金の支払額 － △6,661

少数株主への配当金の支払額 △1,013 △16,906

少数株主からの払込みによる収入 555 －

自己株式の売却による収入 － 375,810

財務活動によるキャッシュ・フロー 64,641 225,292

現金及び現金同等物に係る換算差額 △85 △313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 78,388 2,342,063

現金及び現金同等物の期首残高 1,552,158 1,630,546

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,630,546 ※1  3,972,610
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

 
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社　　　　　　　　　　　34社

　主要な連結子会社名は、「第１　企業

の概況４．関係会社の状況」に記載して

いるため省略しました。

　なお、みずほ電子債権記録株式会社

は、設立により当連結会計年度から連結

しております。また、富士銀キャピタル

参号投資事業有限責任組合他２社は、清

算により連結の範囲から除外しておりま

す。

連結子会社　　　　　　　　　　　33社

　主要な連結子会社名は、「第１　企業

の概況４．関係会社の状況」に記載して

いるため省略しました。

　なお、エムエイチシーシー第三号投資

事業有限責任組合は、清算結了により連

結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事

項

持分法適用の関連会社　　　　　　10社

主要な会社名

ユーシーカード株式会社

確定拠出年金サービス株式会社

　なお、エムエイチカードサービス株式

会社は、ユーシーカード株式会社による

吸収合併により持分法適用の対象から除

外しております。

持分法適用の関連会社　　　　　　10社

主要な会社名

ユーシーカード株式会社

確定拠出年金サービス株式会社

　

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

(1）連結子会社の決算日は次のとおりであ

ります。

６月最終営業日の前日　 １社

12月29日　　　　　　　 ５社

12月末日　　　　　　　 ８社

３月末日　　　　　　　 20社

(1）連結子会社の決算日は次のとおりであ

ります。

６月最終営業日の前日　 １社

９月末日　　　　　　　 １社

12月29日　　　　　　　 ５社

12月末日　　　　　　　 ８社

３月末日　　　　　　　 18社

 (2）６月最終営業日の前日及び12月29日を

決算日とする子会社については、12月末

日現在で実施した仮決算に基づく財務諸

表により、またその他の子会社について

は、それぞれの決算日の財務諸表により

連結しております。

　連結決算日と上記の決算日等との間に

生じた重要な取引については、必要な調

整を行っております。

(2）６月最終営業日の前日及び12月29日を

決算日とする子会社については、12月末

日現在で実施した仮決算に基づく財務諸

表により連結しております。９月末日を

決算日とする子会社については、連結決

算日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表により連結しております。またその

他の子会社については、それぞれの決算

日の財務諸表により連結しております。

　　連結決算日と上記の決算日等との間に

生じた重要な取引については、必要な調

整を行っております。

　

-106-



 
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

４．開示対象特別目的会社に

関する事項

(1）開示対象特別目的会社の概要及び開示

対象特別目的会社を利用した取引の概要

　当行は、顧客の金銭債権等の流動化を

支援する目的で、特別目的会社（ケイマ

ン法人の形態によっております。）５社

に係る借入及びコマーシャル・ペーパー

での資金調達に関し、貸出金、信用枠及

び流動性枠を供与しております。

　特別目的会社５社の直近の決算日にお

ける資産総額（単純合算）は478,161百

万円、負債総額（単純合算）は477,802

百万円であります。なお、いずれの特別

目的会社についても、当行は議決権のあ

る株式等は有しておらず、役員や従業員

の派遣もありません。

(1）開示対象特別目的会社の概要及び開示

対象特別目的会社を利用した取引の概要

　当行は、顧客の金銭債権等の流動化を

支援する目的で、特別目的会社（ケイマ

ン法人等の形態によっております。）７

社に係る借入及びコマーシャル・ペー

パーでの資金調達に関し、貸出金、信用

枠及び流動性枠を供与しております。

　特別目的会社７社の直近の決算日にお

ける資産総額（単純合算）は508,249百

万円、負債総額（単純合算）は

507,828 百万円であります。なお、いず

れの特別目的会社についても、当行は議

決権のある株式等は有しておらず、役員

や従業員の派遣もありません。

　 (2）当連結会計年度における開示対象特別

目的会社との取引金額等

(2）当連結会計年度における開示対象特別

目的会社との取引金額等

　 主な取引の当連結会計年度末残高

貸出金 375,417百万円

信用枠及び流動性枠 25,485百万円

主な損益

貸出金利息 3,443百万円

役務取引等収益 313百万円

主な取引の当連結会計年度末残高

貸出金 421,378百万円

信用枠及び流動性枠 22,243百万円

主な損益

貸出金利息 3,352百万円

役務取引等収益 374百万円

５．会計処理基準に関する事

項

(1）特定取引資産・負債の評価基準及び収

益・費用の計上基準

　金利、通貨の価格、金融商品市場にお

ける相場その他の指標に係る短期的な変

動、市場間の格差等を利用して利益を得

る等の目的（以下、「特定取引目的」と

いう。）の取引については、取引の約定

時点を基準とし、連結貸借対照表上「特

定取引資産」及び「特定取引負債」に計

上するとともに、当該取引からの損益を

連結損益計算書上「特定取引収益」及び

「特定取引費用」に計上しております。

　特定取引資産及び特定取引負債の評価

は、有価証券及び金銭債権等については

連結決算日の時価により、スワップ・先

物・オプション取引等の派生商品につい

ては連結決算日において決済したものと

みなした額により行っております。

　また、特定取引収益及び特定取引費用

の損益計上は、当連結会計年度中の受払

利息等に、有価証券、金銭債権等につい

ては前連結会計年度末と当連結会計年度

末における評価損益の増減額を、派生商

品については前連結会計年度末と当連結

会計年度末におけるみなし決済からの損

益相当額の増減額を加えております。

(1）特定取引資産・負債の評価基準及び収

益・費用の計上基準

同左
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前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

 (2）有価証券の評価基準及び評価方法

（イ）有価証券の評価は、満期保有目的の

債券については移動平均法による償却

原価法（定額法）、その他有価証券の

うち時価のある国内株式については連

結決算期末月１カ月平均に基づいた市

場価格等、それ以外については連結決

算日における市場価格等に基づく時価

法（売却原価は主として移動平均法に

より算定）、時価を把握することが極

めて困難と認められるものについては

移動平均法による原価法により行って

おります。

　なお、その他有価証券の評価差額に

ついては、時価ヘッジの適用により損

益に反映させた額を除き、全部純資産

直入法により処理しております。

(2）有価証券の評価基準及び評価方法

（イ）　　　　　　同左

 （ロ）金銭の信託において信託財産を構成

している有価証券の評価は、上記

（イ）と同じ方法によっております。

（ロ）　　　　　　同左

 (3）デリバティブ取引の評価基準及び評価

方法

　デリバティブ取引（特定取引目的の取

引を除く）の評価は、時価法により行っ

ております。

(3）デリバティブ取引の評価基準及び評価

方法

同左
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前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

 (4）減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　当行の有形固定資産の減価償却は、

建物については定額法を、その他につ

いては定率法を採用しております。ま

た、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。

建物　：３年～50年

その他：２年～20年

　連結子会社の有形固定資産について

は、資産の見積耐用年数に基づき、主

として定率法により償却しておりま

す。

(4）減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

同左

 ②　無形固定資産（リース資産を除く）

　無形固定資産の減価償却は、定額法

により償却しております。なお、自社

利用のソフトウェアについては、当行

及び連結子会社で定める利用可能期間

（主として５年）に基づいて償却して

おります。

②　無形固定資産（リース資産を除く）

同左

 ③　リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係る「有形固定資産」及び「無

形固定資産」中のリース資産の減価償

却は、原則として自己所有の固定資産

に適用する方法と同一の方法で償却し

ております。

③　リース資産

同左

 (5）繰延資産の処理方法

①　株式交付費

　株式交付費は、発生時に全額費用と

して処理しております。

(5）繰延資産の処理方法

①　株式交付費

同左

 ②　社債発行費

　社債発行費は、発生時に全額費用と

して処理しております。

②　社債発行費

同左

 ③　債券発行費用

　債券発行費用は、発生時に全額費用

として処理しております。

③　債券発行費用

同左
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前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

 (6）貸倒引当金の計上基準

　貸倒引当金は、予め定めている償却・

引当基準に則り、次のとおり計上してお

ります。

　破産、特別清算等法的に経営破綻の事

実が発生している債務者（以下、「破綻

先」という。）に係る債権及びそれと同

等の状況にある債務者（以下、「実質破

綻先」という。）に係る債権について

は、以下のなお書きに記載されている直

接減額後の帳簿価額から、担保の処分可

能見込額及び保証による回収可能見込額

を控除し、その残額を計上しておりま

す。また、現在は経営破綻の状況にない

が、今後経営破綻に陥る可能性が大きい

と認められる債務者（以下、「破綻懸念

先」という。）に係る債権については、

債権額から、担保の処分可能見込額及び

保証による回収可能見込額を控除し、そ

の残額のうち、債務者の支払能力を総合

的に判断し必要と認める額を計上してお

ります。

　破綻懸念先及び注記事項（連結貸借対

照表関係）５．の貸出条件緩和債権等を

有する債務者で与信額が一定額以上の大

口債務者のうち、債権の元本の回収及び

利息の受取りに係るキャッシュ・フロー

を合理的に見積ることができる債権につ

いては、当該キャッシュ・フローを貸出

条件緩和実施前の約定利子率等で割引い

た金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒

引当金とする方法（キャッシュ・フロー

見積法）により引き当てております。ま

た、当該大口債務者のうち、将来キャッ

シュ・フローを合理的に見積ることが困

難な債務者に対する債権については、個

別的に予想損失額を算定し、引き当てて

おります。

　上記以外の債権については、過去の一

定期間における貸倒実績等から算出した

予想損失率に基づき計上しております。

　すべての債権は、資産の自己査定基準

に基づき、営業関連部署が資産査定を実

施し、当該部署から独立した資産監査部

署が査定結果を監査しており、その査定

結果に基づいて上記の引当を行っており

ます。

(6）貸倒引当金の計上基準

　貸倒引当金は、予め定めている償却・

引当基準に則り、次のとおり計上してお

ります。

　破産、特別清算等法的に経営破綻の事

実が発生している債務者（以下、「破綻

先」という。）に係る債権及びそれと同

等の状況にある債務者（以下、「実質破

綻先」という。）に係る債権について

は、以下のなお書きに記載されている直

接減額後の帳簿価額から、担保の処分可

能見込額及び保証による回収可能見込額

を控除し、その残額を計上しておりま

す。また、現在は経営破綻の状況にない

が、今後経営破綻に陥る可能性が大きい

と認められる債務者（以下、「破綻懸念

先」という。）に係る債権については、

債権額から、担保の処分可能見込額及び

保証による回収可能見込額を控除し、そ

の残額のうち、債務者の支払能力を総合

的に判断し必要と認める額を計上してお

ります。

　破綻懸念先及び注記事項（連結貸借対

照表関係）５．の貸出条件緩和債権等を

有する債務者で与信額が一定額以上の大

口債務者のうち、債権の元本の回収及び

利息の受取りに係るキャッシュ・フロー

を合理的に見積ることができる債権につ

いては、当該キャッシュ・フローを貸出

条件緩和実施前の約定利子率等で割引い

た金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒

引当金とする方法（キャッシュ・フロー

見積法）により引き当てております。ま

た、当該大口債務者のうち、将来キャッ

シュ・フローを合理的に見積ることが困

難な債務者に対する債権については、個

別的に予想損失額を算定し、引き当てて

おります。

　上記以外の債権については、過去の一

定期間における貸倒実績等から算出した

予想損失率に基づき計上しております。

　すべての債権は、資産の自己査定基準

に基づき、営業関連部署が資産査定を実

施し、当該部署から独立した資産監査部

署が査定結果を監査しており、その査定

結果に基づいて上記の引当を行っており

ます。
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前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

 　なお、破綻先及び実質破綻先に対する

担保・保証付債権等については、債権額

から担保の評価額及び保証による回収が

可能と認められる額を控除した残額を取

立不能見込額として債権額から直接減額

しており、その金額は369,782百万円で

あります。

　なお、破綻先及び実質破綻先に対する

担保・保証付債権等については、債権額

から担保の評価額及び保証による回収が

可能と認められる額を控除した残額を取

立不能見込額として債権額から直接減額

しており、その金額は284,023百万円で

あります。

 (7）投資損失引当金の計上基準

　投資損失引当金は、投資に対する損失

に備えるため、有価証券の発行会社の財

政状態等を勘案して必要と認める額を計

上しております。

(7）投資損失引当金の計上基準

同左

 (8）賞与引当金の計上基準

　賞与引当金は、従業員への賞与の支払

いに備えるため、従業員に対する賞与の

支給見込額のうち、当連結会計年度に帰

属する額を計上しております。

(8）賞与引当金の計上基準

同左

 (9）退職給付引当金の計上基準

　退職給付引当金（含む前払年金費用）

は、従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当連結会

計年度末において発生していると認める

額を計上しております。

また、数理計算上の差異は、各発生連

結会計年度における従業員の平均残存勤

務期間内の一定年数（10～12年）による

定額法に基づき按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から損益処理してお

ります。

(9）退職給付引当金の計上基準

同左

 (10）役員退職慰労引当金の計上基準

　役員退職慰労引当金は、役員の退職に

より支給する退職慰労金に備えるため、

内規に基づく支給見込額のうち、当連結

会計年度末までに発生していると認めら

れる額を計上しております。

(10)役員退職慰労引当金の計上基準

同左
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前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

 (11）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準

　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上

を中止した預金について、預金者からの

払戻請求に備えるため、将来の払戻請求

に応じて発生する損失を見積り必要と認

める額を計上しております。

(11)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準

同左

 (12）債券払戻損失引当金の計上基準

　債券払戻損失引当金は、負債計上を中

止した債券について、債券保有者からの

払戻請求に備えるため、将来の払戻請求

に応じて発生する損失を見積り必要と認

める額を計上しております。

(12)債券払戻損失引当金の計上基準

同左

 (13）特別法上の引当金の計上基準

　特別法上の引当金は、金融商品取引責

任準備金であり、有価証券の売買その他

の取引又はデリバティブ取引等に関して

生じた事故による損失の補てんに充てる

ため、金融商品取引法第46条の５第１項

及び第48条の３第１項の規定に基づき計

上しております。

(13)特別法上の引当金の計上基準

同左

 (14）外貨建資産・負債の換算基準

当行の外貨建資産・負債は、連結決算

日の為替相場による円換算額を付してお

ります。

　連結子会社の外貨建資産・負債につい

ては、それぞれの決算日等の為替相場に

より換算しております。

(14)外貨建資産・負債の換算基準

同左
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前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

 (15)重要なヘッジ会計の方法

（イ）金利リスク・ヘッジ

当行の金融資産・負債から生じる金利リ

スクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方

法として、繰延ヘッジ又は時価ヘッジを適

用しております。小口多数の金銭債権債務

に対する包括ヘッジについて、「銀行業に

おける金融商品会計基準適用に関する会計

上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士

協会業種別監査委員会報告第24号。以下

「業種別監査委員会報告第24号」とい

う。）を適用しております。ヘッジ有効性

の評価は、小口多数の金銭債権債務に対す

る包括ヘッジについて以下のとおり行って

おります。

(15)重要なヘッジ会計の方法

（イ）金利リスク・ヘッジ

当行の金融資産・負債から生じる金利リ

スクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方

法として、繰延ヘッジ又は時価ヘッジを適

用しております。小口多数の金銭債権債務

に対する包括ヘッジについて、「銀行業に

おける金融商品会計基準適用に関する会計

上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士

協会業種別監査委員会報告第24号。以下

「業種別監査委員会報告第24号」とい

う。）を適用しております。ヘッジ有効性

の評価は、小口多数の金銭債権債務に対す

る包括ヘッジについて以下のとおり行って

おります。

 （ⅰ）相場変動を相殺するヘッジについて

は、ヘッジ対象となる預金・貸出金

等とヘッジ手段である金利スワップ

取引等を一定の期間毎にグルーピン

グのうえ特定し有効性を評価してお

ります。

（ⅰ）相場変動を相殺するヘッジについて

は、ヘッジ対象となる預金・貸出金

等とヘッジ手段である金利スワップ

取引等を一定の期間毎にグルーピン

グのうえ特定し有効性を評価してお

ります。

 （ⅱ）キャッシュ・フローを固定するヘッ

ジについては、ヘッジ対象とヘッジ

手段の金利変動要素の相関関係を検

証し有効性を評価しております。

（ⅱ）キャッシュ・フローを固定するヘッ

ジについては、ヘッジ対象とヘッジ

手段の金利変動要素の相関関係を検

証し有効性を評価しております。

 個別ヘッジについてもヘッジ対象の相場

変動とヘッジ手段の相場変動を比較し、両

者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効

性を評価しております。

また、当連結会計年度末の連結貸借対照

表に計上している繰延ヘッジ損益のうち、

「銀行業における金融商品会計基準適用に

関する当面の会計上及び監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会業種別監査委員

会報告第15号）を適用して実施しておりま

した多数の貸出金・預金等から生じる金利

リスクをデリバティブ取引を用いて総体で

管理する従来の「マクロヘッジ」に基づく

繰延ヘッジ損益は、「マクロヘッジ」で指

定したそれぞれのヘッジ手段等の残存期

間・平均残存期間にわたって、資金調達費

用又は資金運用収益等として期間配分して

おります。なお、当連結会計年度末におけ

る「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損

失は10,656百万円（税効果額控除前）、繰

延ヘッジ利益は11,773百万円（同前）であ

ります。

個別ヘッジについてもヘッジ対象の相場

変動とヘッジ手段の相場変動を比較し、両

者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効

性を評価しております。

また、当連結会計年度末の連結貸借対照

表に計上している繰延ヘッジ損益のうち、

「銀行業における金融商品会計基準適用に

関する当面の会計上及び監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会業種別監査委員

会報告第15号）を適用して実施しておりま

した多数の貸出金・預金等から生じる金利

リスクをデリバティブ取引を用いて総体で

管理する従来の「マクロヘッジ」に基づく

繰延ヘッジ損益は、「マクロヘッジ」で指

定したそれぞれのヘッジ手段等の残存期

間・平均残存期間にわたって、資金調達費

用又は資金運用収益等として期間配分して

おります。なお、当連結会計年度末におけ

る「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損

失は4,228百万円（税効果額控除前）、繰

延ヘッジ利益は4,223百万円（同前）であ

ります。
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前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

 （ロ）為替変動リスク・ヘッジ

外貨建その他有価証券（債券以外）の為

替変動リスクをヘッジするため、事前に

ヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を

特定し、当該外貨建有価証券について外貨

ベースで取得原価以上の直先負債が存在し

ていること等を条件に包括ヘッジとして繰

延ヘッジ及び時価ヘッジを適用しておりま

す。

（ロ）為替変動リスク・ヘッジ

同左

 （ハ）連結会社間取引等

デリバティブ取引のうち連結会社間及び

特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内

部取引については、ヘッジ手段として指定

している金利スワップ取引等に対して、業

種別監査委員会報告第24号に基づき、恣意

性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認め

られる対外カバー取引の基準に準拠した運

営を行っているため、当該金利スワップ取

引等から生じる収益及び費用は消去せずに

損益認識又は繰延処理を行っております。

なお、一部の資産・負債については、個

別ヘッジに基づく繰延ヘッジを行っており

ます。

（ハ）連結会社間取引等

同左

 (16）消費税等の会計処理

　当行及び国内連結子会社の消費税及び

地方消費税の会計処理は、主として税抜

方式によっております。

(16)消費税等の会計処理

同左

 (17）のれんの償却方法及び償却期間

　みずほインベスターズ証券株式会社に

係るのれんは20年間で均等償却しており

ます。その他ののれんについては、金額

的に重要性が乏しいため、発生した連結

会計年度に一括して償却しております。

(17)のれんの償却方法及び償却期間

同左　

 (18）連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲は、連結貸借対照表上の

「現金預け金」のうち現金及び中央銀行

への預け金であります。

(18)連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲

同左　
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

（企業結合に関する会計基準等）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号平

成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号平成20年12月26日）、「『研究

開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第

23号平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準第７号平成20年12月26日）、「持分法

に関する会計基準」（企業会計基準第16号平成20年12月26

日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号平成

20年12月26日）が平成21年４月１日以後開始する連結会計

年度から早期適用することができることになったことに伴

い、当連結会計年度からこれらの会計基準等を適用してお

ります。

───────

（金融商品に関する会計基準）

　当連結会計年度末から「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号平成20年３月10日）および「金

融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準

適用指針第19号平成20年３月10日）を適用しております。

これにより、従来の方法に比べ、「有価証券」は19,367百

万円減少、「その他有価証券評価差額金」は12,515百万円

減少、「繰延税金資産」は1,419百万円増加、「貸倒引当

金」は18,536百万円減少し、「経常利益」及び「税金等調

整前当期純利益」はそれぞれ13,104百万円増加しておりま

す。

───────

─────── （資産除去債務に関する会計基準）

　当連結会計年度から「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号平成20年３月31日）及び「資産

除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第21号平成20年３月31日）を適用しております。こ

れにより、「経常利益」は1,224百万円増加、「税金等調

整前当期純利益」は589百万円減少しております。また、

当会計基準等の適用開始による「その他負債」中の資産除

去債務の変動額は1,760百万円であります。

─────── （持分法に関する会計基準）

　当連結会計年度から、「持分法に関する会計基準」（企

業会計基準第16号平成20年３月10日公表分）及び「持分法

適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第24号平成20年３月10日）を適用しております。

　なお、これによる連結財務諸表に与える影響はありませ

ん。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

（連結貸借対照表関係）

　「みずほマイレージクラブ」におけるマイレージポイン

トが当連結会計年度において廃止され未利用分のポイント

の精算を行ったことに伴い「みずほマイレージクラブ」に

係るポイント引当金を全額取崩しております。これにより

ポイント引当金の金額的重要性が乏しくなったため、当連

結会計年度からポイント引当金を「その他負債」に含めて

計上しております。なお、当連結会計年度末の「その他負

債」に含まれるポイント引当金は204百万円であります。

───────

（連結損益計算書関係）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22

号平成20年12月26日）に基づき「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣布

令」（平成21年３月24日内閣府令第５号）が平成21年４月

１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できること

となったことに伴い、当連結会計年度から「少数株主損益

調整前当期純利益」を表示しております。

───────

　

【追加情報】

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

─────── （包括利益の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度から「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号平成22年６月30日）を適用して

おります。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「そ

の他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額は、

「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金

額を記載しております。
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【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成22年３月31日）

当連結会計年度
（平成23年３月31日）

※１．有価証券には、関連会社の株式7,178百万円を含ん

でおります。

※１．有価証券には、関連会社の株式9,103百万円を含ん

でおります。

※２．無担保の消費貸借契約により貸し付けている有価証

券は、「特定取引資産」中の商品有価証券に4,347百

万円含まれております。

　現金担保付債券貸借取引、現先取引及び株式の信用

取引等により受け入れている有価証券のうち、売却又

は再担保という方法で自由に処分できる権利を有する

有価証券で、再担保に差し入れている有価証券は

132,848百万円、当連結会計年度末に当該処分をせず

に所有しているものは326,663百万円であります。

※２．無担保の消費貸借契約により貸し付けている有価証

券は、「特定取引資産」中の商品有価証券に4,198百

万円含まれております。

　現金担保付債券貸借取引、現先取引及び株式の信用

取引等により受け入れている有価証券のうち、売却又

は再担保という方法で自由に処分できる権利を有する

有価証券で、再担保に差し入れている有価証券は

108,305百万円、当連結会計年度末に当該処分をせず

に所有しているものは442,953百万円であります。

※３．貸出金のうち、破綻先債権額は51,896百万円、延滞

債権額は518,788百万円であります。

　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延

が相当期間継続していることその他の事由により元本

又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして

未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った

部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」とい

う。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97

号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由

又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金で

あります。

　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であっ

て、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図る

ことを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の

貸出金であります。

※３．貸出金のうち、破綻先債権額は31,184百万円、延滞

債権額は531,805百万円であります。

　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延

が相当期間継続していることその他の事由により元本

又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして

未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った

部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」とい

う。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97

号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由

又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金で

あります。

　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であっ

て、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図る

ことを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の

貸出金であります。

※４．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は9,134百万

円であります。

　なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支

払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出

金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであり

ます。

※４．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は24,937百万

円であります。

　なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支

払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出

金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであり

ます。

※５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は284,643百万

円であります。

　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又

は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者

に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延

滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであ

ります。

※５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は332,109百万

円であります。

　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又

は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者

に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延

滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであ

ります。

※６．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額

及び貸出条件緩和債権額の合計額は864,462百万円で

あります。

　なお、上記３．から６．に掲げた債権額は、貸倒引

当金控除前の金額であります。

※６．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額

及び貸出条件緩和債権額の合計額は920,036百万円で

あります。

　なお、上記３．から６．に掲げた債権額は、貸倒引

当金控除前の金額であります。
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前連結会計年度
（平成22年３月31日）

当連結会計年度
（平成23年３月31日）

※７．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適

用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会

計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき金融

取引として処理しております。これにより受け入れた

商業手形及び買入外国為替は、売却又は再担保という

方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、そ

の額面金額は238,766百万円であります。

※７．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適

用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会

計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき金融

取引として処理しております。これにより受け入れた

商業手形及び買入外国為替は、売却又は再担保という

方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、そ

の額面金額は203,380百万円であります。

※８．担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産

※８．担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産

特定取引資産 654,865百万円

有価証券 5,309,223百万円

貸出金 3,526,159百万円

その他資産 1,525百万円

特定取引資産 383,672百万円

有価証券 6,522,300百万円

貸出金 4,970,548百万円

その他資産 1,431百万円

担保資産に対応する債務 担保資産に対応する債務

預金 478,052百万円

コールマネー及び売渡手形 955,200百万円

売現先勘定 651,179百万円

債券貸借取引受入担保金 1,813,822百万円

借用金 2,110,874百万円

預金 536,893百万円

コールマネー及び売渡手形 831,700百万円

売現先勘定 8,998百万円

債券貸借取引受入担保金 1,549,810百万円

借用金 5,196,180百万円

　上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担

保あるいは先物取引証拠金等の代用として、「特定取

引資産」1,554百万円及び「有価証券」1,145,720百万

円を差し入れております。

　関連会社の借入金等のための担保提供はありませ

ん。

　また、「その他資産」のうち保証金は63,209百万

円、先物取引差入証拠金は2,006百万円、その他の証

拠金等は10,327百万円であります。

　上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担

保あるいは先物取引証拠金等の代用として、「特定取

引資産」1,599百万円及び「有価証券」1,139,045百万

円を差し入れております。

　関連会社の借入金等のための担保提供はありませ

ん。

　また、「その他資産」のうち保証金は61,387百万

円、先物取引差入証拠金は4,033百万円、その他の証

拠金等は6,519百万円であります。

※９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライ

ン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合

に、契約上規定された条件について違反がない限り、

一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約で

あります。これらの契約に係る融資未実行残高は、

21,576,004百万円であります。このうち原契約期間が

１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能な

ものが20,990,573百万円あります。

　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終

了するものであるため、融資未実行残高そのものが必

ずしも将来のキャッシュ・フローに影響を与えるもの

ではありません。これらの契約の多くには、金融情勢

の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるとき

は、実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額

の減額をすることができる旨の条項が付けられており

ます。また、契約時において必要に応じて不動産・有

価証券等の担保の提供を受けるほか、契約後も定期的

に予め定めている手続に基づき顧客の業況等を把握

し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等

を講じております。

※９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライ

ン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合

に、契約上規定された条件について違反がない限り、

一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約で

あります。これらの契約に係る融資未実行残高は、

24,417,929百万円であります。このうち原契約期間が

１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能な

ものが23,876,764百万円あります。

　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終

了するものであるため、融資未実行残高そのものが必

ずしも将来のキャッシュ・フローに影響を与えるもの

ではありません。これらの契約の多くには、金融情勢

の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるとき

は、実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額

の減額をすることができる旨の条項が付けられており

ます。また、契約時において必要に応じて不動産・有

価証券等の担保の提供を受けるほか、契約後も定期的

に予め定めている手続に基づき顧客の業況等を把握

し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等

を講じております。
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前連結会計年度
（平成22年３月31日）

当連結会計年度
（平成23年３月31日）

※10．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価

を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税

金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差

額金」として純資産の部に計上しております。

※10．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価

を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税

金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差

額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日　　　平成10年３月31日 再評価を行った年月日　　　平成10年３月31日

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第４号に定める地

価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算

の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁

長官が定めて公表した方法により算定した価額

に、時点修正による補正等合理的な調整を行って

算出しております。

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第４号に定める地

価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算

の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁

長官が定めて公表した方法により算定した価額

に、時点修正による補正等合理的な調整を行って

算出しております。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地

の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事

業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地

の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事

業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

　 149,226百万円 　 158,058百万円

※11．有形固定資産の減価償却累計額は582,798百万円で

あります。

※12. 有形固定資産の圧縮記帳額は35,191百万円でありま

す。

※11．有形固定資産の減価償却累計額は598,973百万円で

あります。

※12. 有形固定資産の圧縮記帳額は34,504百万円でありま

す。

※13．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位で

ある旨の特約が付された劣後特約付借入金342,780百

万円が含まれております。

※13．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位で

ある旨の特約が付された劣後特約付借入金268,000百

万円が含まれております。

※14．社債は、全額劣後特約付社債であります。 ※14．社債は、全額劣後特約付社債であります。

※15．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金

融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証

債務の額は1,088,562百万円であります。

※15．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金

融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証

債務の額は980,642百万円であります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

※１．その他経常収益には、株式等売却益29,138百万円、

睡眠預金の収益計上額11,454百万円を含んでおりま

す。

※１．その他経常収益には、睡眠預金の収益計上額8,852

百万円、株式等売却益8,652百万円及び未払債券の収

益計上額6,797百万円を含んでおります。

※２．その他の経常費用には、貸出金償却80,276百万円、

株式等償却12,396百万円、株式関連派生商品費用

20,536百万円を含んでおります。

※２．その他の経常費用には、貸出金償却60,454百万円、

株式等償却12,892百万円を含んでおります。

─────── ※３．その他の特別損失は、連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項の変更に記載した資産除去債務に

関する会計基準適用による影響額であります。

（連結包括利益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

※１．当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他

の包括利益

その他の包括利益 215,016百万円

その他有価証券評価差額金 197,321百万円

繰延ヘッジ損益 15,495百万円

為替換算調整勘定 △10百万円

持分法適用会社に対する持分相

当額
2,209百万円

※２．当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利

益

包括利益 271,024百万円

親会社株主に係る包括利益 269,272百万円

少数株主に係る包括利益 1,752百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

Ⅰ　前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度
末株式数
（千株）

当連結会計年度
増加株式数
（千株）

当連結会計年度
減少株式数
（千株）

当連結会計年度
末株式数
（千株）

摘要

発行済株式      

普通株式 4,445 1 ― 4,446 注１

第四回第四種優先株式 64 ― ― 64  

第五回第五種優先株式 85 ― ― 85  

第十回第十三種優先株式 1,800 ― ― 1,800  

合計 6,395 1 ― 6,396  

　注１．増加は株主割当による新株の発行によるものであります。

 

２．配当に関する事項

（１）当連結会計年度中の配当金支払額

　該当ありません。

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
 

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月21日

定時株主総会

普通株式 ― ― ― ― ―

第四回第四種

優先株式
3,070 利益剰余金 47,600 平成22年３月31日 平成22年６月21日

第五回第五種

優先株式
3,591 利益剰余金 42,000 平成22年３月31日 平成22年６月21日

第十回第十三

種優先株式
    ― ― ― ― ―
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Ⅱ　当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度
末株式数
（千株）

当連結会計年度
増加株式数
（千株）

当連結会計年度
減少株式数
（千株）

当連結会計年度
末株式数
（千株）

摘要

発行済株式      

普通株式 4,446  5,559 ― 10,006 注１

第四回第四種優先株式 64 ― ―  64  

第五回第五種優先株式 85 ― ―  85  

第十回第十三種優先株式 1,800 ― ― 1,800  

合計 6,396 5,559 ― 11,956  

自己株式      

普通株式 ― ― ― ―  

第四回第四種優先株式 ― 64 ―  64 注２

第五回第五種優先株式 ― 85 ―  85 注３

第十回第十三種優先株式 ― 3,572 1,772 1,799 注４

合計 ― 3,722 1,772 1,949  

　注１．普通株式の増加は平成23年３月22日に第四回第四種優先株式、第五回第五種優先株式及び第十回第十三種優先

　　　　株式の取得請求により3,592千株、平成23年３月28日に第十回第十三種優先株式の取得請求により1,966千株の

　　　　普通株式を交付したことによるものであります。

　注２．第四回第四種優先株式の自己株式の増加は平成23年３月22日の取得請求によるものであります。

　注３．第五回第五種優先株式の自己株式の増加は平成23年３月22日の取得請求によるものであります。

　注４．第十回第十三種優先株式の自己株式については、平成23年３月22日に取得請求により1,799千株増加、平成23年

　　　　３月25日に自己株式を処分したことにより1,772千株減少、平成23年３月28日に取得請求により1,772千株増加

　　　　したものであります。　

　

２．配当に関する事項

（１）当連結会計年度中の配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月21日

定時株主総会

普通株式 ― ― ― ―

第四回第四種

優先株式
3,070 47,600 平成22年３月31日 平成22年６月21日

第五回第五種

優先株式
3,591 42,000 平成22年３月31日 平成22年６月21日

第十回第十三

種優先株式
― ― ― ―

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
 

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成23年６月20日

定時株主総会

普通株式 ― ― ― ― ―

第四回第四種

優先株式
0 利益剰余金 47,600 平成23年３月31日 平成23年６月20日

第五回第五種

優先株式
0 利益剰余金 42,000 平成23年３月31日 平成23年６月20日

第十回第十三

種優先株式
0 利益剰余金 16,000 平成23年３月31日 平成23年６月20日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（金額単位　百万円)

平成22年３月31日現在

現金預け金勘定 2,658,944

定期預け金 △250,001

その他 △778,396

現金及び現金同等物 1,630,546
　

（金額単位　百万円)

平成23年３月31日現在

現金預け金勘定 4,785,950

定期預け金 △250,001

その他 △563,338

現金及び現金同等物 3,972,610
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(借手側)

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(借手側)

①リース資産の内容

(ア)有形固定資産

　主として、動産であります。

①リース資産の内容

(ア)有形固定資産

同左

(イ)無形固定資産

　ソフトウェアであります。

(イ)無形固定資産

同左

②リース資産の減価償却の方法

　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「５．会計処理基準に関する事項」の「(4）減価償却の

方法」に記載のとおりであります。

②リース資産の減価償却の方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに

係る未経過リース料

(借手側)

１年内 13,061百万円

１年超 37,600百万円

合計 50,662百万円

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに

係る未経過リース料

(借手側)

１年内 12,158百万円

１年超 25,939百万円

合計 38,098百万円
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（金融商品関係）

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　銀行業を中心とする当行及び当グループは、資金調達サイドにおいて取引先からの預金や市場調達等の金融負債を

有する一方、資金運用サイドにおいては取引先に対する貸出金や株式及び債券等の金融資産を有しており、一部の金

融商品についてはトレーディング業務を行っております。また一部の連結子会社では証券業務やその他の金融関連業

務を行っております。

　これらの資金調達・運用に関しては、金融商品ごとのリスクに応じた適切な管理を行いつつ、長短バランスやリス

ク諸要因に留意した取組みを行っております。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

　当行及び当グループが保有する主な金融資産は、取引先に対する貸出金、預金の支払い準備及び資金運用目的等で

保有する、株式、国債などの有価証券です。これらの金融資産は、貸出先や発行体の財務状況の悪化等により、金融

資産の価値が減少または、消失するリスク（信用リスク）及び、金利・株価・為替等の変動により資産価値が減少す

るリスク（市場リスク）に晒されています。

　また、金融負債として、主に預金により安定的な資金を調達しているほか、金融市場からの資金調達を行っていま

す。これらの資金調達手段は、当行及び当グループの財務内容の悪化等により必要な資金が確保できなくなり資金繰

りがつかなくなる場合や、通常より著しく高い金利で資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク（流動

性リスク）があります。

　このほか、当行及び当グループが保有する金融資産・負債に係わる金利リスクコントロール（ＡＬＭ）として、金

利リスクを共通する単位ごとにグルーピングした上で管理する「包括ヘッジ」を実施しており、これらのヘッジ

（キャッシュ・フロー・ヘッジまたはフェア・バリュー・ヘッジの）手段として金利スワップ取引などのデリバティ

ブ取引を使用しています。ＡＬＭ目的として保有するデリバティブ取引の太宗はヘッジ会計を適用し、繰延ヘッジに

よる会計処理を行っております。また、当該取引に関するヘッジの有効性評価は、回帰分析等によりヘッジ対象の金

利リスクまたは、キャッシュ・フローの変動がヘッジ手段により高い程度で相殺されることを定期的に検証すること

によって行っております。なお、デリバティブ取引は、トレーディング目的などにおいても使用しております。

　金融の自由化、国際化が一層進展するなか、当行及び当グループの保有する金融資産・負債は多様化・複雑化して

おり、信用リスク・市場リスク・流動性リスクをはじめ、多様なリスクに当行及び当グループは晒されております。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①　リスク管理への取り組み

　当行及び当グループでは、グループ全体およびグループ会社各社の経営の健全性・安全性を確保しつつ企業価値

を高めていくために、業務やリスクの特性に応じてこれらのリスクを適切に管理し、コントロールしていくことを

経営上の最重要課題の一つとして認識し、リスク管理態勢の整備に取り組んでいます。

　当行及び当グループでは、各種リスクの明確な定義、適切なリスク管理を行うための態勢の整備と人材の育成、

リスク管理態勢の有効性および適切性の監査の実施等を内容とした、当行及び当グループ全体に共通するリスク管

理の基本方針を取締役会において制定しています。当行及び当グループは、この基本方針に則りさまざまな手法を

活用してリスク管理の高度化を図る等、リスク管理の強化に努めています。

②　総合的なリスク管理

　当行及び当グループでは、当行及び当グループが保有するさまざまな金融資産・負債が晒されているリスクを、

リスクの要因別に「信用リスク」、「市場リスク」、「流動性リスク」、「オペレーショナルリスク」等に分類

し、各リスクの特性に応じた管理を行っています。

　また、各リスク単位での管理に加え、リスクを全体として把握・評価し、必要に応じて定性・定量それぞれの面

から適切な対応を行い、経営として許容できる範囲にリスクを制御していく、総合的なリスク管理態勢を構築して

います。

　具体的には、当行は株式会社みずほフィナンシャルグループよりリスクキャピタル配賦を受け、配賦されたリス

クキャピタルをリスク上限としてリスク制御を行うとともに、当行及び当グループ全体として保有するリスクが資

本勘定等の財務体力を超えないように経営としての許容範囲にリスクを制御しております。当行は、この枠組みの

もとで経営の健全性を確保するためのリスクキャピタルの使用状況を定期的にモニタリングし、取締役会等で報告

をしております。
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③　信用リスクの管理

　当行及び当グループの信用リスク管理は、信用リスクを相互に補完する２つのアプローチによって実施しており

ます。１つは、信用リスクの顕在化により発生する損失を制御するために、取引先の信用状態の調査を基に、与信

実行から回収までの過程を個別案件ごとに管理する「与信管理」です。もう１つは、信用リスクを把握し適切に対

応するために、信用リスク顕在化の可能性を統計的な手法で把握する「クレジットポートフォリオ管理」です。

　当行では、取締役会が信用リスクに関する重要な事項を決定します。また、信用リスク管理に関する経営政策委

員会として「ポートフォリオマネジメント委員会」及び「クレジット委員会」を設置し、信用リスク管理にかかわ

る基本的な方針や当行及び当グループのクレジットポートフォリオ運営に関する事項、信用リスクのモニタリン

グ、与信先に対する与信方針等について、総合的に審議・調整等を行います。リスク管理グループ担当役員が所管

する与信企画部は、信用リスク管理に関する基本的な事項の企画立案、推進を行っています。

　クレジットポートフォリオ管理方法としては、統計的な手法によって今後１年間に予想される平均的な損失額

（＝信用コスト）、一定の信頼区間における最大損失額（＝信用ＶＡＲ）、及び信用ＶＡＲと信用コストとの差額

（＝信用リスク量）を計測し、保有ポートフォリオから発生する損失の可能性を管理しています。また、全体の信

用リスクを特定企業への与信集中の結果発生する「与信集中リスク」と企業グループ・業種等への与信集中の結果

発生する「連鎖デフォルトリスク」に分解し、それぞれのリスクを制御するために各種ガイドラインを設定するな

ど適切な管理を行っています。

　当行及び当グループの一部の会社では、各社で定めた「信用リスク管理の基本方針」に則り、各社の取締役会が

信用リスク管理に関する重要な事項を決定します。また、各社の経営政策委員会において、おのおののクレジット

ポートフォリオの運営、与信先に対する取引方針について総合的に審議・調整を行います。

④　市場リスクの管理

　当行では、株式会社みずほフィナンシャルグループが定めた「市場リスク管理の基本方針」に則った基本方針を

制定し、市場リスク管理に関する重要な事項については、基本方針に則り、取締役会が決定し、頭取が市場リスク

管理を統括しています。また、市場リスク管理に関する経営政策委員会として「ＡＬＭ・マーケットリスク委員

会」を設置し、ＡＬＭにかかわる基本的な方針・リスク計画・市場リスク管理に関する事項や、マーケットの急変

等緊急時における対応策の提言等、総合的に審議・調整等を行います。

　リスク管理グループ担当役員は市場リスク管理の企画運営全般に関する事項を所管します。総合リスク管理部

は、市場リスクのモニタリング・報告と分析・提言、諸リミットの設定等の実務を担い、市場リスク管理に関する

企画立案・推進を行います。総合リスク管理部は、当行及び当グループ全体の市場リスク状況を把握・管理し、頭

取への日次報告や、取締役会および経営会議等に対する定期的な報告を行っています。

　市場リスクの管理方法としては、みずほグループ共通のリスクキャピタル配賦制度のもとで、市場リスクに対し

て、株式会社みずほフィナンシャルグループから配賦されるリスクキャピタルに対応した諸リミット等を設定し制

御しております。なお、市場リスクの配賦リスクキャピタルの金額は、ＶＡＲとポジションをクローズするまでに

発生する追加的なリスクを対象としています。トレーディング業務およびバンキング業務については、ＶＡＲによ

る限度および損失に対する限度を設定しております。また、バンキング業務等については、必要に応じ、金利感応

度等を用いたポジション枠を設定しております。市場性業務に関しては、フロントオフィス（市場部門）やバック

オフィス（事務管理部門）から独立したミドルオフィス（リスク管理専担部署）を設置し相互に牽制が働く体制と

しています。ミドルオフィスは、ＶＡＲに加えて、取引実態に応じて10ＢＰＶ（ベーシスポイントバリュー）等の

リスク指標の管理、ストレステストの実施、損失限度等により、ＶＡＲのみでは把握しきれないリスク等もきめ細

かく管理しています。

⑤　資金調達に係る流動性リスクの管理

　当行及び当グループの流動性リスク管理体制は、基本的に前述「④市場リスクの管理」の市場リスク管理体制と

同様ですが、これに加え、市場・ＡＬＭグループ担当役員が資金繰り管理の企画運営に関する事項を所管し、当行

では総合資金部が、資金繰り運営状況の把握・調整等を担い、資金繰り管理に関する企画立案・推進を行います。

資金繰りの状況等については、ＡＬＭ・マーケットリスク委員会、経営会議および頭取に報告しています。

　流動性リスクの計測は、市場からの資金調達に関する上限額等、資金繰りに関する指標を用いています。また、

資金繰りの状況に応じた「平常時」・「懸念時」・「危機時」の区分、および「懸念時」・「危機時」の対応につ

いて定めています。これに加え、当行及び当グループの資金繰りに影響を与える「緊急事態」が発生した際に、迅

速な対応を行うことができる体制を構築しています。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて

おります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該

価額が異なることもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を

把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。

 （単位：百万円）

 
連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1）現金預け金（＊１） 2,658,742 2,658,742 －

(2）コールローン及び買入手形（＊１） 9,038,182 9,038,182 －

(3）買現先勘定 4,346 4,346 －

(4）債券貸借取引支払保証金 562,951 562,951 －

(5）買入金銭債権（＊１） 1,708,580 1,708,580 －

(6）特定取引資産             

売買目的有価証券 1,703,796 1,703,796 －

(7）金銭の信託 23,009 23,009 －

(8）有価証券             

満期保有目的の債券 600,455 604,475 4,019

その他有価証券 18,708,923 18,708,923 －

(9）貸出金 32,426,563         

貸倒引当金（＊１） △487,067         

 31,939,496 32,205,445 265,949

資産計 66,948,485 67,218,454 269,968

(1）預金 55,718,435 55,677,254 △41,180

(2）譲渡性預金 1,731,790 1,730,798 △991

(3）債券 821,867 817,392 △4,475

(4）コールマネー及び売渡手形 1,627,500 1,627,500 －

(5）売現先勘定 655,526 655,526 －

(6）債券貸借取引受入担保金 1,940,813 1,940,813 －

(7）借用金 2,487,166 2,500,078 12,912

(8）社債 958,500 984,125 25,625

負債計 65,941,600 65,933,490 △8,110

デリバティブ取引（＊２）             

ヘッジ会計が適用されていないもの 170,062         

ヘッジ会計が適用されているもの 43,813         

貸倒引当金（＊１） △26,539         

デリバティブ取引計 187,336 187,336 －

（＊１）貸出金及びデリバティブ取引に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、現金預

け金、コールローン及び買入手形、買入金銭債権に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸

借対照表計上額から直接減額しております。

（＊２）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい

ては、（　）で表示しております。
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（注１）金融商品の時価の算定方法

資　産

(1）現金預け金

　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満

期のある預け金については、約定期間が短期間（６カ月以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額を時価としております。

(2）コールローン及び買入手形、(3）買現先勘定、及び(4）債券貸借取引支払保証金

　これらは、約定期間が短期間（６カ月以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時

価としております。

(5）買入金銭債権

　買入金銭債権は、市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額（ブローカー又は情報ベンダーから入手す

る価格等）等によっております。

(6）特定取引資産

　トレーディング目的で保有している債券等の有価証券については、市場価格等によっております。

(7）金銭の信託

　有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、

株式は取引所の価格、債券等は市場価格等によっております。上記以外の金銭の信託については、時価は帳簿価額と

近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

　なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「（金銭の信託関係）」に記載しております。

(8）有価証券

　株式は取引所の価格、債券等は市場価格、ブローカー又は情報ベンダーから入手する価格等によっております。投

資信託は、公表されている基準価格等によっております。

　私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金等の合計額を信用リスク等のリスク要因を織込んだ割引率

で割り引いて時価を算定しております。

　なお、変動利付国債については、市場価格を時価とみなせない状況であると判断し、当連結会計年度末において

は、合理的に算定された価額によっております。合理的に算定された価額を算定するにあたって利用したモデルは、

ディスカウント・キャッシュフロー法等であります。価格決定変数は、10年国債利回り及び原資産10年の金利スワッ

プションのボラティリティ等であります。

　貸出代替目的のクレジット投資（証券化商品）につきましても、実際の売買事例が極めて少なく、売手と買手の希

望する価格差が著しく大きいため、ブローカー又は情報ベンダーから入手する評価等が時価とみなせない状況である

と判断し、当連結会計年度末においては、経営陣の合理的な見積りによる合理的に算定された価額によっておりま

す。経営陣の合理的な見積りによる合理的に算定された価額を算定するにあたって利用したモデルは、ディスカウン

ト・キャッシュフロー法、価格決定変数はデフォルト率、回収率、プリペイメント率、割引率等であり、対象となる

有価証券の内訳は、外貨建ローン担保証券であります。

　なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しております。

(9）貸出金

　貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を信用リスク等のリス

ク要因を織込んだ割引率で割り引いて時価を算定しております。

　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又

は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借

対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

　貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、

返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価として

おります。
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負　債

(1）預金及び(2）譲渡性預金

　要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、定

期預金、譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定

しております。その割引率は、市場金利を用いております。

(3）債券

　債券については、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しておりま

す。その割引率は、市場金利を用いております。

(4）コールマネー及び売渡手形、(5）売現先勘定、及び(6）債券貸借取引受入担保金

　これらは、約定期間が短期間（６カ月以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時

価としております。

(7）借用金

　借用金の時価は、一定の期間ごとに区分した当該借入金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で

割り引いて現在価値を算定しております。

(8）社債

当行及び連結子会社の発行する社債の時価は、市場価格等によっております。

デリバティブ取引

　デリバティブ取引については、「（デリバティブ取引関係）」に記載しております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(5）

買入金銭債権」、「資産(7）金銭の信託」及び「資産(8）その他有価証券」には含まれておりません。

 （単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額

①　非上場株式（＊１）（＊２） 116,590

②　組合出資金（＊２）（＊３） 6,272

③　その他（＊２） 900

合計 123,763

（＊１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対

象とはしておりません。

（＊２）当連結会計年度において、非上場株式について8,826百万円、上記以外について762百万円減損処理を行なってお

ります。

（＊３）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されて

いるものについては、時価開示の対象とはしておりません。
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（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

 （単位：百万円）

 １年以内
１年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内

10年超

預け金 1,731,179 － － － － －

コールローン及び買入手形 9,040,000 － － － － －

買入金銭債権 468,945 144,049 284,033 61,202 22,293 731,256

有価証券（＊１） 9,026,423 5,065,995 2,422,807 162,783 476,257 1,339,087

満期保有目的の債券 － － 600,455 － － －

国債 － － 600,455 － － －

その他有価証券のうち満期

があるもの
9,026,423 5,065,995 1,822,351 162,783 476,257 1,339,087

国債 8,545,906 3,741,884 1,206,254 46,781 367,473 582,098

地方債 13,461 38,437 47,787 13,136 19,855 －

社債 426,065 846,826 423,616 80,478 50,039 377,642

外国債券 40,672 438,447 139,765 18,712 36,627 379,324

その他 318 399 4,927 3,674 2,262 21

貸出金（＊２） 13,450,169 4,887,983 3,035,888 1,733,532 2,047,601 6,124,500

合計 33,716,717 10,098,028 5,742,729 1,957,518 2,546,153 8,194,844

（＊１）有価証券には、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券を含んでおります。

（＊２）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない570,685百万

円、期間の定めのないもの576,202百万円は含めておりません。

（注４）社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

 （単位：百万円）

 １年以内
１年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内

10年超

預金（＊１） 52,685,727 2,577,376 343,735 72,519 39,076 －

譲渡性預金 1,728,990 2,800 － － － －

債券 164,894 314,118 342,855 － － －

コールマネー及び売渡手形 1,627,500 － － － － －

借用金（＊２） 2,196,282 42,207 54,307 57,844 50,922 1,603

短期社債 15,997 － － － － －

社債（＊２） 34,200 33,000 60,000 262,300 300,300 89,000

合計 58,453,591 2,969,502 800,897 392,663 390,298 90,603

（＊１）預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。

（＊２）借用金及び社債のうち、期間の定めのないもの（借用金84,000百万円、社債179,700百万円）は含めておりま

せん。
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当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　銀行業を中心とする当行及び当グループは、資金調達サイドにおいて取引先からの預金や市場調達等の金融負債を

有する一方、資金運用サイドにおいては取引先に対する貸出金や株式及び債券等の金融資産を有しており、一部の金

融商品についてはトレーディング業務を行っております。また一部の連結子会社では証券関連業務やその他の金融関

連業務を行っております。

　これらの業務に関しては、金融商品ごとのリスクに応じた適切な管理を行いつつ、長短バランスやリスク諸要因に

留意した取組みを行っております。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

　当行及び当グループが保有する主な金融資産は、取引先に対する貸出金、預金の支払い準備及び資金運用目的等で

保有する、株式、国債などの有価証券です。これらの金融資産は、貸出先や発行体の財務状況の悪化等により、金融

資産の価値が減少又は消失し損失を被るリスク（信用リスク）及び、金利・株価・為替等の変動により資産価値が減

少するリスク（市場リスク）に晒されています。

　また、金融負債として、主に預金により安定的な資金を調達しているほか、金融市場からの資金調達を行っていま

す。これらの資金調達手段は、市場の混乱や当行及び当グループの財務内容の悪化等により、必要な資金が確保でき

なくなり資金繰りがつかなくなる場合や、通常より著しく高い金利で資金調達を余儀なくされることにより損失を被

るリスク（流動性リスク）があります。

　このほか、当行及び当グループが保有する金融資産・負債に係わる金利リスクコントロール（ＡＬＭ）として、金

利リスクを共通する単位ごとにグルーピングした上で管理する「包括ヘッジ」を実施しており、これらのヘッジ

（キャッシュ・フロー・ヘッジ又はフェア・バリュー・ヘッジの）手段として金利スワップ取引などのデリバティブ

取引を使用しています。ＡＬＭ目的として保有するデリバティブ取引の太宗はヘッジ会計を適用し、繰延ヘッジによ

る会計処理を行っております。また、当該取引に関するヘッジの有効性評価は、回帰分析等によりヘッジ対象の金利

リスク又は、キャッシュ・フローの変動がヘッジ手段により、高い程度で相殺されることを定期的に検証することに

よって行っております。なお、デリバティブ取引は、トレーディング目的としても保有しております。

　金融の自由化、国際化が一層進展するなか、当行及び当グループの保有する金融資産・負債は多様化・複雑化して

おり、信用リスク・市場リスク・流動性リスクをはじめ、多様なリスクに当行及び当グループは晒されております。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①　リスク管理への取り組み

　当行及び当グループでは、グループ全体及びグループ会社各社の経営の健全性・安全性を確保しつつ企業価値を

高めていくために、業務やリスクの特性に応じてそのリスクを適切に管理し、コントロールしていくことを経営上

の最重要課題の一つとして認識し、リスク管理態勢の整備に取り組んでおります。

　当行及び当グループでは、各種リスク管理の明確な定義、適切なリスク管理を行うための態勢の整備と人材の育

成、リスク管理態勢の有効性及び適切性の監査の実施等を内容とした、当行及び当グループ全体に共通するリスク

管理の基本方針を取締役会において制定しております。当行及び当グループは、この基本方針に則り様々な手法を

活用してリスク管理の高度化を図る等、リスク管理の強化に努めております。

②　総合的なリスク管理

　当行及び当グループでは、当行及び当グループが保有するさまざまな金融資産・負債が晒されているリスクを、

リスクの要因別に「信用リスク」、「市場リスク」、「流動性リスク」、「オペレーショナルリスク」等に分類

し、各リスクの特性に応じた管理を行っております。

　また、当行及び当グループでは、各リスク単位での管理に加え、リスクを全体として把握・評価し、必要に応じ

て定性・定量それぞれの面から適切な対応を行い、経営として許容できる範囲にリスクを制御していく、総合的な

リスク管理態勢を構築しております。

　具体的には、当行は株式会社みずほフィナンシャルグループよりリスクキャピタル配賦を受け、配賦されたリス

クキャピタルをリスク上限としてリスク制御を行うとともに、当行及び当グループ全体として保有するリスクが資

本勘定等の財務体力を超えないように経営としての許容範囲にリスクを制御しております。当行は、この枠組みの

もとで経営の健全性を確保するためのリスクキャピタルの使用状況を定期的にモニタリングし、取締役会等で報告

をしております。
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③　信用リスクの管理

　当行及び当グループの信用リスク管理は、信用リスクを相互に補完する２つのアプローチによって実施しており

ます。１つは、信用リスクの顕在化により発生する損失を制御するために、取引先の信用状態の調査を基に、与信

実行から回収までの過程を個別案件ごとに管理する「与信管理」です。もう１つは、信用リスクを把握し適切に対

応するために、信用リスク顕在化の可能性を統計的な手法で把握する「クレジットポートフォリオ管理」です。

　当行では、取締役会が信用リスクに関する重要な事項を決定します。また、信用リスク管理に関する経営政策委

員会として「ポートフォリオマネジメント委員会」及び「クレジット委員会」を設置し、信用リスク管理にかかわ

る基本的な方針や当行及び当グループのクレジットポートフォリオ運営に関する事項、信用リスクのモニタリン

グ、与信先に対する与信方針等について、総合的に審議・調整等を行います。リスク管理グループ担当役員が所管

する与信企画部は、信用リスク管理に関する基本的な事項の企画立案、推進を行っています。

　クレジットポートフォリオ管理方法としては、統計的な手法によって今後１年間に予想される平均的な損失額

（＝信用コスト）、一定の信頼区間における最大損失額（＝信用ＶＡＲ）、及び信用ＶＡＲと信用コストとの差額

（＝信用リスク量）を計測し、保有ポートフォリオから発生する損失の可能性を管理しています。また、全体の信

用リスクを特定企業への与信集中の結果発生する「与信集中リスク」と企業グループ・業種等への与信集中の結果

発生する「連鎖デフォルトリスク」に分解し、それぞれのリスクを制御するために各種ガイドラインを設定するな

ど適切な管理を行っています。

　当行及び当グループの一部の会社では、各社で定めた「信用リスク管理の基本方針」に則り、各社の取締役会が

信用リスク管理に関する重要な事項を決定します。また、各社の経営政策委員会において、おのおののクレジット

ポートフォリオの運営、与信先に対する取引方針について総合的に審議・調整を行います。

④　市場リスクの管理

　当行では、株式会社みずほフィナンシャルグループで定めた「市場リスク管理の基本方針」に則った基本方針を

制定し、市場リスク管理に関する重要な事項については、基本方針に則り、取締役会が決定し、頭取が市場リスク

管理を統括しております。また、市場リスク管理に関する経営政策委員会として「ＡＬＭ・マーケットリスク委員

会」を設置し、ＡＬＭにかかわる基本的な方針・リスク計画・市場リスク管理に関する事項や、マーケットの急変

等緊急時における対応策の提言等、総合的に審議・調整等を行っております。

　リスク管理グループ担当役員は市場リスク管理の企画運営全般に関する事項を所管します。総合リスク管理部

は、市場リスクのモニタリング・報告と分析・提言、諸リミットの設定等の実務を担い、市場リスク管理に関する

企画立案・推進を行っております。総合リスク管理部は、当行及び当グループ全体の市場リスク状況を把握・管理

するとともに、頭取への日次報告や、取締役会及び経営会議等に対する定期的な報告を行っております。

　市場リスクの管理方法としては、みずほグループ共通のリスクキャピタル配賦制度のもとで、市場リスクに対し

て、株式会社みずほフィナンシャルグループから配賦されるリスクキャピタルに対応した諸リミット等を設定し制

御しております。なお、市場リスクの配賦リスクキャピタルの金額は、ＶＡＲとポジションをクローズするまでに

発生する追加的なリスクを対象としております。トレーディング業務及びバンキング業務については、ＶＡＲによ

る限度及び損失に対する限度を設定しております。また、バンキング業務等については、必要に応じ、金利感応度

等を用いたポジション枠を設定しております。市場性業務に関しては、フロントオフィス（市場部門）やバックオ

フィス（事務管理部門）から独立したミドルオフィス（リスク管理専担部署）を設置し相互に牽制が働く体制とし

ています。ミドルオフィスは、ＶＡＲに加えて、取引実態に応じて10ＢＰＶ（ベーシスポイントバリュー）等のリ

スク指標の管理、ストレステストの実施、損失限度等により、ＶＡＲのみでは把握しきれないリスク等もきめ細か

く管理しております。

⑤　市場リスクの状況

ⅰ．バンキング業務

　当行及び当グループのバンキング業務における市場リスク量（ＶＡＲ）の状況は以下のとおりとなっておりま

す。

バンキング業務のＶＡＲの状況

 （単位：億円）

　
当連結会計年度

（自　平成22年４月１日
　　至　平成23年３月31日）　

年度末日 582

最大値 600

最小値 377

平均値 484

　

［バンキング業務の定義］

　トレーディング業務及び政策保有株式（政策的に保有していると認識している株式及びその関連取引）以外

の取引で主として以下の取引

(1) 預金・貸出等及びそれに係る資金繰りと金利リスクのヘッジのための取引
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(2) 株式（除く政策保有株式）、債券、投資信託等に対する投資とそれらに係る市場リスクのヘッジ取引

　なお、流動性預金についてコア預金を認定し、これを市場リスク計測に反映しています。

［バンキング業務のＶＡＲの計測手法］

線形リスク　　：分散・共分散法

非線形リスク　：モンテカルロシミュレーション法

ＶＡＲ　　　　：線形リスクと非線形リスクの単純合算

定量基準　　　：　①信頼区間　片側99％　②保有期間　１ヶ月　③観測期間　１年

ⅱ．トレーディング業務

　当行及び当グループのトレーディング業務における市場リスク量（ＶＡＲ）の状況は以下のとおりとなってお

ります。

トレーディング業務のＶＡＲの状況

 （単位：億円）

　
当連結会計年度

（自　平成22年４月１日
　　至　平成23年３月31日）　

年度末日 4

最大値 8

最小値 3

平均値 5

　　

［トレーディング業務の定義］

(1) 短期の転売を意図して保有される取引

(2) 現実の又は予想される短期の価格変動から利益を得ることや裁定取引による利益を確定することを意図

　　して保有される取引

(3) (1)と(2)の両方の側面を持つ取引

(4) 顧客間の取引の取次ぎ業務やマーケット・メイキングを通じて保有する取引

［トレーディング業務のＶＡＲの計測手法］

線形リスク　　：分散・共分散法

非線形リスク　：モンテカルロシミュレーション法

ＶＡＲ　　　　：線形リスクと非線形リスクの単純合算

定量基準　　　：　①線形区間　片側99％　②保有期間　１日　③観測期間　１年

ⅲ．政策保有株式

　政策保有株式についても、バンキング業務やトレーディング業務と同様に、ＶＡＲ及びリスク指標などに基づ

く市場リスク管理を行っております。当連結会計年度末における政策保有株式のリスク指標（株価指数

ＴＯＰＩＸ１％の変化に対する感応度）は68億円です。

ⅳ．ＶＡＲによるリスク管理

　ＶＡＲは、市場の動きに対し、一定期間（保有期間）・一定確率（信頼区間）のもとで、保有ポートフォリオ

が被る可能性のある想定最大損失額で、統計的な仮定に基づく市場リスク計測手法です。そのため、ＶＡＲの使

用においては、一般的に以下の点を留意する必要があります。

・ ＶＡＲの値は、保有期間・信頼区間の設定方法、計測手法によって異なること。

・ 過去の市場の変動をもとに推計したＶＡＲの値は、必ずしも実際の発生する最大損失額を捕捉するも

の　　　

 　ではないこと。

・ 設定した保有期間内で、保有するポートフォリオの売却、あるいはヘッジすることを前提にしている

　 ため、市場の混乱等で市場において十分な取引ができなくなる状況では、ＶＡＲの値を超える損失額が　

　 発生する可能性があること。

・ 設定した信頼区間を上回る確率で発生する損失額は捉えられていないこと。

　また、当行及び当グループでＶＡＲの計測手法として使用している分散・共分散法は、市場の変動が正規分布

に従うことを前提としております。そのため、前提を超える極端な市場の変動が生じやすい状況では、リスクを

過小に評価する可能性があります。また、一般的に金利上昇と株価上昇は同時に起こりやすいといった相関関係

についても、金利上昇と株価下落が同時に発生する等、通常の相関関係が崩れる場合にリスクを過小に評価する

可能性があります。

　当行及び当グループでは、ＶＡＲによる市場リスク計測の有効性をＶＡＲと損益を比較するバックテストによ

り定期的に確認するとともに、ＶＡＲに加えて、リスク指標の管理、ストレステストの実施、損失限度等によ

り、ＶＡＲのみでは把握しきれないリスク等もきめ細かく把握し、厳格なリスク管理を行っていると認識してお

ります。　

⑥　資金調達に係る流動性リスクの管理
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　当行及び当グループの流動性リスク管理体制は、基本的に前述「④市場リスクの管理」の市場リスク管理体制と

同様ですが、これに加え、市場・ＡＬＭグループ担当役員が資金繰り管理の企画運営に関する事項を所管し、当行

及び当グループでは総合資金部、国際資金部が、資金繰り運営状況の把握・調整等を担い、資金繰り管理に関する

企画立案・推進を行っております。資金繰りの状況等については、ＡＬＭ・マーケットリスク委員会、経営会議及

び頭取に報告しております。

　流動性リスクの計測は、市場からの資金調達に関する上限額等、資金繰りに関する指標を用いています。流動性

リスクに関するリミット等は、ＡＬＭ・マーケットリスク委員会での審議・調整及び経営会議の審議を経て頭取が

決定します。さらに、資金繰りの状況に応じた「平常時」・「懸念時」・「危機時」の区分、及び「懸念時」・

「危機時」の対応について定めております。これに加え、当行及び当グループの資金繰りに影響を与える「緊急事

態」が発生した際に、迅速な対応を行うことができる体制を構築しております。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて

おります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該

価額が異なることもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を

把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。

 （単位：百万円）

 
連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1）現金預け金（＊１） 4,785,745 4,785,745 －

(2）コールローン及び買入手形（＊１） 8,637,580 8,637,580 －

(3）買現先勘定 4,198 4,198 －

(4）債券貸借取引支払保証金 821,020 821,020 －

(5）買入金銭債権（＊１） 1,432,292 1,432,292 －

(6）特定取引資産             

売買目的有価証券 1,162,951 1,162,951 －

(7）金銭の信託 18,951 18,951 －

(8）有価証券             

満期保有目的の債券 1,200,615 1,206,707 6,091

その他有価証券 18,334,193 18,334,193 －

(9）貸出金 33,340,484         

貸倒引当金（＊１） △457,994         

 32,882,490 33,113,428 230,937

資産計 69,280,041 69,517,070 237,029

(1）預金 56,222,302 56,176,027 △46,274

(2）譲渡性預金 761,200 760,876 △323

(3）債券 740,932 735,366 △5,566

(4）コールマネー及び売渡手形 1,129,300 1,129,300 －

(5）売現先勘定 20,604 20,604 －

(6）債券貸借取引受入担保金 1,643,365 1,643,365 －

(7）借用金 5,495,611 5,508,604 12,993

(8）社債 906,900 940,390 33,490

負債計 66,920,216 66,914,535 △5,681

デリバティブ取引（＊２）             

ヘッジ会計が適用されていないもの 162,607         

ヘッジ会計が適用されているもの 30,693         

貸倒引当金（＊１） △38,448         

デリバティブ取引計 154,852 154,852 －

（＊１）貸出金及びデリバティブ取引に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、現金預

け金、コールローン及び買入手形、買入金銭債権に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸

借対照表計上額から直接減額しております。

（＊２）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい

ては、（　）で表示しております。
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（注１）金融商品の時価の算定方法

資　産

(1）現金預け金

　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満

期のある預け金については、約定期間が短期間（６カ月以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額を時価としております。

(2）コールローン及び買入手形、(3）買現先勘定、及び(4）債券貸借取引支払保証金

　これらは、約定期間が短期間（６カ月以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時

価としております。

(5）買入金銭債権

　買入金銭債権は、市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額（ブローカー又は情報ベンダーから入手す

る価格等）等によっております。

(6）特定取引資産

　トレーディング目的で保有している債券等の有価証券については、市場価格等によっております。

(7）金銭の信託

　有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、

株式は取引所の価格、債券等は市場価格等によっております。上記以外の金銭の信託については、時価は帳簿価額と

近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

　なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「（金銭の信託関係）」に記載しております。

(8）有価証券

　株式は取引所の価格、債券等は市場価格、ブローカー又は情報ベンダーから入手する価格等によっております。投

資信託は、公表されている基準価格等によっております。

　私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金等の合計額を信用リスク等のリスク要因を織込んだ割引率

で割り引いて時価を算定しております。

　なお、変動利付国債については、市場価格を時価とみなせない状況であると判断し、当連結会計年度末において

は、合理的に算定された価額によっております。合理的に算定された価額を算定するにあたって利用したモデルは、

ディスカウント・キャッシュフロー法等であります。価格決定変数は、10年国債利回り及び原資産10年の金利スワッ

プションのボラティリティ等であります。

　貸出代替目的のクレジット投資（証券化商品）につきましても、実際の売買事例が極めて少なく、売手と買手の希

望する価格差が著しく大きいため、ブローカー又は情報ベンダーから入手する評価等が時価とみなせない状況である

と判断し、当連結会計年度末においては、経営陣の合理的な見積りによる合理的に算定された価額によっておりま

す。経営陣の合理的な見積りによる合理的に算定された価額を算定するにあたって利用したモデルは、ディスカウン

ト・キャッシュフロー法、価格決定変数はデフォルト率、回収率、プリペイメント率、割引率等であり、対象となる

有価証券の内訳は、外貨建ローン担保証券等であります。

　なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しております。

(9）貸出金

　貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を信用リスク等のリス

ク要因を織込んだ割引率で割り引いて時価を算定しております。

　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又

は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借

対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

　貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、

返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価として

おります。
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負　債

(1) 預金及び(2) 譲渡性預金

　要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、定

期預金、譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定

しております。その割引率は、市場金利を用いております。

(3) 債券

　債券については、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しておりま

す。その割引率は、市場金利を用いております。

(4) コールマネー及び売渡手形、(5) 売現先勘定、及び(6) 債券貸借取引受入担保金

　これらは、約定期間が短期間（６カ月以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時

価としております。

(7) 借用金

　借用金の時価は、一定の期間ごとに区分した当該借入金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で

割り引いて現在価値を算定しております。

(8) 社債

当行及び連結子会社の発行する社債の時価は、市場価格等によっております。

デリバティブ取引

　デリバティブ取引については、「（デリバティブ取引関係）」に記載しております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(5）

買入金銭債権」、「資産(7）金銭の信託」及び「資産(8）その他有価証券」には含まれておりません。

 （単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額

①　非上場株式（＊１）（＊２） 99,584

②　組合出資金（＊２）（＊３） 7,143

③　その他（＊２） 201

合計 106,929

（＊１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対

象とはしておりません。

（＊２）当連結会計年度において、非上場株式について4,623百万円、上記以外について567百万円減損処理を行なってお

ります。

（＊３）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されて

いるものについては、時価開示の対象とはしておりません。
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（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

 （単位：百万円）

 １年以内
１年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内

10年超

預け金 3,486,877 － － － － －

コールローン及び買入手形 8,640,000 － － － － －

買入金銭債権 499,098 112,050 173,836 50,680 20,274 585,104

有価証券（＊１） 6,208,497 6,353,934 3,626,099 242,609 1,026,902 1,222,245

満期保有目的の債券 － 100,000 1,100,000 － － －

国債 － 100,000 1,100,000 － － －

その他有価証券のうち満期

があるもの
6,208,497 6,253,934 2,526,099 242,609 1,026,902 1,222,245

国債 5,420,050 5,130,300 1,774,400 135,000 855,000 194,200

地方債 8,881 71,739 64,164 － 10,063 －

社債 742,034 939,541 325,867 86,922 99,693 542,754

外国債券 37,375 108,311 358,100 16,873 61,462 485,291

その他 156 4,041 3,566 3,813 682 0

貸出金（＊２） 14,272,958 4,773,348 2,998,585 1,817,158 2,127,366 6,234,614

合計 33,107,432 11,239,334 6,798,521 2,110,448 3,174,543 8,041,965

（＊１）有価証券には、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券を含んでおります。

（＊２）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない562,989百万

円、期間の定めのないもの553,462百万円は含めておりません。

（注４）社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

 （単位：百万円）

 １年以内
１年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内

10年超

預金（＊１） 53,144,434 2,602,942 349,684 81,019 44,221 －

譲渡性預金 761,200 － － － － －

債券 150,289 258,264 332,378 － － －

コールマネー及び売渡手形 1,129,300 － － － － －

借用金（＊２） 5,220,627 53,028 59,111 72,373 10,445 1,024

短期社債 16,500 － － － － －

社債（＊２） 68,100 － 130,000 351,200 133,800 79,000

合計 60,490,450 2,914,236 871,175 504,592 188,466 80,024

（＊１）預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。

（＊２）借用金及び社債のうち、期間の定めのないもの（借用金79,000百万円、社債144,800百万円）は含めておりま

せん。
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（有価証券関係）

※１．連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券及び短期社債、「現金預け金」中の

譲渡性預け金、並びに「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。

※２．「子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの」については、財務諸表における注記事項として記載しており

ます。

Ⅰ　前連結会計年度

１．売買目的有価証券（平成22年３月31日現在）

 
当連結会計年度の損益に含まれた
評価差額（百万円）

　

売買目的有価証券 △101 　

２．満期保有目的の債券（平成22年３月31日現在）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計上

額を超えるもの
国債 400,391 404,805 4,413

時価が連結貸借対照表計上

額を超えないもの
国債 200,064 199,670 △394

合計 600,455 604,475 4,019
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３．その他有価証券（平成22年３月31日現在）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式 433,350 326,767 106,582

債券 11,723,505 11,671,819 51,686

国債 10,415,268 10,375,190 40,078

地方債 104,213 102,863 1,349

社債 1,204,023 1,193,764 10,258

その他 745,956 731,385 14,570

信託受益権 530,527 519,468 11,059

外国債券 143,000 141,415 1,585

その他 72,427 70,502 1,925

小計 12,902,811 12,729,972 172,839

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式 319,974 404,241 △84,267

債券 5,083,147 5,115,701 △32,554

国債 4,075,130 4,077,831 △2,700

地方債 28,468 28,534 △66

社債 979,547 1,009,334 △29,787

その他 1,660,194 1,702,201 △42,007

信託受益権 696,671 721,405 △24,734

外国債券 932,999 947,039 △14,040

その他 30,523 33,756 △3,232

小計 7,063,315 7,222,144 △158,829

合計 19,966,127 19,952,117 14,010

（注）評価差額のうち、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額は、122百万円（利益）であります。

４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　該当ありません。

５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

 売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

株式 97,443 27,842 2,221

債券 16,045,400 35,127 28,612

国債 15,990,193 34,865 28,389

地方債 28,333 － 61

社債 26,872 262 160

その他 4,059,494 24,437 18,824

合計 20,202,338 87,407 49,658

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券を含んでおります。
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６．保有目的を変更した有価証券

　該当ありません。

７．減損処理を行った有価証券

　その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価（原則として当連結決算日の市場価格。以下同じ）

が取得原価（償却原価を含む。以下同じ）に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される

銘柄を除き、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理

（以下、「減損処理」という。）しております。当連結会計年度におけるこの減損処理額は、14,216百万円（うち社

債7,099百万円、信託受益権4,180百万円、株式2,936百万円）であります。

　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として以下のとおりであ

ります。

時価が取得原価の50％以下の銘柄

時価が取得原価の50％超70％以下かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄

　

Ⅱ　当連結会計年度

１．売買目的有価証券（平成23年３月31日現在）

 
当連結会計年度の損益に含まれた
評価差額（百万円）

　

売買目的有価証券 730 　

２．満期保有目的の債券（平成23年３月31日現在）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計上

額を超えるもの
国債 900,324 907,685 7,360

時価が連結貸借対照表計上

額を超えないもの
国債 300,290 299,022 △1,268

合計 1,200,615 1,206,707 6,091
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３．その他有価証券（平成23年３月31日現在）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式 311,358 205,596 105,762

債券 10,327,604 10,280,353 47,251

国債 9,163,233 9,127,705 35,528

地方債 90,830 89,409 1,421

社債 1,073,540 1,063,238 10,301

その他 921,543 900,985 20,557

信託受益権 484,555 468,871 15,683

外国債券 356,758 353,439 3,318

その他 80,229 78,673 1,555

小計 11,560,506 11,386,935 173,571

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式 407,672 513,200 △105,528

債券 6,127,484 6,176,498 △49,014

国債 4,420,509 4,430,656 △10,147

地方債 65,432 65,584 △151

社債 1,641,541 1,680,257 △38,715

その他 1,218,059 1,272,866 △54,807

信託受益権 429,968 452,776 △22,808

外国債券 726,478 749,524 △23,045

その他 61,612 70,566 △8,953

小計 7,753,215 7,962,566 △209,350

合計 19,313,721 19,349,501 △35,779

（注）評価差額のうち、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額は、34百万円（損失）であります。

４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

　該当ありません。

５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

 売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

株式 45,612 7,716 3,338

債券 18,591,442 34,742 12,074

国債 18,304,971 28,012 11,922

地方債 42,156 692 41

社債 244,314 6,037 109

その他 4,480,153 28,601 10,734

合計 23,117,208 71,060 26,146

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券を含んでおります。
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６．保有目的を変更した有価証券

　該当ありません。

７．減損処理を行った有価証券

　有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価（原則として当連結決算日

の市場価格。以下同じ）が取得原価（償却原価を含む。以下同じ）に比べて著しく下落したものについては、回復可

能性があると判断される銘柄を除き、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会

計年度の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。当連結会計年度におけるこの減損処理額

は、12,300百万円（うち株式7,698百万円、社債3,433百万円、信託受益権1,168百万円）であります。

　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として以下のとおりであ

ります。

時価が取得原価の50％以下の銘柄

時価が取得原価の50％超70％以下かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄

　

（金銭の信託関係）

Ⅰ　前連結会計年度

１．運用目的の金銭の信託（平成22年３月31日現在）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
当連結会計年度の損益に含まれた
評価差額（百万円）

運用目的の金銭の信託 22,000 －

２．満期保有目的の金銭の信託（平成22年３月31日現在）

　該当ありません。

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成22年３月31日現在）

 
連結貸借対
照表計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

うち連結貸借対
照表計上額が取
得原価を超える
もの
（百万円）

うち連結貸借対
照表計上額が取
得原価を超えな
いもの
（百万円）

その他の金銭の信託 1,070 1,077 △6 － △6

（注）「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないも

の」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

Ⅱ　当連結会計年度

１．運用目的の金銭の信託（平成23年３月31日現在）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
当連結会計年度の損益に含まれた
評価差額（百万円）

運用目的の金銭の信託 18,000 －

２．満期保有目的の金銭の信託（平成23年３月31日現在）

　該当ありません。

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成23年３月31日現在）

 
連結貸借対
照表計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

うち連結貸借対
照表計上額が取
得原価を超える
もの
（百万円）

うち連結貸借対
照表計上額が取
得原価を超えな
いもの
（百万円）

その他の金銭の信託 984 1,017 △32 － △32

（注）「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないも

の」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
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（その他有価証券評価差額金）

Ⅰ　前連結会計年度

○その他有価証券評価差額金（平成22年３月31日現在）

　連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

 金額（百万円）

評価差額 13,760

その他有価証券 13,767

その他の金銭の信託 △6

（△）繰延税金負債 15,222

その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前） △1,461

（△）少数株主持分相当額 4,093

（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る

評価差額金のうち親会社持分相当額
2,094

その他有価証券評価差額金 △3,460

（注）１．時価ヘッジの適用により損益に反映させた額122百万円（利益）は、その他有価証券の評価差額より控除して

おります。

２．時価がない外貨建その他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に

含めて記載しております。

Ⅱ　当連結会計年度

○その他有価証券評価差額金（平成23年３月31日現在）

　連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

 金額（百万円）

評価差額 △35,946

その他有価証券 △35,914

その他の金銭の信託 △32

（△）繰延税金負債 17,546

その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前） △53,492

（△）少数株主持分相当額 2,793

（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る

評価差額金のうち親会社持分相当額
3,423

その他有価証券評価差額金 △52,863

（注）１．時価ヘッジの適用により損益に反映させた額34百万円（損失）は、その他有価証券の評価差額より控除してお

ります。

２．時価がない外貨建その他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に

含めて記載しております。
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（デリバティブ取引関係）

Ⅰ　前連結会計年度

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又

は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。な

お、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 

(1)金利関連取引（平成22年３月31日現在）

区分 種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超のもの
（百万円）

時価（百万円）
評価損益
（百万円）

金融商品

取引所

金利先物     

売　建 110,441 51,214 △25 △25

買　建 190,192 45,062 131 131

金利先物オプション     

売　建 96,330 － △2 16

買　建 96,418 － 4 △25

店頭

金利スワップ     

受取固定・支払変動 23,185,991 15,405,601 375,947 375,947

受取変動・支払固定 24,028,834 15,005,485 △329,531 △329,531

受取変動・支払変動 2,254,752 1,663,952 1,342 1,342

金利オプション     

売　建 286,506 184,273 △1,146 △1,146

買　建 67,712 51,037 812 812

連結会社間取引

及び内部取引

金利スワップ     

受取変動・支払固定 210,000 210,000 △855 △855

 合計 ―― ―― 46,676 46,666

　（注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

２．時価の算定

　取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。

店頭取引、連結会社間取引及び内部取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算

定しております。
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(2)通貨関連取引（平成22年３月31日現在）

区分 種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超のもの
（百万円）

時価（百万円）
評価損益
（百万円）

店頭

通貨スワップ 4,467,589 3,629,040 △26,896 43,389

為替予約     

売　建 1,768,024 782,219 △58,803 △58,803

買　建 5,287,837 3,486,325 △144,845 △144,845

通貨オプション     

売　建 6,576,116 4,970,101 △891,899 △169,420

買　建 6,788,271 5,180,777 1,226,734 568,283

 合計 ―― ―― 104,289 238,603

　（注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

２．時価の算定

　割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

(3)株式関連取引（平成22年３月31日現在）

区分 種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超のもの
（百万円）

時価（百万円）
評価損益
（百万円）

金融商品

取引所

株価指数先物     

売　建 7,396 － △240 △240

買　建 289 － 13 13

株価指数先物オプション     

売　建 11,776 － △102 △22

買　建 17,082 － 205 57

店頭

株リンクスワップ 184,000 184,000 － －

株式店頭オプション     

売　建 375 － △4 8

買　建 8,669 － 250 96

 合計 ―― ―― 121 △87

　（注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 

２．時価の算定

  取引所取引については、東京証券取引所等における最終の価格によっております。

　店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
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(4)債券関連取引（平成22年３月31日現在）

区分 種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超のもの
（百万円）

時価（百万円）
評価損益
（百万円）

金融商品

取引所

債券先物     

売　建 33,929 － 17 17

買　建 39,764 － △50 △50

債券先物オプション                 

売　建 4,895 － △1 0

 合計 ―― ―― △34 △32

　（注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

２．時価の算定

　東京証券取引所等における最終の価格によっております。

(5)商品関連取引（平成22年３月31日現在）

区分 種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超のもの
（百万円）

時価（百万円）
評価損益
（百万円）

金融商品

取引所

商品先物     

売　建 816 － △21 △21

買　建 79 79 0 0

店頭

商品オプション     

売　建 180,013 168,822 △23,273 △23,273

買　建 158,910 149,937 42,303 42,303

 合計 ―― ―― 19,009 19,009

　（注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

２．時価の算定

　取引所取引については、ニューヨーク商業取引所における最終の価格によっております。

  店頭取引については、取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算

定しております。

３．商品はオイル、銅、アルミニウム等に係るものであります。
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(6)クレジットデリバティブ取引（平成22年３月31日現在）

　該当ありません。

 

(7)ウェザーデリバティブ取引（平成22年３月31日現在）

区分 種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超のもの
（百万円）

時価（百万円）
評価損益
（百万円）

店頭

ウェザーデリバティブ

（オプション系）
    

売　建 15 － △1 △1

買　建 15 － 1 1

 合計 ―― ―― － －

　（注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

２．時価の算定

　取引対象の気象状況、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算定しております。

３．取引は降雨量に係るものであります。
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２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の連結決算

日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりでありま

す。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 

(1)金利関連取引（平成22年３月31日現在）

ヘッジ会計の方法 種類 主なヘッジ対象
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超のもの
（百万円）

時価（百万円）

原則的処理方法

金利スワップ 貸出金、預金等

の有利息の金融

資産・負債

   

受取固定・支払変動 9,894,785 5,847,985 55,810

受取変動・支払固定 386,900 386,900 △11,996

 合計 ―― ―― ―― 43,813

　（注）１．主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協

会業種別監査委員会報告第24号）に基づき、繰延ヘッジによっております。

２．時価の算定

　割引現在価値により算定しております。

 

(2)通貨関連取引（平成22年３月31日現在）

　該当ありません。

 

(3)株式関連取引（平成22年３月31日現在）

　該当ありません。

 

(4)債券関連取引（平成22年３月31日現在）

該当ありません。
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Ⅱ　当連結会計年度

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又

は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。な

お、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 

(1)金利関連取引（平成23年３月31日現在）

区分 種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超のもの
（百万円）

時価（百万円）
評価損益
（百万円）

金融商品

取引所

金利先物     

売　建 142,162 46,492 26 26

買　建 107,217 69,207 △33 △33

金利先物オプション     

売　建 30,557 － △7 14

買　建 51,449 － 30 △15

店頭

金利スワップ     

受取固定・支払変動 21,654,201 14,276,161 319,946 319,946

受取変動・支払固定 22,191,624 13,659,525 △288,777 △288,777

受取変動・支払変動 1,932,212 1,440,602 2,802 2,802

金利オプション     

売　建 355,670 296,670 △2,129 △2,129

買　建 129,939 107,014 2,278 2,278

連結会社間取引

及び内部取引

金利スワップ     

受取変動・支払固定 210,000 150,000 △970 △970

 合計 ――　 ―― 33,165 33,142

　（注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

２．時価の算定

　取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。

店頭取引、連結会社間取引及び内部取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算

定しております。
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(2)通貨関連取引（平成23年３月31日現在）

区分 種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超のもの
（百万円）

時価（百万円）
評価損益
（百万円）

店頭

通貨スワップ 4,267,699 3,753,075 △27,526 58,494

為替予約     

売　建 1,590,448 557,545 53,745 53,745

買　建 4,079,047 2,412,656 △378,780 △378,780

通貨オプション     

売　建 5,151,372 3,657,579 △758,030 △175,153

買　建 5,294,110 3,811,141 1,222,393 670,249

 合計 ――　 ―― 111,801 228,555

　（注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

２．時価の算定

　割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

(3)株式関連取引（平成23年３月31日現在）

区分 種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超のもの
（百万円）

時価（百万円）
評価損益
（百万円）

金融商品

取引所

株価指数先物     

売　建 17,047 － △549 △549

買　建 1,552 － 127 127

株価指数先物オプション     

売　建 12,999 － △93 25

買　建 12,402 － 202 12

店頭

株リンクスワップ 184,000 184,000 － －

株式店頭オプション     

売　建 1,785 － △214 △133

買　建 9,729 － 504 361

 合計 ―― ―― △24 △156

　（注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 

２．時価の算定

  取引所取引については、東京証券取引所等における最終の価格によっております。

　店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
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(4)債券関連取引（平成23年３月31日現在）

区分 種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超のもの
（百万円）

時価（百万円）
評価損益
（百万円）

金融商品

取引所

債券先物     

売　建 41,691 － △2 △2

買　建 33,924 － △60 △60

債券先物オプション                 

売　建 2,730 － △1 0

 合計 ―― ―― △64 △63

　（注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

２．時価の算定

　東京証券取引所等における最終の価格によっております。

(5)商品関連取引（平成23年３月31日現在）

区分 種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超のもの
（百万円）

時価（百万円）
評価損益
（百万円）

金融商品

取引所

商品先物     

売　建 1,590 248 △18 △18

買　建 724 － 12 12

店頭

商品オプション     

売　建 126,350 117,792 △28,023 △28,023

買　建 107,571 100,030 45,758 45,758

 合計 ―― ―― 17,727 17,727

　（注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

２．時価の算定

　取引所取引については、ニューヨーク商業取引所等における最終の価格によっております。

  店頭取引については、取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算

定しております。

３．商品はオイル、銅、アルミニウム等に係るものであります。
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(6)クレジットデリバティブ取引（平成23年３月31日現在）

　該当ありません。

 

(7)ウェザーデリバティブ取引（平成23年３月31日現在）

区分 種類
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超のもの
（百万円）

時価（百万円）
評価損益
（百万円）

店頭

ウェザーデリバティブ

（オプション系）
    

売　建 10 － 2 2

買　建 10 － △1 △1

 合計 ―― ―― 1 1

　（注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

２．時価の算定

　取引対象の気象状況、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算定しております。

３．取引は降雨量に係るものであります。
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２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の連結決算

日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりでありま

す。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 

(1)金利関連取引（平成23年３月31日現在）

ヘッジ会計の方法 種類 主なヘッジ対象
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超のもの
（百万円）

時価（百万円）

原則的処理方法

金利スワップ 貸出金、預金等

の有利息の金融

資産・負債

   

受取固定・支払変動 12,958,633 6,329,633 34,607

受取変動・支払固定 613,900 613,900 △3,913

 合計 ―― ――　 ―― 30,693

　（注）１．主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協

会業種別監査委員会報告第24号）に基づき、繰延ヘッジによっております。

２．時価の算定

　割引現在価値により算定しております。

 

(2)通貨関連取引（平成23年３月31日現在）

　該当ありません。

 

(3)株式関連取引（平成23年３月31日現在）

　該当ありません。

 

(4)債券関連取引（平成23年３月31日現在）

該当ありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

(1)当行及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金

制度を設けております。また、当行及び一部の国内連結子会社は、退職一時金制度の一部について確定拠出年

金制度を採用しております。

(2)当行は、退職給付信託を設定しております。

２．退職給付債務に関する事項

区分
前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

当連結会計年度末
(平成23年３月31日)

金額（百万円） 金額（百万円）

退職給付債務 (A)  △650,152   △653,080  

年金資産 (B)  685,705   656,384  

未積立退職給付債務 (C)＝(A)＋(B)  35,552   3,303  

未認識数理計算上の差異 (D)  240,033   250,923  

連結貸借対照表計上額純額 (E)＝(C)＋(D)  275,586   254,227  

前払年金費用 (F)  282,432   261,169  

退職給付引当金 (G)＝(E)－(F)  △6,845   △6,942  

  　 　 　 　 　 　

　（注）１．臨時に支払う割増退職金は含めておりません。

２．一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
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３．退職給付費用に関する事項

区分

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）

勤務費用  12,137   12,372  

利息費用  16,122   16,130  

期待運用収益  △3,443   △18,334  

数理計算上の差異の費用処理額  59,948   47,901  

その他（臨時に支払った割増退職金等）  3,704   3,339  

退職給付費用  88,469   61,409  

　（注）１．企業年金基金に対する従業員拠出額は「勤務費用」より控除しております。

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「勤務費用」に含めて計上しております。

　

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

区分
前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

当連結会計年度末
（平成23年３月31日）

(1) 割引率 主に2.5％ 同左

(2) 期待運用収益率 主に△2.6％～3.6％ 主に0.5％～3.3％

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(4) 数理計算上の差異の処理年数 10年～12年（各発生連結会計年

度における従業員の平均残存勤

務期間内の一定年数による定額

法に基づき按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から損

益処理することとしておりま

す。）

 

 

 

同左
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限

度超過額 288,175百万円

繰越欠損金 207,524

有価証券償却損金算入

限度超過額
160,313

その他 283,626

繰延税金資産小計 939,639

評価性引当額 △495,565

繰延税金資産合計 444,073

繰延税金負債  

前払年金費用 △114,639

その他 △60,409

繰延税金負債合計 △175,048

繰延税金資産の純額 269,024百万円

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限

度超過額 266,517百万円

繰越欠損金 122,975

有価証券償却損金算入

限度超過額
156,723

その他 311,714

繰延税金資産小計 857,930

評価性引当額 △446,157

繰延税金資産合計 411,773

繰延税金負債  

前払年金費用 △106,008

その他 △53,817

繰延税金負債合計 △159,826

繰延税金資産の純額 251,946百万円

２．連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計

適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある

ときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

２．連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計

適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある

ときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）     

評価性引当額の減少 △14.1

受取配当金等永久に益金に算

入されない項目
△7.0

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
0.9

その他 △2.5

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
17.9％

法定実効税率 40.6％

（調整）     

評価性引当額の減少 △21.2

受取配当金等永久に益金に算

入されない項目
△2.9

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
0.4

その他 △2.9

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
14.0％
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

 
銀行業
（百万円）

証券業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社(百万円)

連結
（百万円）

Ⅰ　経常収益       

(1)外部顧客に対する経常収益 1,132,559 69,140 13,051 1,214,751 － 1,214,751

(2)セグメント間の内部経常収

益
1,808 266 4,915 6,990 (6,990) －

計 1,134,368 69,406 17,966 1,221,742 (6,990) 1,214,751

経常費用 1,095,851 45,281 35,019 1,176,152 (7,231) 1,168,920

経常利益(△は経常損失） 38,516 24,125 △17,052 45,589 241 45,831

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出
      

資産 70,953,381 1,537,047 554,270 73,044,699 (205,804) 72,838,895

減価償却費 73,965 3,053 562 77,582 － 77,582

減損損失 1,321 660 － 1,982 － 1,982

資本的支出 192,685 3,322 353 196,361 － 196,361

　（注）１．一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

２．各事業の主な内容

(1）銀行業………銀行業

(2）証券業………証券業

(3）その他事業…ファクタリング業、ベンチャーキャピタル業等

３．当連結会計年度末から「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号平成20年３月10日）および「金

融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号平成20年３月10日）を適用してお

ります。これにより、従来の方法に比べ、銀行業について、資産は589百万円、経常利益は13,104百万円そ

れぞれ増加しております。

　

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

全セグメントの経常収益の合計額及び資産の金額の合計額に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セ

グメント情報は記載しておりません。

【海外経常収益】

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　海外経常収益が連結経常収益の10％未満のため、海外経常収益は記載しておりません。
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【セグメント情報】

　

１．報告セグメントの概要

　当行グループは、事業セグメントを商品・サービスの性質、顧客属性、グループの組織体制に基づき分類しており

ます。　

　以下に示す報告セグメント情報は、経営者が当行グループの各事業セグメントの業績評価に使用している内部管理

報告に基づいており、その評価についてはグループ内の管理会計ルール・実務に則して、主に業務純益（一般貸倒引

当金繰入前）を用いております。　

　また、当行グループは事業セグメントを当行単体、みずほインベスターズ証券グループ、その他に分類し、当行単

体の事業セグメントを「個人部門」、「法人部門」、「市場部門・その他」の３つの報告セグメントに区分しており

ます。　

　

［みずほ銀行 ①］

　みずほ銀行は、主に個人および中堅・中小企業の顧客に対して、全国の店舗・ＡＴＭネットワーク等を通じ、銀

行業務やその他の金融サービスを提供しております。　　　

　

（個人部門 ②）　

　個人顧客に対して、全国の店舗・ＡＴＭネットワークに加え、テレホンバンキングサービス、インターネッ

トバンキングサービス等を通じ、住宅ローン等の個人ローン、クレジットカード、預金、資産運用商品、コン

サルティングサービス等の金融商品・サービスを提供しております。　

　

（法人部門 ③）

　国内の中堅・中小企業、地方自治体、公共法人等に対して、融資、シンジケートローン、ストラクチャード

ファイナンス、アドバイザリー業務等の金融サービスの提供や、資本市場での資本調達のサポート等を行って

おります。　

　

（市場部門・その他 ④）

　顧客の財務・事業リスクコントロールニーズに対応するデリバティブやその他のリスクヘッジ商品を提供す

ること等を通じて、個人部門、法人部門の業務をサポートしております。また、外国為替取引や債券トレー

ディング、資産・負債に係わるリスクコントロール（ＡＬＭ）等も行っております。なお、このセグメントの

計数には本部・管理部門の経費等を含んでおります。　

　

［みずほインベスターズ証券グループ ⑤］

　みずほインベスターズ証券グループは、当行グループの個人及び法人顧客に証券サービスを提供しております。

法人顧客に対しては、資本市場での資金調達のサポート等も行っております。　

　

［その他 ⑥］

　みずほキャピタル、みずほビジネス金融センター等、みずほインベスターズ証券グループを除く当行の子会社か

ら構成され、主に当行グループの顧客に対して、金融商品・サービスを提供しております。　

　

　

２．報告セグメントごとの業務粗利益、業務純益（一般貸倒引当金繰入前）及び資産の金額の算定方法

　以下の報告セグメントの情報は内部管理報告を基礎としております。　

　業務粗利益は、資金利益、役務取引等利益、特定取引利益及びその他業務利益の合計であります。　

　業務純益（一般貸倒引当金繰入前）は、業務粗利益から経費（除く臨時処理分）及びその他（持分法による投資損

益等連結調整）を控除等したものであります。

　経営者が各セグメントの資産情報を資源配分や業績評価のために使用することはないことから、セグメント別資産

情報は作成しておりません。　

　セグメント間の取引に係る業務粗利益は、市場実勢価格に基づいております。　
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３．報告セグメントごとの業務粗利益及び業務純益（一般貸倒引当金繰入前）の金額に関する情報

　

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　（単位：百万円）

　

みずほ銀行 　 みずほイン
ベスターズ
証券グルー
プ

⑤

その他
　
　
　
⑥

合計
　
　
　
　

　
　
①

個人
　
②

法人
　
③

市場
その他
④

業務粗利益 818,840 288,500 392,900 137,440 47,635 33,930 900,405
経費（除く臨時処理
分）

570,363 245,800 228,900 95,663 39,963 7,323 617,650

その他 － － － － － △2,047 △2,047
業務純益（一般貸倒
引当金繰入前）

248,476 42,700 164,000 41,776 7,672 24,559 280,708

（注）１．一般企業の売上高に代えて、業務粗利益を記載しております。　

　　　２．「その他 ⑥」には、各報告セグメント間の内部取引として消去すべきものが含まれております。　

　

　

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）　

　（単位：百万円）

　

みずほ銀行 　 みずほイン
ベスターズ
証券グルー
プ

⑤

その他
　
　
　
⑥

合計
　
　
　
　

　
　
①

個人
　
②

法人
　
③

市場
その他
④

業務粗利益 809,298 282,800 391,800 134,698 50,369 49,660 909,327
経費（除く臨時処理
分）

554,750 237,700 223,700 93,350 41,012 9,519 605,281

その他 － － － － － △15,894 △15,894
業務純益（一般貸倒
引当金繰入前）

254,547 45,100 168,100 41,347 9,357 24,246 288,151

（注）１．一般企業の売上高に代えて、業務粗利益を記載しております。　

　　　２．「その他 ⑥」には、各報告セグメント間の内部取引として消去すべきものが含まれております。　
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４．報告セグメント合計額と連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

　上記の内部管理報告に基づく報告セグメントの業務粗利益及び業務純益（一般貸倒引当金繰入前）と連結損益計算

書計上額は異なっており、差異調整は以下の通りであります。　

(1) 報告セグメントの業務粗利益の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額　

　（単位：百万円）

業務粗利益

前連結会計年度

（自　平成21年４月１日

　　至　平成22年３月31

日）　

当連結会計年度

（自　平成22年４月１日

　　至　平成23年３月31

日）　

報告セグメント計 900,405 909,327

その他経常収益 51,669 34,176

営業経費 △680,797 △656,334

その他経常費用 △225,446 △118,153

連結損益計算書の経常利益 45,831 169,016

　

(2) 報告セグメントの業務純益（一般貸倒引当金繰入前）の合計額と連結損益計算書の税金等調整前当期純利益　

　計上額　

　（単位：百万円）

業務純益（一般貸倒引当金繰入前）

前連結会計年度

（自　平成21年４月１日

　　至　平成22年３月31

日）　

　当連結会計年度

（自　平成22年４月１日

　　至　平成23年３月31

日）　

報告セグメント計 280,708 288,151

経費（臨時処理分） △63,147 △51,052

不良債権処理額 △145,633 △98,874

株式関係損益 △6,305 △8,237

特別損益 22,415 17,293

その他 △19,791 39,029

連結損益計算書の税金等調整前当期純利益 68,246 186,310

　

（追加情報）　

　当連結会計年度から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号平成21年３月27日）及び

「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号平成20年３月21日）を適用

しております。　
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【関連情報】

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

１．地域ごとの情報

(1) 経常収益

　当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が連結損益計算書の経常収益の90％を超え

るため、記載を省略しております。

　

(2) 有形固定資産

　当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超

えるため、記載を省略しております。　

　

２．主要な顧客ごとの情報

　特定の顧客に対する経常収益で連結損益計算書の経常収益の10％以上を占めるものがないため、記載を省略してお

ります。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

　（単位：百万円）

　

みずほ銀行 　 みずほイン
ベスターズ
証券グルー
プ　

⑤

その他
　
　
　
⑥

合計
　
　
　
　

　
　
①

個人
　
②

法人
　
③

市場
その他
④

減損損失 2,064 － － 2,064 94 1,278 3,437

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

　（単位：百万円）

　

みずほ銀行 　 みずほイン
ベスターズ
証券グルー
プ　

⑤

その他
　
　
　
⑥

合計
　
　
　
　

　
　
①

個人
　
②

法人
　
③

市場
その他
④

当期償却額 － － － － － 56 56
当期末残高 － － － － － － －
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【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　　該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

Ⅰ　前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１．関連当事者との取引

(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

種類
会社等の
名称

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

 
役員の
兼任等
（人）

親会社

㈱みずほ

フィナン

シャルグ

ループ

東京都

千代田区
1,805,565

金融持株

会社

被所有

直接 100

金銭貸

借関係

　

設備の

賃貸借

関係

等

2 資金の貸付

　

700,000

（※）

貸出金 700,000

（※）短期的な取引につき、期末残高を記載しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

　取引条件は、市場実勢レートを参考に決定しております。

(イ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

種類
会社等の
名称

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

 
役員の
兼任等
（人）

同一の親会

社を持つ会

社

㈱みずほ

コーポ

レート銀

行

東京都

千代田区
1,404,065 銀行業務 －

金銭貸

借関係

　

設備の

賃貸借

関係

等

2

コール資金の

放出

　

8,550,000

（※１）

コール

ローン及

び買入手

形

8,550,000

デリバティブ

取引（通貨オ

プション、先

物為替）

　

573,528

（※２）

その他資

産
573,528

　

943,504

（※２）

その他負

債
943,504

（※１）短期的な市場性の取引につき、期末残高を記載しております。

（※２）期末の市場レートによる評価額等につき、期末残高を記載してお

ります。

取引条件及び取引条件の決定方針等

　取引条件は、市場実勢レートを参考に決定しております。

(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　記載すべき重要なものはありません。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1)親会社情報

　株式会社みずほフィナンシャルグループ（東京証券取引所（市場第一部）、大阪証券取引所（市場第一部）、ニュー

ヨーク証券取引所に上場）

(2)重要な関連会社の要約財務情報

　該当ありません。
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Ⅱ　当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１．関連当事者との取引

(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

種類
会社等の
名称

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

 
役員の
兼任等
（人）

親会社

㈱みずほ

フィナン

シャルグ

ループ

東京都

千代田区
2,181,375

金融持株

会社

被所有

直接 100

金銭貸

借関係

　

設備の

賃貸借

関係

等

2 資金の貸付

　

700,000

（※）

貸出金 700,000

（※）短期的な取引につき、期末残高を記載しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

　取引条件は、市場実勢レートを参考に決定しております。

(イ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

種類
会社等の
名称

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

 
役員の
兼任等
（人）

同一の親会

社を持つ会

社

㈱みずほ

コーポ

レート銀

行

東京都

千代田区
1,404,065 銀行業務 －

金銭貸

借関係

　

設備の

賃貸借

関係

等

2

コール資金の

放出

　

8,550,000

（※１）

コール

ローン及

び買入手

形

8,550,000

デリバティブ

取引（通貨オ

プション、先

物為替）

　

542,022

（※２）

その他資

産
542,022

　

1,022,675

（※２）

その他負

債
1,022,675

（※１）短期的な市場性の取引につき、期末残高を記載しております。

（※２）期末の市場レートによる評価額等につき、期末残高を記載してお

ります。

取引条件及び取引条件の決定方針等

　取引条件は、市場実勢レートを参考に決定しております。

(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　記載すべき重要なものはありません。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1)親会社情報

　株式会社みずほフィナンシャルグループ（東京証券取引所（市場第一部）、大阪証券取引所（市場第一部）、ニュー

ヨーク証券取引所に上場）

(2)重要な関連会社の要約財務情報

　該当ありません。
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（１株当たり情報）

  
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり純資産額 円 199,590.04 199,943.74

１株当たり当期純利益金額 円 11,032.09 30,671.93

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額
円 ― 30,111.06

（注）１.　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度末
平成22年３月31日

当連結会計年度末
平成23年３月31日

純資産の部の合計額（百万円） 2,036,642 2,481,918

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
1,149,105 481,240

（うち優先株式払込金額） 660,000 4

（うち優先配当額） 6,661 0

（うち少数株主持分） 482,443 481,236

普通株式に係る期末の純資産額

（百万円）
887,537 2,000,678

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（千株）
4,446 10,006

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであ

ります。

  
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益 百万円 55,714 140,072

普通株主に帰属しない金額 百万円 6,661 0

うち優先配当額 百万円 6,661 0

普通株式に係る当期純利益 百万円 49,052 140,072

普通株式の期中平均株式数 千株 4,446 4,566

　   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
  

当期純利益調整額 百万円 ― 0

うち優先配当額 百万円 ― 0

普通株式増加数 千株 ― 85

うち優先株式 千株 ― 85

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要　

  ――――  ――――

３．なお、前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないので記載して

おりません。
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

─────── 　株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「みず

ほフィナンシャルグループ」）、当行、及びみずほイン

ベスターズ証券株式会社（以下「みずほインベスターズ

証券」）は、平成23年４月28日開催の各社取締役会にお

いて、みずほインベスターズ証券を株式交換により、当

行の完全子会社とすることを決定し、株式交換契約を締

結いたしました。

　なお、本件株式交換の効力発生日に先立つ平成23年８

月29日に、みずほインベスターズ証券の普通株式は東京

証券取引所市場、大阪証券取引所市場及び名古屋証券取

引所市場において上場廃止（最終売買日は平成23年８月

26日）となる予定です。

(1）株式交換の対象となった事業の名称及びその事業の

内容、株式交換の効力発生日、株式交換の法的形式

及び株式交換の主な目的

①　株式交換完全子会社の名称

みずほインベスターズ証券

②　事業の内容

金融商品取引業

③　株式交換の効力発生日

平成23年９月１日予定

④　株式交換の法的形式

会社法第767条に基づき、当行を株式交換完全親会

社とし、みずほインベスターズ証券を株式交換完

全子会社とする株式交換。

⑤　株式交換の主な目的

　みずほフィナンシャルグループは、グローバル金

融危機後の経済社会の構造変化や国際的な金融監

督・規制の見直しなど、金融機関を取り巻く新たな

経営環境に迅速かつ的確に対応すべく、昨年５月に

当グループの中期基本方針として「変革」プログラ

ムを発表いたしました。当グループは、「お客さま

第一主義」を実践しつつ、直面する経営課題につい

て抜本的な見直しを行い、「収益力」「財務力」

「現場力」の３つの強化策を通じて、持続的成長を

実現すべく、現在グループを挙げて取り組んでおり

ます。

　本件完全子会社化は、グループの一体的運営や人

材・ネットワークといった経営資源の全体最適を実

現し、「変革」プログラムへの取り組みを加速する

ことで、「グループ力」を一段と強化することを目

的としております。具体的には、①意思決定の迅速

性や戦略の機動性を一層高め、外部環境の変化やグ

ループ全体・各社の課題に、より柔軟に対応できる

グループ経営体制を構築すること、②当グループの

強みである総合金融サービス力をこれまで以上に発

揮させ、銀行・信託・証券フルライン機能をシーム

レスに提供するグループ連携体制を強化すること、

③業務集約の推進やコスト構造の改革等を徹底し、

グループ経営効率の更なる向上を追求すること、を

企図しております。
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前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

─────── (2）株式の交換比率及びその算定方法並びに交付予定の

株式数

①　株式交換比率

会社名

みずほフィナン
シャルグループ
（株式交換完全親
会社である当行の
完全親会社）

みずほインベス
ターズ証券
（株式交換完全子
会社）

本件株式交換

に係る割当て

の内容

1 0.56

②　算定方法

　みずほフィナンシャルグループ、当行及びみずほ

インベスターズ証券は、メリルリンチ日本証券株式

会社及びJPモルガン証券株式会社から提出を受けた

株式交換比率の分析結果を参考に、かつ、みずほ

フィナンシャルグループ及びみずほインベスターズ

証券の財務状況、業績動向、株価動向等を勘案の

上、交渉・協議を重ねた結果、それぞれ上記の株式

交換比率は、みずほフィナンシャルグループ及びみ

ずほインベスターズ証券の株主の皆さまの利益に資

するものであるとの判断に至り、みずほフィナン

シャルグループ、当行及びみずほインベスターズ証

券は平成23年４月28日に開催されたそれぞれの取締

役会において、本件株式交換における株式交換比率

を決議いたしました。

③　交付株式数

みずほフィナンシャルグループの普通株

式：322,951,927株予定
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

利率
（％）

担保 償還期限 摘要

当行

利付みずほ銀行債券
平成18年３月～

平成19年３月

8,994

　

4,306

[4,306]

0.24～

0.56
なし

平成23年４月～

平成24年３月
(注)1

利付みずほ銀行債券

(利子一括払)

平成18年３月～

平成19年３月

102,748

　

42,704

[42,704]

0.24～

0.56
なし

平成23年４月～

平成24年３月
(注)1

利付みずほ銀行債券

(財形)

平成18年３月～

平成23年３月

643,047

　

629,425

[91,277]

0.06～

0.66
なし

平成23年４月～

平成28年４月
(注)1

利付みずほ銀行債券

(財形・利子一括払)

平成18年３月～

平成23年３月

67,077

　

64,496

[11,999]

0.06～

0.66
なし

平成23年４月～

平成28年４月
(注)1

普通社債
平成16年11月～

平成21年10月

849,500

　

802,400

[35,100]

0.48～

4.26
なし 平成23年４月～ (注)1

Mizuho 

Finance

(Aruba)

A.E.C.

普通社債
平成９年２月～

平成20年６月

109,000

　

104,500

[33,000]

0.95～

4.35
なし 平成23年６月～ (注)1

みずほイ

ンベス

ターズ証

券株式会

社

短期社債
平成22年11月～

平成23年３月

15,997

　

16,497

[16,497]

0.14～

0.19
なし

平成23年４月～

平成23年６月
(注)1

合計 ── 1,796,364 1,664,330 ── ─ ── ──

　（注）１．「当期末残高」欄の［　］書きは、１年以内に償還が予定されている金額であります。

２．連結決算日後５年以内における償還予定額は以下のとおりであります。

 １年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内

金額（百万円） 234,889 120,460 137,804 216,875 245,503
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【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
(％)

返済期限

借用金 2,487,166 5,495,611 0.21 ──

再割引手形 － － － ──

借入金 2,487,166 5,495,611 0.21 平成23年４月～

リース債務 13,042 19,304 2.41
平成23年４月～

平成31年12月

　（注）１．「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出（加重平均）しております。

２．借入金及びリース債務の連結決算日後５年以内における返済額は次のとおりであります。

 １年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内

借入金(百万円) 5,220,627 30,251 22,777 32,301 26,810

リース債務

(百万円)
3,893 3,581 2,990 2,366 2,015

　銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借

入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳

を記載しております。

【資産除去債務明細表】

　資産除去債務の金額が負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定に

より記載を省略しております。　

　

　

　

　

　

（２）【その他】

　該当ありません。
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２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

現金預け金 2,638,336 4,758,812

現金 927,643 1,298,942

預け金 1,710,693 3,459,869

コールローン 9,040,000 8,640,000

債券貸借取引支払保証金 262,417 430,337

買入金銭債権 1,259,295 944,811

特定取引資産 ※8  1,463,369 1,057,313

商品有価証券 576,087 124,018

商品有価証券派生商品 12 0

特定取引有価証券派生商品 16,233 18,157

特定金融派生商品 273,852 293,805

その他の特定取引資産 597,184 621,332

金銭の信託 1,070 984

有価証券 ※1, ※8  19,671,063 ※1, ※8  19,887,559

国債 15,090,854 14,784,358

地方債 132,681 156,263

社債 ※15  2,180,571 ※15  2,711,835

株式 1,098,861 1,055,607

その他の証券 1,168,093 1,179,495

貸出金
※3, ※4, ※5, ※6, ※8, ※9

32,467,647

※3, ※4, ※5, ※6, ※8, ※9

33,376,277

割引手形 ※7  156,357 ※7  148,202

手形貸付 795,833 740,623

証書貸付 25,608,293 27,222,275

当座貸越 5,907,162 5,265,176

外国為替 130,572 130,547

外国他店預け 11,219 39,363

買入外国為替 ※7  95,739 ※7  66,674

取立外国為替 23,613 24,509

その他資産 ※8  2,889,486 ※8  2,482,773

未決済為替貸 4,153 8,154

前払費用 6,824 6,527

未収収益 82,930 74,208

先物取引差入証拠金 1,156 2,729

先物取引差金勘定 136 477

金融派生商品 1,620,867 1,603,097

宝くじ関係立替払金 135,919 132,721

前払年金費用 314,532 293,269

有価証券未収金 433,179 12,421

その他の資産 ※8  289,784 ※8  349,165
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

有形固定資産 ※11, ※12  727,740 ※11, ※12  748,700

建物 250,170 260,198

土地 ※10  388,266 ※10  388,053

リース資産 6,733 12,668

建設仮勘定 19,971 25,369

その他の有形固定資産 62,599 62,410

無形固定資産 178,964 216,366

ソフトウエア 95,107 99,545

リース資産 1,722 2,796

その他の無形固定資産 82,134 114,023

繰延税金資産 250,847 235,826

支払承諾見返 997,665 953,547

貸倒引当金 △440,887 △403,089

投資損失引当金 △26 △14

資産の部合計 71,537,565 73,460,755

負債の部

預金 ※8  55,761,093 ※8  56,261,351

当座預金 3,544,834 3,668,333

普通預金 27,268,981 28,446,222

貯蓄預金 1,122,350 1,101,180

通知預金 301,476 272,794

定期預金 21,690,573 20,766,505

定期積金 6 6

その他の預金 1,832,870 2,006,308

譲渡性預金 2,027,790 1,067,200

債券 821,867 740,932

コールマネー ※8  1,627,500 ※8  1,129,300

売現先勘定 ※8  635,326 －

債券貸借取引受入担保金 ※8  1,452,372 ※8  1,174,557

特定取引負債 247,136 298,680

売付商品債券 － 22,116

商品有価証券派生商品 11 52

特定取引有価証券派生商品 16,225 18,164

特定金融派生商品 230,899 258,347

借用金 ※8  3,019,909 ※8  6,024,707

借入金 ※13  3,019,909 ※13  6,024,707

外国為替 10,040 14,040

外国他店借 1,584 245

売渡外国為替 3,803 7,996

未払外国為替 4,652 5,798
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

社債 ※14  849,500 ※14  802,400

その他負債 2,380,144 2,829,438

未決済為替借 6,765 17,097

未払法人税等 1,620 1,830

未払費用 76,719 65,278

前受収益 38,514 40,417

給付補てん備金 0 0

先物取引差金勘定 93 －

金融派生商品 1,449,965 1,445,366

リース債務 12,091 18,527

資産除去債務 － 1,760

宝くじ売上金等未精算金 135,919 132,721

未払特殊証券 413 413

特殊証券等剰余金 81 78

未払復興貯蓄債券元利金 2 2

有価証券未払金 211,582 425,947

その他の負債 446,376 679,998

賞与引当金 8,647 9,070

睡眠預金払戻損失引当金 13,548 14,079

債券払戻損失引当金 10,824 13,344

再評価に係る繰延税金負債 ※10  77,372 ※10  77,333

支払承諾 997,665 953,547

負債の部合計 69,940,741 71,409,983

純資産の部

資本金 700,000 700,000

資本剰余金 681,432 1,057,242

資本準備金 490,707 490,707

その他資本剰余金 190,725 566,535

利益剰余金 96,147 239,365

利益準備金 － 1,332

その他利益剰余金 96,147 238,033

繰越利益剰余金 96,147 238,033

株主資本合計 1,477,580 1,996,608

その他有価証券評価差額金 △7,084 △58,823

繰延ヘッジ損益 17,395 4,113

土地再評価差額金 ※10  108,931 ※10  108,873

評価・換算差額等合計 119,242 54,163

純資産の部合計 1,596,823 2,050,771

負債及び純資産の部合計 71,537,565 73,460,755
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②【損益計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

経常収益 1,129,427 1,034,929

資金運用収益 765,263 680,532

貸出金利息 526,434 476,273

有価証券利息配当金 139,345 116,182

コールローン利息 47,870 32,886

債券貸借取引受入利息 257 132

預け金利息 8,396 5,948

金利スワップ受入利息 19,227 31,338

その他の受入利息 23,732 17,770

役務取引等収益 201,229 203,073

受入為替手数料 82,324 81,363

その他の役務収益 118,905 121,709

特定取引収益 43,175 55,197

商品有価証券収益 2,336 1,995

特定取引有価証券収益 165 246

特定金融派生商品収益 38,231 51,553

その他の特定取引収益 2,441 1,401

その他業務収益 69,731 66,561

外国為替売買益 4,539 －

国債等債券売却益 58,268 61,358

金融派生商品収益 4,802 1,246

特殊証券等関係費補てん金 5 5

その他の業務収益 2,115 3,951

その他経常収益 50,027 29,566

株式等売却益 27,999 5,124

金銭の信託運用益 17 －

その他の経常収益 ※1  22,010 ※1  24,441

経常費用 1,040,552 896,454

資金調達費用 152,337 108,781

預金利息 86,260 51,208

譲渡性預金利息 5,233 2,504

債券利息 3,385 3,108

コールマネー利息 1,776 1,212

売現先利息 1,069 105

債券貸借取引支払利息 2,349 3,691

借用金利息 35,571 29,922

短期社債利息 8 2

社債利息 16,283 16,551

その他の支払利息 399 473

役務取引等費用 52,861 55,252
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

支払為替手数料 30,530 32,261

その他の役務費用 22,331 22,991

その他業務費用 55,364 32,032

外国為替売買損 － 3,968

国債等債券売却損 50,633 21,551

国債等債券償却 4,180 6,362

債券発行費用償却 24 21

その他の業務費用 525 128

営業経費 633,240 605,250

その他経常費用 146,748 95,136

貸倒引当金繰入額 13,053 －

貸出金償却 78,698 51,996

株式等売却損 3,011 4,782

株式等償却 5,114 8,986

投資損失引当金繰入額 26 －

金銭の信託運用損 255 60

その他の経常費用 ※2  46,589 29,311

経常利益 88,875 138,475

特別利益 26,713 38,860

固定資産処分益 265 34

償却債権取立益 26,447 21,602

その他の特別利益 － ※3  17,223

特別損失 5,698 5,468

固定資産処分損 4,376 2,387

減損損失 1,321 2,064

その他の特別損失 － ※4  1,015

税引前当期純利益 109,890 171,867

法人税、住民税及び事業税 498 476

法人税等調整額 13,387 21,570

法人税等合計 13,886 22,046

当期純利益 96,004 149,821
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③【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 650,000 700,000

当期変動額

新株の発行 50,000 －

当期変動額合計 50,000 －

当期末残高 700,000 700,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 762,345 490,707

当期変動額

新株の発行 50,000 －

資本準備金の取崩 △321,638 －

当期変動額合計 △271,638 －

当期末残高 490,707 490,707

その他資本剰余金

前期末残高 － 190,725

当期変動額

資本準備金の取崩 321,638 －

自己株式の処分 － 375,810

損失の処理に伴うその他資本剰余金か
らその他利益剰余金への振替

△130,913 －

当期変動額合計 190,725 375,810

当期末残高 190,725 566,535

資本剰余金合計

前期末残高 762,345 681,432

当期変動額

新株の発行 50,000 －

自己株式の処分 － 375,810

損失の処理に伴うその他資本剰余金か
らその他利益剰余金への振替

△130,913 －

当期変動額合計 △80,913 375,810

当期末残高 681,432 1,057,242
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 － －

当期変動額

剰余金の配当 － 1,332

当期変動額合計 － 1,332

当期末残高 － 1,332

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △130,913 96,147

当期変動額

剰余金の配当 － △7,993

当期純利益 96,004 149,821

損失の処理に伴うその他資本剰余
金からその他利益剰余金への振替

130,913 －

土地再評価差額金の取崩 143 57

当期変動額合計 227,060 141,885

当期末残高 96,147 238,033

利益剰余金合計

前期末残高 △130,913 96,147

当期変動額

剰余金の配当 － △6,661

当期純利益 96,004 149,821

損失の処理に伴うその他資本剰余金か
らその他利益剰余金への振替

130,913 －

土地再評価差額金の取崩 143 57

当期変動額合計 227,060 143,217

当期末残高 96,147 239,365

株主資本合計

前期末残高 1,281,432 1,477,580

当期変動額

新株の発行 100,000 －

剰余金の配当 － △6,661

当期純利益 96,004 149,821

自己株式の処分 － 375,810

損失の処理に伴うその他資本剰余金から
その他利益剰余金への振替

－ －

土地再評価差額金の取崩 143 57

当期変動額合計 196,147 519,027

当期末残高 1,477,580 1,996,608
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △190,725 △7,084

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

183,640 △51,739

当期変動額合計 183,640 △51,739

当期末残高 △7,084 △58,823

繰延ヘッジ損益

前期末残高 1,884 17,395

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

15,510 △13,282

当期変動額合計 15,510 △13,282

当期末残高 17,395 4,113

土地再評価差額金

前期末残高 109,075 108,931

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△143 △57

当期変動額合計 △143 △57

当期末残高 108,931 108,873

評価・換算差額等合計

前期末残高 △79,765 119,242

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

199,007 △65,079

当期変動額合計 199,007 △65,079

当期末残高 119,242 54,163

純資産合計

前期末残高 1,201,667 1,596,823

当期変動額

新株の発行 100,000 －

剰余金の配当 － △6,661

当期純利益 96,004 149,821

自己株式の処分 － 375,810

損失の処理に伴うその他資本剰余金からその
他利益剰余金への振替

－ －

土地再評価差額金の取崩 143 57

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 199,007 △65,079

当期変動額合計 395,155 453,948

当期末残高 1,596,823 2,050,771
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【重要な会計方針】

 
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１．特定取引資産・負債の評

価基準及び収益・費用の計

上基準

　金利、通貨の価格、金融商品市場におけ

る相場その他の指標に係る短期的な変動、

市場間の格差等を利用して利益を得る等の

目的（以下「特定取引目的」という。）の

取引については、取引の約定時点を基準と

し、貸借対照表上「特定取引資産」及び

「特定取引負債」に計上するとともに、当

該取引からの損益を損益計算書上「特定取

引収益」及び「特定取引費用」に計上して

おります。

　特定取引資産及び特定取引負債の評価

は、有価証券及び金銭債権等については決

算日の時価により、スワップ・先物・オプ

ション取引等の派生商品については決算日

において決済したものとみなした額により

行っております。

　また、特定取引収益及び特定取引費用の

損益計上は、当事業年度中の受払利息等

に、有価証券、金銭債権等については前事

業年度末と当事業年度末における評価損益

の増減額を、派生商品については前事業年

度末と当事業年度末におけるみなし決済か

らの損益相当額の増減額を加えておりま

す。

同左

２．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1)有価証券の評価は、満期保有目的の債

券については移動平均法による償却原価

法（定額法）、子会社株式及び関連会社

株式については移動平均法による原価

法、その他有価証券のうち時価のある国

内株式については決算期末月１ヵ月平均

に基づいた市場価格等、それ以外につい

ては決算日における市場価格等に基づく

時価法（売却原価は主として移動平均法

により算定）、時価を把握することが極

めて困難と認められるものについては移

動平均法による原価法により行っており

ます。

  なお、その他有価証券の評価差額につ

いては、時価ヘッジの適用により損益に

反映させた額を除き、全部純資産直入法

により処理しております。

(2)金銭の信託において信託財産を構成し

ている有価証券の評価は、上記(1)と同

じ方法によっております。

(1)　　　　　　　　同左

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(2)　　　　　　　 同左
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前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

３．デリバティブ取引の評価

基準及び評価方法

　デリバティブ取引（特定取引目的の取引

を除く）の評価は、時価法により行ってお

ります。

同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

　有形固定資産の減価償却は、建物につ

いては定額法を、その他については定率

法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建　物　３年～50年

その他　２年～20年

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

同左

 (2)無形固定資産（リース資産を除く）

　無形固定資産の減価償却は、定額法に

より償却しております。なお、自社利用

のソフトウェアについては、行内におけ

る利用可能期間（５年）に基づいて償却

しております。

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

同左

 (3)リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係る「有形固定資産」及び「無形固

定資産」中のリース資産の減価償却は、

原則として自己所有の固定資産に適用す

る方法と同一の方法で償却しておりま

す。

(3)リース資産

同左

５．繰延資産の処理方法 (1)株式交付費

　株式交付費は、発生時に全額費用と

して処理しております。

(1)株式交付費

同左

 (2)社債発行費

  社債発行費は、発生時に全額費用と

して処理しております。

(2)社債発行費

同左　

 (3)債券発行費用

　債券発行費用は、発生時に全額費用

として処理しております。

(3)債券発行費用

同左

６．外貨建資産及び負債の本

邦通貨への換算基準

　外貨建資産・負債は、取得時の為替相場

による円換算額を付す子会社株式を除き、

決算日の為替相場による円換算額を付して

おります。

同左

　

-181-



 
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

７．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

　予め定めている償却・引当基準に則

り、次のとおり計上しております。

　破産、特別清算等法的に経営破綻の事

実が発生している債務者（以下、「破綻

先」という。）に係る債権及びそれと同

等の状況にある債務者（以下、「実質破

綻先」という。）に係る債権について

は、以下のなお書きに記載されている直

接減額後の帳簿価額から、担保の処分可

能見込額及び保証による回収可能見込額

を控除し、その残額を計上しておりま

す。また、現在は経営破綻の状況にない

が、今後経営破綻に陥る可能性が大きい

と認められる債務者（以下、「破綻懸念

先」という。）に係る債権については、

債権額から、担保の処分可能見込額及び

保証による回収可能見込額を控除し、そ

の残額のうち、債務者の支払能力を総合

的に判断し必要と認める額を計上してお

ります。

  破綻懸念先及び注記事項（貸借対照表

関係）５．の貸出条件緩和債権等を有す

る債務者で与信額が一定額以上の大口債

務者のうち、債権の元本の回収及び利息

の受取りに係るキャッシュ・フローを合

理的に見積ることができる債権について

は、当該キャッシュ・フローを貸出条件

緩和実施前の約定利子率等で割引いた金

額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当

金とする方法（キャッシュ・フロー見積

法）により引き当てております。また、

当該大口債務者のうち、将来キャッ

シュ・フローを合理的に見積ることが困

難な債務者に対する債権については、個

別的に予想損失額を算定し、引き当てて

おります。

  上記以外の債権については、過去の一

定期間における貸倒実績等から算出した

予想損失率に基づき計上しております。

(1)貸倒引当金

　予め定めている償却・引当基準に則

り、次のとおり計上しております。

　破産、特別清算等法的に経営破綻の事

実が発生している債務者（以下、「破綻

先」という。）に係る債権及びそれと同

等の状況にある債務者（以下、「実質破

綻先」という。）に係る債権について

は、以下のなお書きに記載されている直

接減額後の帳簿価額から、担保の処分可

能見込額及び保証による回収可能見込額

を控除し、その残額を計上しておりま

す。また、現在は経営破綻の状況にない

が、今後経営破綻に陥る可能性が大きい

と認められる債務者（以下、「破綻懸念

先」という。）に係る債権については、

債権額から、担保の処分可能見込額及び

保証による回収可能見込額を控除し、そ

の残額のうち、債務者の支払能力を総合

的に判断し必要と認める額を計上してお

ります。

  破綻懸念先及び注記事項（貸借対照表

関係）５．の貸出条件緩和債権等を有す

る債務者で与信額が一定額以上の大口債

務者のうち、債権の元本の回収及び利息

の受取りに係るキャッシュ・フローを合

理的に見積ることができる債権について

は、当該キャッシュ・フローを貸出条件

緩和実施前の約定利子率等で割引いた金

額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当

金とする方法（キャッシュ・フロー見積

法）により引き当てております。また、

当該大口債務者のうち、将来キャッ

シュ・フローを合理的に見積ることが困

難な債務者に対する債権については、個

別的に予想損失額を算定し、引き当てて

おります。

  上記以外の債権については、過去の一

定期間における貸倒実績等から算出した

予想損失率に基づき計上しております。
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前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

 　すべての債権は、資産の自己査定基準

に基づき、営業関連部署が資産査定を実

施し、当該部署から独立した資産監査部

署が査定結果を監査しており、その査定

結果に基づいて上記の引当を行っており

ます。

　なお、破綻先及び実質破綻先に対する

担保・保証付債権等については、債権額

から担保の評価額及び保証による回収が

可能と認められる額を控除した残額を取

立不能見込額として債権額から直接減額

しており、その金額は336,280百万円で

あります。

　すべての債権は、資産の自己査定基準

に基づき、営業関連部署が資産査定を実

施し、当該部署から独立した資産監査部

署が査定結果を監査しており、その査定

結果に基づいて上記の引当を行っており

ます。

　なお、破綻先及び実質破綻先に対する

担保・保証付債権等については、債権額

から担保の評価額及び保証による回収が

可能と認められる額を控除した残額を取

立不能見込額として債権額から直接減額

しており、その金額は257,930百万円で

あります。

 (2)投資損失引当金

　投資損失引当金は、投資に対する損失

に備えるため、有価証券の発行会社の財

政状態等を勘案して必要と認める額を計

上しております。

(2)投資損失引当金

同左

 (3)賞与引当金

従業員への賞与の支払いに備えるた

め、従業員に対する賞与の支給見込額の

うち、当事業年度に帰属する額を計上し

ております。

(3)賞与引当金

同左

 (4)退職給付引当金

　退職給付引当金（含む前払年金費用）

は、従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当事業年度末

において発生していると認める額を計上

しております。また、数理計算上の差異

は、各発生年度における従業員の平均残

存勤務期間内の一定年数（10～12年）に

よる定額法に基づき按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から損益処理してお

ります。　

(4)退職給付引当金

同左
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前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

 (5）睡眠預金払戻損失引当金

　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上

を中止した預金について、預金者からの

払戻請求に備えるため、将来の払戻請求

に応じて発生する損失を見積り必要と認

める額を計上しております。

(5）睡眠預金払戻損失引当金

同左

 (6)債券払戻損失引当金

債券払戻損失引当金は、負債計上を中止

した債券について、債券保有者からの払

戻請求に備えるため、将来の払戻請求に

応じて発生する損失を見積り必要と認め

る額を計上しております。

(6)債券払戻損失引当金

同左

８．ヘッジ会計の方法 (イ)金利リスク・ヘッジ

　金融資産・負債から生じる金利リスク

のヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法

として、繰延ヘッジ又は時価ヘッジを適

用しております。小口多数の金銭債権債

務に対する包括ヘッジについて、「銀行

業における金融商品会計基準適用に関す

る会計上及び監査上の取扱い」（日本公

認会計士協会業種別監査委員会報告第24

号。以下「業種別監査委員会報告第24

号」という。）を適用しております。

ヘッジ有効性の評価は、小口多数の金銭

債権債務に対する包括ヘッジについて以

下のとおり行っております。

(イ)金利リスク・ヘッジ

　金融資産・負債から生じる金利リスク

のヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法

として、繰延ヘッジ又は時価ヘッジを適

用しております。小口多数の金銭債権債

務に対する包括ヘッジについて、「銀行

業における金融商品会計基準適用に関す

る会計上及び監査上の取扱い」（日本公

認会計士協会業種別監査委員会報告第24

号。以下「業種別監査委員会報告第24

号」という。）を適用しております。

ヘッジ有効性の評価は、小口多数の金銭

債権債務に対する包括ヘッジについて以

下のとおり行っております。

 (ⅰ)相場変動を相殺するヘッジについて

は、ヘッジ対象となる預金・貸出金等

とヘッジ手段である金利スワップ取引

等を一定の期間毎にグルーピングのう

え特定し有効性を評価しております。

(ⅰ)相場変動を相殺するヘッジについて

は、ヘッジ対象となる預金・貸出金等

とヘッジ手段である金利スワップ取引

等を一定の期間毎にグルーピングのう

え特定し有効性を評価しております。

 (ⅱ)キャッシュ・フローを固定するヘッ

ジについては、ヘッジ対象とヘッジ手

段の金利変動要素の相関関係を検証し

有効性を評価しております。

　個別ヘッジについてもヘッジ対象の相

場変動とヘッジ手段の相場変動を比較

し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッ

ジの有効性を評価しております。

(ⅱ)キャッシュ・フローを固定するヘッ

ジについては、ヘッジ対象とヘッジ手

段の金利変動要素の相関関係を検証し

有効性を評価しております。

　個別ヘッジについてもヘッジ対象の相

場変動とヘッジ手段の相場変動を比較

し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッ

ジの有効性を評価しております。
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前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

 また、当事業年度末の貸借対照表に計

上している繰延ヘッジ損益のうち、「銀

行業における金融商品会計基準適用に関

する当面の会計上及び監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会業種別監査委

員会報告第15号）を適用して実施してお

りました多数の貸出金・預金等から生じ

る金利リスクをデリバティブ取引を用い

て総体で管理する従来の「マクロヘッ

ジ」に基づく繰延ヘッジ損益は、「マク

ロヘッジ」で指定したそれぞれのヘッジ

手段等の残存期間・平均残存期間にわ

たって、資金調達費用又は資金運用収益

等として期間配分しております。

　なお、当事業年度末における「マクロ

ヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は

10,656百万円（税効果額控除前）、繰延

ヘッジ利益は11,773百万円（同前）であ

ります。

また、当事業年度末の貸借対照表に計

上している繰延ヘッジ損益のうち、「銀

行業における金融商品会計基準適用に関

する当面の会計上及び監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会業種別監査委

員会報告第15号）を適用して実施してお

りました多数の貸出金・預金等から生じ

る金利リスクをデリバティブ取引を用い

て総体で管理する従来の「マクロヘッ

ジ」に基づく繰延ヘッジ損益は、「マク

ロヘッジ」で指定したそれぞれのヘッジ

手段等の残存期間・平均残存期間にわ

たって、資金調達費用又は資金運用収益

等として期間配分しております。

　なお、当事業年度末における「マクロ

ヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は

4,228百万円（税効果額控除前）、繰延

ヘッジ利益は4,223百万円（同前）であ

ります。

 (ロ)為替変動リスク・ヘッジ

外貨建子会社株式及び外貨建その他有

価証券（債券以外）の為替変動リスクを

ヘッジするため、事前にヘッジ対象とな

る外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該

外貨建有価証券について外貨ベースで取

得原価以上の直先負債が存在しているこ

と等を条件に包括ヘッジとして繰延ヘッ

ジ及び時価ヘッジを適用しております。

(ロ)為替変動リスク・ヘッジ

同左

 (ハ)内部取引等

デリバティブ取引のうち特定取引勘定

とそれ以外の勘定との間の内部取引につ

いては、ヘッジ手段として指定している

金利スワップ取引等に対して、業種別監

査委員会報告第24号に基づき、恣意性を

排除し厳格なヘッジ運営が可能と認めら

れる対外カバー取引の基準に準拠した運

営を行っているため、当該金利スワップ

取引等から生じる収益及び費用は消去せ

ずに損益認識又は繰延処理を行っており

ます。

なお、一部の資産・負債については、

個別ヘッジに基づく繰延ヘッジを行って

おります。

(ハ)内部取引等

同左

９．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

同左
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【会計方針の変更】

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

（金融商品に関する会計基準）

　当事業年度末から「金融商品に関する会計基準」（企業

会計基準第10号平成20年3月10日）を適用しております。

　これにより、従来の方法に比べ、「有価証券」は19,367

百万円減少、「その他有価証券評価差額金」は12,515百万

円減少、「繰延税金資産」は1,419百万円増加、「貸倒引

当金」は18,536百万円減少し、「経常利益」および「税引

前当期純利益」は、それぞれ13,104百万円増加しておりま

す。

　

───────

　

───────

　

　

　

　

　

　

　

　

（資産除去債務に関する会計基準）

　当事業年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企

業会計基準第18号平成20年3月31日）及び「資産除去債務

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

21号平成20年3月31日）を適用しております。

　これにより、「経常利益」は1,261百万円増加、「税引

前当期純利益」は411百万円減少しております。また、当

会計基準等の適用開始による「その他負債」中の資産除去

債務の変動額は1,760百万円であります。　　
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成22年３月31日）

当事業年度
（平成23年３月31日）

※１．関係会社の株式総額 282,673百万円 ※１．関係会社の株式総額 282,673百万円

※２．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し

付けている有価証券はありません。

　　　無担保の消費貸借契約により借り入れている有価証

券及び現金担保付債券貸借取引等により受け入れてい

る有価証券のうち、売却又は再担保という方法で自由

に処分できる権利を有する有価証券で、当事業年度末

に当該処分をせずに所有しているものは275,030百万

円であります。

※２．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し

付けている有価証券はありません。

　　　無担保の消費貸借契約により借り入れている有価証

券及び現金担保付債券貸借取引等により受け入れてい

る有価証券のうち、売却又は再担保という方法で自由

に処分できる権利を有する有価証券で、当事業年度末

に当該処分をせずに所有しているものは429,875百万

円であります。

※３．貸出金のうち、破綻先債権額は50,087百万円、延滞

債権額は507,005百万円であります。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延

が相当期間継続していることその他の事由により元本

又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして

未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った

部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」とい

う。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97

号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由

又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金で

あります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であっ

て、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図る

ことを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の

貸出金であります。

※３．貸出金のうち、破綻先債権額は29,000百万円、延滞

債権額は518,994百万円であります。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延

が相当期間継続していることその他の事由により元本

又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして

未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った

部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」とい

う。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97

号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由

又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金で

あります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であっ

て、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図る

ことを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の

貸出金であります。

※４．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は9,134百万

円であります。

　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支

払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸

出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであ

ります。

※４．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は24,937百万

円であります。

　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支

払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸

出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであ

ります。

※５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は247,596百万

円であります。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又

は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者

に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延

滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであ

ります。

※５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は244,701百万

円であります。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又

は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者

に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延

滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであ

ります。
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前事業年度
（平成22年３月31日）

当事業年度
（平成23年３月31日）

※６．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額

及び貸出条件緩和債権額の合計額は813,824百万円で

あります。

なお、上記３．から６．に掲げた債権額は、貸倒引

当金控除前の金額であります。

※６．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額

及び貸出条件緩和債権額の合計額は817,635百万円で

あります。

なお、上記３．から６．に掲げた債権額は、貸倒引

当金控除前の金額であります。

※７．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適

用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会

計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき金融

取引として処理しております。これにより受け入れた

商業手形及び買入外国為替は、売却又は再担保という

方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、そ

の額面金額は、238,766百万円であります。

※７．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適

用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会

計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき金融

取引として処理しております。これにより受け入れた

商業手形及び買入外国為替は、売却又は再担保という

方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、そ

の額面金額は、203,380百万円であります。

※８．担保に供している資産は次のとおりであります。 ※８．担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産  

特定取引資産 272,925百万円

有価証券 5,309,223百万円

貸 出 金 3,526,159百万円

その他資産 1,525百万円

担保資産に対応する債務  

預　　金 478,052百万円

コールマネー 955,200百万円

売現先勘定 635,326百万円

債券貸借取引受入担保金 1,452,372百万円

借用金 2,105,774百万円

担保に供している資産  

有価証券 6,522,300百万

円

貸 出 金 4,970,548百万円

その他資産 1,431百万円

     

担保資産に対応する債務  

預　　金 536,893百万円

コールマネー 831,700百万円

債券貸借取引受入担保金 1,174,557百万円

借用金 5,196,180百万円

　     

　上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担

保あるいは先物取引証拠金等の代用として、「有価証

券」1,140,247百万円を差し入れております。

　子会社、関連会社の借入金等のための担保提供はあ

りません。

　また、「その他の資産」のうち保証金は58,186百万

円、その他の証拠金等は190百万円であります。

　上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担

保あるいは先物取引証拠金等の代用として、「有価証

券」1,133,614百万円を差し入れております。

　子会社、関連会社の借入金等のための担保提供はあ

りません。

　また、「その他の資産」のうち保証金は56,704百万

円、その他の証拠金等は190百万円であります。
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前事業年度
（平成22年３月31日）

当事業年度
（平成23年３月31日）

※９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライ

ン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合

に、契約上規定された条件について違反がない限り、

一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約で

あります。これらの契約に係る融資未実行残高は、

21,787,187百万円であります。このうち原契約期間が

１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能な

ものが21,195,273百万円あります。

　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終

了するものであるため、融資未実行残高そのものが必

ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与え

るものではありません。これらの契約の多くには、金

融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があ

るときには、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶

又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が

付けられております。また、契約時において必要に応

じて不動産・有価証券等の担保の提供を受けるほか、

契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧

客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与

信保全上の措置等を講じております。

※９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライ

ン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合

に、契約上規定された条件について違反がない限り、

一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約で

あります。これらの契約に係る融資未実行残高は、

24,687,849百万円であります。このうち原契約期間が

１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能な

ものが24,143,514百万円あります。

　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終

了するものであるため、融資未実行残高そのものが必

ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与え

るものではありません。これらの契約の多くには、金

融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があ

るときには、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶

又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が

付けられております。また、契約時において必要に応

じて不動産・有価証券等の担保の提供を受けるほか、

契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧

客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与

信保全上の措置等を講じております。

※10．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相

当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

金」として純資産の部に計上しております。

※10．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相

当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日 平成10年３月31日 再評価を行った年月日 平成10年３月31日

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める

地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計

算の基礎となる土地の価額を算定するために国税

庁長官が定めて公表した方法により算定した価額

に、時点修正による補正等合理的な調整を行って

算出しております。

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める

地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計

算の基礎となる土地の価額を算定するために国税

庁長官が定めて公表した方法により算定した価額

に、時点修正による補正等合理的な調整を行って

算出しております。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地

の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用

の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地

の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用

の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

　 149,226百万円 　 158,058百万円
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前事業年度
（平成22年３月31日）

当事業年度
（平成23年３月31日）

※11．有形固定資産の減価償却累計額 571,444百万円 ※11．有形固定資産の減価償却累計額 586,450百万円

※12．有形固定資産の圧縮記帳額 35,191百万円 ※12．有形固定資産の圧縮記帳額 34,504百万円

※13．借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位で

ある旨の特約が付された劣後特約付借入金892,638百

万円が含まれております。

※13．借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位で

ある旨の特約が付された劣後特約付借入金809,036百

万円が含まれております。

※14．社債は全額劣後特約付社債であります。 ※14．社債は全額劣後特約付社債であります。

※15．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金

融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行

の保証債務の額は1,088,562百万円であります。

※15．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金

融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行

の保証債務の額は980,642百万円であります。

　16．配当制限

　当行の定款の定めるところにより、優先株主に対し

ては、次に定める各種優先株式の優先配当金を超えて

配当することはありません。

　16．配当制限

同左

第四回第四種優先株式 1株につき47,600円

第五回第五種優先株式 1株につき42,000円

第十回第十三種優先株式 1株につき16,000円

 

17．関係会社に対する金銭債権総額 907,756百万円 17．関係会社に対する金銭債権総額 995,747百万円

18．関係会社に対する金銭債務総額 912,763百万円 18．関係会社に対する金銭債務総額 916,857百万円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

※１．「その他の経常収益」には、睡眠預金の収益計上額

11,454百万円を含んでおります。

※１．「その他の経常収益」には、睡眠預金の収益計上額

8,852百万円、未払債券の収益計上額6,797百万円、土

地建物賃貸料4,086百万円を含んでおります。

※２．「その他の経常費用」には、株式関連派生商品費用

20,536百万円を含んでおります。

――――――

―――――― ※３．「その他の特別利益」には、貸倒引当金純取崩額

17,213百万円を含んでおります。

―――――― ※４．「その他の特別損失」は、会計方針の変更に記載

した資産除去債務に関する会計基準適用による影響

額であります。

（株主資本等変動計算書関係）

Ⅰ　前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　該当ありません。

　

Ⅱ　当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
  前事業年度末

  株式数（千株）

  当事業年度増加

  株式数（千

株）　

  当事業年度減少

  株式数（千

株）　

  当事業年度末

  株式数（千

株）　

摘要　

 自己株式 　 　 　 　 　

　 第四回第四種優

   先株式
― 　　　　　　　64 ― 　　　　　　　64   注１

　 第五回第五種優

   先株式
― 　　　　　　　85 ― 　　　　　　　85 　注２

　 第十回第十三種

   優先株式
― 　　　　　 3,572 　　　　　  1,772　　　　　 1,799 　注３

　合計 ― 　　　　　 3,722 　　　　　　1,772　　　　　 1,949 　

　

  注１．第四回第四種優先株式の自己株式の増加は平成23年3月22日の取得請求によるものであります。

　注２．第五回第五種優先株式の自己株式の増加は平成23年3月22日の取得請求によるものであります。

　注３．第十回第十三種優先株式の自己株式については、平成23年3月22日に取得請求により1,799千株増加、

　　　　平成23年3月25日に自己株式を処分したことにより1,772千株減少、平成23年3月28日に取得請求により

　　　　1,772千株増加したものであります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１．ファイナンス・リース取引

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

(ア)有形固定資産

　動産であります。

１．ファイナンス・リース取引

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

(ア)有形固定資産

同左

(イ)無形固定資産

　ソフトウェアであります。

(イ)無形固定資産

同左

②リース資産の減価償却の方法

　重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」に

記載のとおりであります。

②リース資産の減価償却の方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

・オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

・オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料

１年内 12,225百万円

１年超 34,676百万円

合計 46,902百万円

１年内 11,278百万円

１年超 23,730百万円

合計 35,009百万円
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（有価証券関係）

Ⅰ　前事業年度（平成22年３月31日現在）

子会社及び関連会社株式

 
貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 88,274 61,902 △26,371

合計 88,274 61,902 △26,371

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

 
貸借対照表計上額
（百万円）

　
　

子会社株式 191,591 　

関連会社株式 2,807 　

合計 194,399 　

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連

会社株式」には含めておりません。

　

Ⅱ　当事業年度（平成23年３月31日現在）

子会社及び関連会社株式

 
貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 88,274 52,659 △35,614

合計 88,274 52,659 △35,614

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

 
貸借対照表計上額
（百万円）

　
　

子会社株式 191,591 　

関連会社株式 2,807 　

合計 194,399 　

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連

会社株式」には含めておりません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度

超過額
237,026百万円

繰越欠損金 168,652

有価証券償却損金算入限度

超過額
253,441

その他 211,685

繰延税金資産小計 870,805

△435,517評価性引当額

繰延税金資産合計 435,288

繰延税金負債

前払年金費用 △127,668

その他 △56,772

繰延税金負債合計 △184,441

繰延税金資産の純額 250,847百万円

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度

超過額
209,927百万円

繰越欠損金 86,814

有価証券償却損金算入限度

超過額
248,999

その他 240,989

繰延税金資産小計 786,732

△381,725評価性引当額

繰延税金資産合計 405,006

繰延税金負債

前払年金費用 △119,038

その他 △50,141

繰延税金負債合計 △169,180

繰延税金資産の純額 235,826百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）     

評価性引当額の減少 △25.3

受取配当金等永久に益金に算

入されない項目
△5.1

交際費等永久に損金に算入され

ない項目

    

0.5

その他 2.0

税効果会計適用後の法人税等の

負担率

12.6％

法定実効税率 40.6％

（調整）     

評価性引当額の減少 △25.6

受取配当金等永久に益金に算

入されない項目
△2.7

交際費等永久に損金に算入され

ない項目

    

0.3

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の

負担率

12.8％
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（１株当たり情報）

 
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり純資産額 円 209,175.43 204,949.57

１株当たり当期純利益金額 円 20,093.34 32,806.66

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
円 ― 32,206.75

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

  
前事業年度末
平成22年３月31日

当事業年度末
平成23年３月31日

純資産の部の合計額（百万円） 1,596,823 2,050,771

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
666,661 4

（うち優先株式払込金額） 660,000 4

（うち優先配当額） 6,661 0

普通株式に係る期末の純資産額

（百万円）
930,162 2,050,767

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た期末の普通株式の数（千株）
4,446 10,006

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりで

あります。

  
前事業年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益 百万円 96,004 149,821

普通株主に帰属しない金額 百万円 6,661 0

うち優先配当額 百万円 6,661 0

普通株式に係る当期純利益 百万円 89,342 149,821

普通株式の期中平均株式数 千株 4,446 4,566

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額　
     

当期純利益調整額 百万円   ―　　　　 0

うち優先配当額 百万円 ― 0

普通株式増加数　 千株 ― 85

うち優先株式 千株 ― 85

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要

　 ―――― ――――

３．なお、前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないので記載してお

りません。
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④【附属明細表】

 当事業年度
（平成22年４月１日から

平成23年３月31日まで）
 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高
（百万円）

有形固定資産        

土地 388,266 － 212 388,053 － － 388,053

建物 572,114 29,433 6,856 594,691 334,493 17,293 260,198

リース資産 19,730 8,832 6,819 21,743 9,075 2,897 12,668

建設仮勘定 19,971 40,598 35,200 25,369 － － 25,369

その他の有形固定資産 299,102 20,820 14,631 305,292 242,881 19,856 62,410

有形固定資産計 1,299,185 99,685 63,720 1,335,150 586,450 40,048 748,700

無形固定資産        

ソフトウェア － － － 197,670 98,124 40,065 99,545

リース資産 － － － 3,074 277 110 2,796

その他の無形固定資産 － － － 116,280 2,256 53 114,023

無形固定資産計 － － － 317,024 100,658 40,230 216,366

　（注）１．営業用以外の土地、建物は、貸借対照表科目では「その他の有形固定資産」に計上しております。

２．「その他の無形固定資産」には、制作途中のソフトウェア等を計上しております。

３．無形固定資産の金額は、資産の総額の100分の1以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当

期減少額」の記載を省略しております。
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【引当金明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 440,887 403,089 20,583
＊

420,303
403,089

一般貸倒引当金 319,394 284,166 －
＊

319,394
284,166

個別貸倒引当金 121,493 118,923 20,583
＊

100,909
118,923

うち非居住者向け債権分 5,123 3,179 －
＊

5,123
3,179

投資損失引当金 26 14 2
＊

23
14

賞与引当金 8,647 9,070 8,647 － 9,070

睡眠預金払戻損失引当金 13,548 14,079 －
＊

13,548
14,079

債券払戻損失引当金 10,824 13,344 －
＊

10,824
13,344

計 473,934 439,597 29,234 444,700 439,597

　（注）＊ 洗替による取崩額

　

○　未払法人税等

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

未払法人税等 1,620 1,830 1,610 9 1,830

未払法人税等 513 515 511 2 515

未払事業税 1,106 1,314 1,099 7 1,314

-197-



（２）【主な資産及び負債の内容】

　当事業年度末（平成23年3月31日現在）の主な資産及び負債の内容は、次のとおりであります。

①　資産の部

預け金　　　　　日本銀行への預け金2,671,875百万円、他の銀行への預け金722,184百万円その他でありま

す。

その他の証券　　外国証券1,092,418百万円その他であります。

前払費用　　　　営業経費6,525百万円その他であります。

未収収益　　　　貸出金利息29,060百万円、有価証券利息配当金23,671百万円その他であります。

その他の資産　　金融安定化拠出基金等への拠出金157,021百万円、保証金権利金56,704百万円、未収金

44,302百万円その他であります。

②　負債の部

その他の預金　　外貨預金1,058,002百万円、別段預金916,115百万円その他であります。

未払費用　　　　預金利息28,758百万円、営業経費11,156百万円、借用金利息6,823百万円その他でありま

す。

前受収益　　　　貸出金利息33,473百万円その他であります。

その他の負債　　未払金465,841百万円、未払債券元金150,240百万円その他であります。

（３）【その他】

　該当ありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類
１株券、10株券、100株券及び必要に応じ100株を超える株数を表示した

株券

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 ──

株式の名義書換え  

取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号

みずほ信託銀行株式会社

取次所
みずほ信託銀行株式会社　全国各支店

みずほインベスターズ証券株式会社　全国本支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 株券１枚につき　250円

株券喪失登録に伴う手数料
１．株券喪失登録請求１件につき10,000円

２．喪失登録する株券１枚につき   500円

端株の買取り  

取扱場所 ──

株主名簿管理人 ──

取次所 ──

買取手数料 ──

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子

公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行

う。

公告掲載URL

http://www.mizuhobank.co.jp/

株主に対する特典 ありません

　（注）当行定款第８条において、株式の譲渡制限につき、次のとおり規定しております。

　「当銀行の全部の種類の株式に関し、いずれの株式の譲渡による取得についても、取締役会の承認を受けなけ

ればならない。」
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当行は金融商品取引法第24条第１項第１号又は第２号に掲げる有価証券の発行者ではないため、該当事項ありませ

ん。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

平成22年４月23日関東財務局長に提出。

事業年度（第７期）（自 平成20年４月１日　至 平成21年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書及び

その確認書であります。

(2）半期報告書の訂正報告書及び確認書

平成22年４月23日関東財務局長に提出。

事業年度（第８期中）（自 平成21年４月１日　至 平成21年９月30日）の半期報告書に係る訂正報告書及びそ

の確認書であります。

(3）有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書

事業年度（第８期）（自 平成21年４月１日　至 平成22年３月31日）平成22年６月23日関東財務局長に提出。

(4）半期報告書及び確認書

事業年度（第９期中）（自 平成22年４月１日　至 平成22年９月30日）平成22年11月26日関東財務局長に提

出。

(5）臨時報告書

平成23年３月７日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書であ

ります。

(6）臨時報告書

平成23年３月16日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２（株式交換に関する基本合意書締結）の規定に基

づく臨時報告書であります。

(7）臨時報告書の訂正報告書

平成23年５月２日関東財務局長に提出。

平成23年３月16日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。

(8）臨時報告書

平成23年５月24日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書であ

ります。

(9）臨時報告書

平成23年６月10日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書であ

ります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当ありません。
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独立監査人の監査報告書

  平成２２年６月２１日

株式会社みずほ銀行   

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 小林　雅和

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 三浦　昇

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 鶴森　寿士

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西田　裕志

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社みずほ銀行の平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、す

なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属

明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結

財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社みずほ銀行及び連結子会社の平成２２年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行が別途保管しており

ます。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書

  平成２３年６月１７日

株式会社みずほ銀行   

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 小林　雅和

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 三浦　昇

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 鶴森　寿士

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西田　裕志

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社みずほ銀行の平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、す

なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社みずほ銀行及び連結子会社の平成２３年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、株式会社みずほフィナンシャルグループ、株式会社みずほ銀行、及びみ

ずほインベスターズ証券株式会社は、平成２３年４月２８日開催の各社取締役会において、みずほインベスターズ証

券株式会社を株式交換により、株式会社みずほ銀行の完全子会社とすることを決定し、株式交換契約を締結した。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行が別途保管しており

ます。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書

  平成２２年６月２１日

株式会社みずほ銀行   

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 小林　雅和

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 三浦　昇

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 鶴森　寿士

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西田　裕志

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社みずほ銀行の平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの第８期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社みずほ銀行の平成２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行が別途保管しており

ます。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書

  平成２３年６月１７日

株式会社みずほ銀行   

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 小林　雅和

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 三浦　昇

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 鶴森　寿士

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西田　裕志

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社みずほ銀行の平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの第９期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社みずほ銀行の平成２３年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行が別途保管しており

ます。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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